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目 － 1

平成２５年第４回宿毛市議会定例会会議録 

 

目　　　　　次 

 

第　１日（平成２５年１２月　３日　火曜日） 

　　議事日程……………………………………………………………………………………　　　１ 

　　本日の会議に付した事件…………………………………………………………………　　　２ 

　　出席議員……………………………………………………………………………………　　　２ 

　　欠席議員……………………………………………………………………………………　　　２ 

　　事務局職員出席者…………………………………………………………………………　　　２ 

　　出席要求による出席者……………………………………………………………………　　　２ 

　　開　　会（午前１０時００分） 

　○日程第１　会議録署名議員の指名………………………………………………………　　　４ 

　○日程第２　会期の決定……………………………………………………………………　　　４ 

　　（諸般の報告） 

　○日程第３　平成２４年度宿毛市一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計 

　　　　　　　決算認定について……………………………………………………………　　　４ 

　　　委員長報告 

　　　　予算決算常任委員長…………………………………………………………………　　　４ 

　　　質疑・討論・表決………………………………………………………………………　　　６ 

　○日程第４　議案第１号から議案第２１号まで…………………………………………　　　６ 

　　（提案理由の説明） 

　　　　市　　長………………………………………………………………………………　　　６ 

　　散　　会（午前１０時２９分） 

　　陳情文書表…………………………………………………………………………………　　１０ 

　　委員会審査報告書…………………………………………………………………………　　１１ 

　　決算認定議案審査に係る経過概要及び意見……………………………………………　　１２ 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　２日（平成２５年１２月　４日　水曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　３日（平成２５年１２月　５日　木曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　４日（平成２５年１２月　６日　金曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　５日（平成２５年１２月　７日　土曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　６日（平成２５年１２月　８日　日曜日）　　休会 



目 － 2

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　７日（平成２５年１２月　９日　月曜日） 

　　議事日程……………………………………………………………………………………　　１５ 

　　本日の会議に付した事件…………………………………………………………………　　１５ 

　　出席議員……………………………………………………………………………………　　１５ 

　　欠席議員……………………………………………………………………………………　　１５ 

　　事務局職員出席者…………………………………………………………………………　　１５ 

　　出席要求による出席者……………………………………………………………………　　１５ 

　　開　　議（午前１０時００分） 

　○日程第１　一般質問………………………………………………………………………　　１７ 

　　１　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　１７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１８ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　１９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２０ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　２０ 

　　２　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　２１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２２ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２３ 
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　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　２５ 
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　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　２９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２９ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３６ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３７ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３７ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　３８ 

　　４　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　３８ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３９ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　３９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３９ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４０ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４０ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４１ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　岡﨑利久議員…………………………………………………………………………　　４２ 

　　延　　会（午後２時０９分） 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　８日（平成２５年１２月１０日　火曜日） 

　　議事日程……………………………………………………………………………………　　４５ 

　　本日の会議に付した事件…………………………………………………………………　　４５ 

　　出席議員……………………………………………………………………………………　　４５ 

　　欠席議員……………………………………………………………………………………　　４５ 

　　事務局職員出席者…………………………………………………………………………　　４５ 

　　出席要求による出席者……………………………………………………………………　　４５ 

　　開　　議（午前１０時００分） 

　○日程第１　一般質問………………………………………………………………………　　４７ 

　　１　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４７ 
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　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５０ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５０ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５１ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５１ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５２ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５２ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５３ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５３ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５４ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５７ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　５７ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５７ 



目 － 6
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　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５９ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　５９ 

　　　　浅木　敏議員…………………………………………………………………………　　５９ 

　　２　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６０ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６１ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６１ 
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　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６１ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６２ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６２ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６４ 

　　　　　教育委員会委員長…………………………………………………………………　　６４ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６４ 

　　　　濵田陸紀議員…………………………………………………………………………　　６５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６５ 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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平成２５年 

第４回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　　　　　第１日（平成２５年１２月３日　月曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○　諸般の報告 

　　　第３　平成２４年度宿毛市一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい 

　　　　　　て 

　　　第４　議案第１号から議案第２１号まで 

　　　　　　議案第　１号　平成２５年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第　２号　平成２５年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　３号　平成２５年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　４号　平成２５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　５号　平成２５年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第　６号　平成２５年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　７号　平成２５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　８号　平成２５年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　９号　平成２５年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１０号　平成２５年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

　　　　　　議案第１１号　宿毛市地域の元気づくり基金条例の制定について 

　　　　　　議案第１２号　消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する 

　　　　　　　　　　　　　条例の制定について 

　　　　　　議案第１３号　公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第１４号　宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第１５号　宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第１６号　宿毛市立坂本図書館条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第１７号　宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する 

　　　　　　　　　　　　　条例について 

　　　　　　議案第１８号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第１９号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第２０号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第２１号　市道路線の認定について 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　平成２４年度宿毛市一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計決算認定に 

　　　　　　　　ついて 

　　　日程第４　議案第１号から議案第２１号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　髙　倉　真　弓　君　　　　　２番　山　上　庄　一　君 

　　　３番　山　戸　　　寛　君　　　　　４番　今　城　誠　司　君 

　　　５番　岡　﨑　利　久　君　　　　　６番　野々下　昌　文　君 

　　　７番　松　浦　英　夫　君　　　　　８番　浅　木　　　敏　君 

　　　９番　中　平　富　宏　君　　　　１０番　浦　尻　和　伸　君 

　　１１番　寺　田　公　一　君　　　　１２番　宮　本　有　二　君 

　　１３番　濵　田　陸　紀　君　　　　１４番　西　郷　典　生　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次長兼調査係長　　松　本　政　代　君 

　　　議 事 係 長　　柏　木　景　太　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　沖　本　年　男　君 

　　　企 画 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　総 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 

　　　危機管理課長　　楠　目　健　一　君 

　　　市 民 課 長　　立　田　ゆ　か　君 

　　　税務課長補佐　　田　村　泰　生　君 

　　　保健介護課長　　児　島　厚　臣　君 

　　　環 境 課 長　　佐　藤　恵　介　君 

 　　　副 市 長 兼 

　　　税務課長事務取扱
安　澤　伸　一　君

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
滝　本　　　節　君
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　　　人権推進課長　　杉　本　裕二郎　君 

　　　産業振興課長　　黒　田　　　厚　君 

　　　商工観光課長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　土 木 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　都市建設課長　　岩　本　克　記　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　敏　郎　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　立　田　壽　行　君 

　　　千 寿 園 長　　山　岡　敏　樹　君 

 

 　　　教 育 委 員 会 

　　　委 員 長
増　田　全　英　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
沢　田　清　隆　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

桑　原　　　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
金　増　信　幸　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君

 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
嵐　　　　　健　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開会 

○議長（今城誠司君）　これより平成２５年第

４回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において宮本有二君及び濵田陸紀

君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（寺田公一君）　議会運営委

員長。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

１１月２９日、議会運営委員会を開きまして、

今期定例会に提案予定の案件等を勘案の上、慎

重に審査した結果、本日から１２月１９日まで

の１７日間とすることに、全会一致をもって決

定いたしました。 

　以上、報告をいたします。 

○議長（今城誠司君）　お諮りいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から１２月１９日までの１７日間といたし

たいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　御異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から１２

月１９日までの１７日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　本日までに、陳情１件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付してあります「陳情文

書表」のとおり、所管の常任委員会に付託いた

します。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を本日午後５時と定めますので、

質問者は期間内にその要旨を文書で通告してく

ださい。 

　なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより了承願い

ます。 

　以上で、諸般の報告を終わります。 

　日程第３「平成２４年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

て」を議題といたします。 

　本決算は、平成２５年第３回定例会において、

予算決算常任委員会に付託し、閉会中の継続審

査となっておりますので、この際、委員長の報

告を求めます。 

　予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（浅木　敏君）　皆さん、

おはようございます。予算決算常任委員長。 

　予算決算常任委員会の審査の結果について、

御報告をいたします。 

　平成２５年第３回宿毛市議会定例会において、

閉会中の継続審査として本委員会に付託されま

した平成２４年度一般会計及び各特別会計並び

に水道事業会計の審査を終了いたしましたので、

宿毛市議会会議規則第１０３条の規定に基づき、

御報告いたします。 

　まず、審査方針といたしましては、平成２４

年度各会計の決算審査については、監査委員か

ら提出された宿毛市一般会計・特別会計決算及

び基金運用状況審査意見書を参考としながら、

予算が議会議決に従って、適法かつ合理的、効

果的に執行されているか、また財政の健全化並

びに財産の適正管理に十分留意されているか、

しかも、期待された行政効果を上げ、いかに市

民福祉の向上に寄与したかという視点から審査

をするとともに、これからの予算審議に活用す
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るためのものといたしました。 

　次に、審査の結果につきましては、各会計に

おける予算は適法かつ合理的、効果的に執行さ

れており、平成２４年度一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計決算について、全会一致

で認定すべきものと決しました。 

　以下、委員会審査の中で指摘いたしました事

項のうちで、主なものについて御報告いたしま

す。 

　１、収入未済金の早期解消について。 

　平成２４年度においても、一般会計、各特別

会計、水道事業会計で、過年度を含めて、６億

１，８２５万８，０００円の収入未済金が生じ

ている。市税、国保税については、差し押さえ

の強化や特別徴収義務者の指定、幡多広域租税

債権管理機構への回収困難案件の税金徴収の移

管など、徴収率向上に向けた取り組みの効果も

あり、収納率の向上や、収入未済金の減少など、

一定の成果が見られる。 

　一方、厳しい経済状況を反映して、住宅新築

資金等貸付金、奨学資金貸付金、生活保護費返

納金などで、収入未済金が増加している。 

　収入未済金の増加は、財政運営に及ぼす影響

はもとより、税の公平負担の原則、並びに受益

者間の不均衡を招くなど、憂慮すべき問題であ

る。 

　滞納者の経済状況には、一定、配慮する必要

はあるが、今後も適切な納付指導や、各関係法

令、条例等に基づく厳正かつ適正な対処を実施

することにより、収入未済金の早期解決を図ら

れたい。 

　２、事務処理ミスの再発防止とリスク管理の

徹底について。 

　昨年度発生した幾つかの事務処理上のミスは、

市民に大きな不安を与え、市政に対する信用を

著しく損なうものであり、本委員会としても、

今後、このような事態が発生しないよう、厳重

に注意を促したところである。 

　執行部としても、昨年１０月には、各課

（所）において、事務処理チェック体制の点検、

確認を行うなどの対応策を講じたとのことであ

るが、本年度においても、水道料の徴収に係る

事務処理ミスが発生し、市民に混乱を招いた。 

　今回の事務処理ミスの原因は、単純な事務手

続上の手違いから生じており、日常業務の見直

しにより、未然に防止できるものであった。 

　今後とも、慣例的な日常業務に流されること

なく、担当業務についての徹底的な見直しと、

マニュアル化を行う中で、適切で効率的な事務

処理に努められたい。 

　また、今回の事例は、市民や議会に対する速

やかな情報開示が行われたため、混乱を最小限

にとどめることができたと思われる。 

　ミスを犯さないよう取り組むことが大前提で

はあるが、どうしてもミスが発生した場合に備

え、今後とも組織としてのリスク管理を徹底す

るよう求めたい。 

　３、各種補助金の利用促進と事業効果の検証

について。 

　本市においては、市民生活の向上に資するた

め、さまざまな補助事業を設けているが、十分

に活用されていない事例が見られる。 

　例えば、宿毛市ブロック塀等対策推進補助金

については、補助金を活用しても一定の自己負

担が伴うため、期待したほどの利用実績が上が

っていないのが実情である。 

　しかしながら、地震発生時に倒壊の恐れのあ

るブロック塀が、そのままの状態で放置される

ことは、防災対策上、極めて危険である。 

　事案によっては、市から直接、所有者に対し

て補助金の利用を促すなど、利用促進に向けた

積極的な取り組みを求めたい。 

　また、補助事業の効果についての検証が、不

十分な事例も見られる。例えば、生ごみ処理機
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購入費等補助金については、処理機購入による

ごみ減量の効果が検証されていないとのことで

あるが、本事業は、処理機普及に向けてのモデ

ル事業として実施している以上、アンケートや

追跡調査の実施等による成果の検証を行うこと

は必至である。 

　よって、今後の事業推進に資するよう、事業

効果の検証をしっかりと行うよう求めたい。 

　４、入札制度の公平性・透明性の確保につい

て。 

　地方自治体の入札については、本来、一般競

争入札で行うのが原則であるが、本市の入札制

度は、依然として指名競争入札での運用が大半

を占め、総合評価型入札も、要綱が策定された

のみで、実施された形跡はない。 

　本市の公共事業における落札率は、平成２３

年度で９７．３％、平成２４年度で９５．７％

と、県内において最も高い数値で推移している

が、このような状態が継続していることは、極

めて異例である。 

　ついては、本市の入札の公平性・透明性を確

保し、より一層の競争の原理が働く制度とする

ため、以下のような取り組みを求めたい。 

　１、必要に応じて、「宿毛市契約規則」や

「建設工事の指名選定基準」を改正するほか、

建設工事及び委託業務における入札契約制度に

関する基本方針を新規に策定するなど、透明性

の確保に努められたい。 

　２、「入札適正化法及び施行令」において、

実施すべき事項と規定されているにもかかわら

ず、いまだ実施されていない項目については、

早急な改善を求めたい。 

　以上、本委員会の審査における指摘事項につ

きましては、今後の市政運営に反映し、さらな

る市民の福祉と暮らしの向上を図られますよう

切望いたしまして、委員長報告といたします。 

○議長（今城誠司君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより、平成２４年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

て、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、平成２４年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算認定につい

てを採決いたします。 

　本決算に対する委員長の報告は、認定すべき

であるとするものであります。 

　本決算は、委員長の報告のとおり認定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（今城誠司君）　全員起立であります。 

　よって、「平成２４年度宿毛市一般会計及び

各特別会計並びに水道事業会計決算」は、委員

長報告のとおり認定することに決しました。 

　日程第４「議案第１号から議案第２１号ま

で」の２１議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（沖本年男君）　おはようございます。 

　本日は、平成２５年第４回宿毛市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様方には

年末を控え、大変御多忙中のところを御参集い

ただきまして、厚くお礼申し上げます。 

　また、ただいまは、平成２４年度一般会計及

び各特別会計並びに水道事業会計の決算を御認
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定いただき、まことにありがとうございます。 

　審査報告書の指摘はもとよりでございますが、

審査の過程におきまして、御指摘をいただきま

した点につきましては、今後さらに検討を重ね、

これからの市政運営に反映させてまいりたいと

考えております。 

　それでは、御提案申し上げた議案につきまし

て、提案理由の説明をいたします。 

　議案第１号は、平成２５年度宿毛市一般会計

補正予算です。総額で７億９，９８７万７，０

００円を増額しようとするものです。 

　歳入で増額する主なものは、国庫支出金２億

２，４２３万２，０００円、県支出金１億２，

４０９万５，０００円、繰入金９，６１６万１，

０００円、市債３億３，７６０万円となってお

ります。 

　一方、歳出で増額する主なものを申し上げま

すと、総務費の国の経済対策による「地域の元

気づくり基金積立金」１億２，０００万円、民

生費の、障害者サービス対象者等の増加に伴う

障害者福祉に関係する扶助費１億１，３４４万

４，０００円、私立保育園の園児が当初見込み

より増加したこと等による私立保育園運営委託

料３，６４０万５，０００円、市立保育園の窓

ガラス飛散防止フイルム張りつけ工事４７８万

９，０００円、農林水産業費の木質バイオマス

に関係する木材破砕機などの供給施設装置の整

備や、重油ボイラーから木質ペレットに転換す

る施設整備のための補助金として、宿毛市木質

資源利用促進事業費補助金５，６０７万５，０

００円、消防費の幡多西部消防組合で、整備予

定の消防救急デジタル無線整備に係る分担金２

億９，８６８万９，０００円、教育費の宿毛小

学校校舎の耐震補強設計業務委託料３５０万円、

松田川小学校校舎の耐震２次診断業務委託料２

７０万円、平田小学校校舎の耐震補強工事費２，

８４６万６，０００円、陸上競技場のトラック

等の改修工事費５，７３６万２，０００円など

を計上しています。 

　続きまして、歳出の減額する主なものとしま

しては、民生費の、私立保育園運営委託料の増

額に伴う、私立保育園運営補助金１，３９４万

１，０００円、土木費の、都市再生整備事業費

で国庫補助対象経費の見直し等に伴う中央線無

電柱化整備工事費２，２５０万円、教育費の学

校建設費で、宿毛小学校用地・物件移転補償調

査委託料４５０万円などを減額しております。 

　繰越明許費につきましては、地方道整備事業

費が、本年度に予定していた事業が終了しない

見込みとなったため、国に対し翌債の手続をす

る必要がありますので、６，１０４万２，００

０円を、平成２６年度に繰り越ししようとする

ものです。 

　債務負担行為補正につきましては、平成２６

年度支出予定の、宿毛市小筑紫町・平田町・山

奈町地域一般廃棄物収集運搬業務委託料ほか３

事業の契約等の作業を、平成２５年度中に実施

する必要がありますので計上するものです。 

　議案第２号から議案第９号までは、平成２５

年度の各特別会計の補正予算です。総額で、５，

６０３万４，０００円を増額しようとするもの

です。 

　主な内容は、職員共済費の率の変更による増

額や、修繕費等の管理的な支出に伴う予算の計

上となっています。 

　このうち、議案第８号の介護保険事業特別会

計補正予算につきましては、保険給付費が不足

する見込みとなりましたので、保険給付費とし

て３，０７０万円を計上しています。 

　議案第１０号は、平成２５年度宿毛市水道事

業会計補正予算です。 

　収益的支出で３３６万２，０００円、資本的

支出で２，０００円の増額となっています。 

　内容につきましては、各特別会計と同じく、
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職員共済費の率の変更による増額等の管理的な

支出に伴う予算の計上となっております。 

　議案第１１号は、宿毛市地域の元気づくり基

金条例の制定についてでございます。 

　内容につきましては、国から交付される地域

の元気臨時交付金の対象となる事業の円滑な実

施に資するため、本条例により基金を設置しよ

うとするものです。 

　議案第１２号は、消費税率及び地方消費税率

の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてでございます。 

　内容につきましては、来年４月１日より消費

税率が８パーセントに変更されることに伴い、

宿毛市沖の島開発総合センター等の使用料など、

消費税改正に伴い、改正の必要な２５条例につ

いて必要な改正を行おうとするものです。 

　議案第１３号は、公益法人等への職員の派遣

等に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

　内容につきましては、宿毛市清掃公社が公益

財団法人へ移行したことに伴い、本条例の一部

を改正しようとするものです。 

　議案第１４号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

　内容につきましては、地方税法施行令の一部

を改正する政令の公布等により、個人住民税の

年金特別徴収制度の見直しや、金融商品間の損

益通算範囲の拡充等により、金融所得課税の一

体化の拡充がなされたこと等に伴い、本条例の

一部を改正しようとするものです。 

　議案第１５号は、宿毛市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでございます。 

　内容につきましては、議案第１４号と同じく

地方税法施行令の一部を改正する政令の公布等

により、本条例の一部改正しようとするもので

す。 

　議案第１６号は、宿毛市立坂本図書館条例の

一部を改正する条例についてでございます。 

　内容につきましては、図書館法の改正等に伴

い、本条例の一部を改正しようとするものです。 

　議案第１７号は、宿毛市水道事業給水条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いてでございます。 

　内容につきましては、第３回定例会において、

水道料金を平成２６年４月１日より料金改正す

る旨の議決をいただいておりましたが、施行日

前から継続して水道を供給している場合におけ

る、平成２６年４月１日から４月３０日までの

間に確定する料金についての取り決めが明記さ

れておりませんでしたので、この場合において

は、従前のとおりとする旨の附則を追加しよう

とするものです。 

　議案第１８号から議案第２１号は、市道路線

の認定についてでございます。内容につきまし

ては、宿毛市小深浦の朝日ヶ丘団地線、宿毛市

山北の太郎駄場線、大城山線、大榎線の合計４

路線を、新たに市道として認定することについ

て、道路法第８条第２項の規定により、議会の

議決を求めるものです。 

　以上が、御提案申し上げました議案の内容で

す。 

　よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（今城誠司君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　お諮りいたします。 

　議事の都合により、１２月４日から１２月６

日まで休会いたしたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　御異議なしと認めます。 

　よって、１２月４日から１２月６日まで休会

することに決しました。 
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　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　１２月４日から１２月８日までの５日間休会

し、１２月９日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２９分　散会 
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陳　情　文　書　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成２５年第４回定例会 

 

　　　　上記のとおり付託いたします。 

　　　　　平成２５年１２月３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　今　城　誠　司 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第２０号
平成 

25.11.15

子ども・子育て支援新制度を

すべての幼い子どもの育ちを

支える制度とするための意見

書提出について

団　体 産業厚生
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１０月１５日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算常任委員長　浅　木　　　敏 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により、別添のとおり審査経過概要及び意見を添えて報告します。 

記 

 

　　【平成２５年第３回定例会提出分】 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第　２号

平成２４年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて
認　　定 適　当

 
議案第　３号

平成２４年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第　４号

平成２４年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳

出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第　５号

平成２４年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決

算認定について
認　　定 適　当

 
議案第　６号

平成２４年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳

入歳出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第　７号

平成２４年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出

決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第　８号

平成２４年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について
認　　定 適　当

 
議案第　９号

平成２４年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入

歳出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第１０号

平成２４年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入

歳出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第１１号

平成２４年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第１２号

平成２４年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第１３号

平成２４年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について
認　　定 適　当

 
議案第１４号 平成２４年度宿毛市水道事業会計決算認定について 認　　定 適　当
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平成２４年度　一般会計・各特別会計・水道事業会計 

決算認定議案審査に係る経過概要及び意見 

 

【審査の経過概要】 

 

１　審査方針 

　平成２４年度各会計の決算審査については、監査委員から提出された宿毛市一般会計・特別

会計決算及び基金運用状況審査意見書を参考としながら、予算が議会議決に従って適法かつ合

理的、効果的に執行されているか、また、財政の健全化並びに財産の適正管理に十分留意され

ているか、しかも期待された行政効果を上げ、いかに市民福祉の向上に寄与したかという視点

から審査をするとともに、これからの予算審議に活用するためのものとする。 

 

２　審査日程 

 

 

 種別 日　時 曜日 審　　　査　　　内　　　容
 

全体会
9.11 

PM1:30
水 ○審査日程・審査方法の決定　○資料要求

 
第１ 

分科会
10.１ 

AM10:00
火

○一般会計（議会事務局、総務課、危機管理課、税務課、選挙管 

　　　　　　理委員会、監査事務局、会計課、総務課｛非常備消 

　　　　　　防費、水防費｝、企画課）

 
第２ 

分科会
10.2 

AM10:00
水

○一般会計（農業委員会、人権推進課、保健介護課、環境課、福 

　　　　　　祉事務所、産業振興課、商工観光課、土木課、都市 

　　　　　　建設課）

 
第１ 

分科会
10.3 

AM10:00
木

○一般会計（教育委員会、市民課） 

○特別会計（国民健康保険事業、定期船事業、学校給食事業、後 

　　　　　　期高齢者医療）

 

第２ 

分科会
10.7 

AM10:00
月

○一般会計（水道課） 

○特別会計（へき地診療事業、特別養護老人ホーム、下水道事業、 

　　　　　　国民宿舎運営事業、幡多西部介護認定審査会、介護 

　　　　　　保険事業、土地区画整理事業） 

○水道事業会計

 
第１ 

分科会
10.8 

AM10:00
火 〇補足審査（総務課）

 
全体会

10.15 
AM10:00

火 〇意見調整

 
全体会 11.5 火 〇審査報告書の確認
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【審査意見】 

 

１　収入未済金の早期解消について 

　　平成２４年度においても、一般会計、各特別会計、水道事業会計で過年度を含めて６１８，

２５８千円の収入未済金が生じている。 

　　市税、国保税については、差し押さえの強化や、特別徴収義務者の指定、幡多広域租税債

権管理機構への回収困難案件の税金徴収の移管など、徴収率向上に向けた取り組み等の効果

もあり、収納率の向上や収入未済額の減少など一定の成果が見られる。 

　　一方、厳しい経済状況を反映して、住宅新築資金等貸付金、奨学資金貸付金、生活保護費

返納金などで収入未済金が増加している。 

　　収入未済金の増加は、財政運営に及ぼす影響はもとより、税の公平負担の原則ならびに受

益者間の不均衡を招くなど憂慮すべき問題である。 

　　滞納者の経済状況には一定、配慮する必要はあるが、今後も，適切な納付指導や、各関係

法令、条例等に基づく厳正かつ適正な対処を実施することにより、収入未済金の早期解消を

図られたい。 

 

２　事務処理ミスの再発防止とリスク管理の徹底について 

　　昨年度、発生した幾つかの事務処理上のミスは、市民に大きな不安を与え、市政に対する

信用を著しく損なうものであり、本委員会としても、今後このような事態が発生しないよう

厳重に注意を促したところである。 

　　執行部としても、昨年１０月には、各課（所）において、事務処理チェック体制の点検・

確認を行うなどの対応策を講じたとのことであるが、本年度においても、水道料の徴収にか

かる事務処理ミスが発生し、市民に混乱を招いた。 

　　今回の事務処理ミスの原因は、単純な事務手続き上の手違いから生じており、日常業務の

見直しにより、未然に防止できるものであった。 

　　今後とも、慣例的な日常業務に流されることなく、担当業務についての徹底的な見直しと

マニュアル化を行う中で、適切で効率的な事務処理に努められたい。 

　　また、今回の事例は、市民や議会に対する速やかな情報開示が行われたため、混乱を最小

限にとどめることができたと思われる。ミスを起こさないよう取り組むことが大前提ではあ

るが、どうしてもミスが発生した場合に備え、今後とも、組織としてのリスク管理を徹底す

るよう求めたい。 

 

３　各種補助金の利用促進と事業効果の検証について 

　　本市においては、市民生活の向上に資するため、様々な補助事業を設けているが、十分に

活用されていない事例が見られる。 

　　例えば、宿毛市ブロック塀等対策推進補助金については、補助金を活用しても、一定の自

己負担が伴うためか、期待したほどの利用実績が上がっていないのが実情である。しかしな
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がら、地震発生時に倒壊の恐れのあるブロック塀がそのままの状態で放置されることは防災

対策上、極めて危険である。事案によっては、市から直接、所有者に対して補助金の利用を

促すなど、利用促進に向けた積極的な取り組みを求めたい。 

　　また、補助事業の効果についての検証が不十分な事例も見られる。 

　　例えば、生ごみ処理機購入費等補助金については、処理機購入によるゴミ減量の効果が検

証されていないとのことであるが、本事業は処理機普及に向けてのモデル事業として実施し

ている以上、アンケートや追跡調査の実施等による成果の検証を行うことは必須である。よ

って、今後の事業推進に資するよう、事業効果の検証をしっかりと行うよう求めたい。 

 

４　入札制度の公平性・透明性の確保について 

　　地方自治体の入札については、本来、一般競争入札で行うのが原則であるが、本市の入札

制度は依然として指名競争入札での運用が大半を占め、総合評価型入札も要綱が策定された

のみで、実施された形跡はない。 

　　本市の公共工事における落札率は、平成２３年度で９７．３％、平成２４年度で９５．

７％と、県内において最も高い数値で推移しているが、このような状態が継続していること

は極めて異例である。 

　　ついては、本市の入札の公平性・透明性を確保し、より一層の競争原理が働く制度とする

ため、以下のような取組みを求めたい。 

 

１．必要に応じて、「宿毛市契約規則」や「建設工事の指名選定基準」を改正するほか、建設

工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針を新規に策定するなど、透明性

の確保に努められたい。 

２．「入札適正化法及び施行令」において実施すべき事項と規定されているにもかかわらず、

未だ実施されていない項目については、早急な改善を求めたい。 
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平成２５年 

第４回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１　議事日程 

　　　　第７日（平成２５年１２月９日　月曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　髙　倉　真　弓　君　　　　　２番　山　上　庄　一　君 

　　　３番　山　戸　　　寛　君　　　　　４番　今　城　誠　司　君 

　　　５番　岡　﨑　利　久　君　　　　　６番　野々下　昌　文　君 

　　　７番　松　浦　英　夫　君　　　　　８番　浅　木　　　敏　君 

　　　９番　中　平　富　宏　君　　　　１０番　浦　尻　和　伸　君 

　　１１番　寺　田　公　一　君　　　　１２番　宮　本　有　二　君 

　　１３番　濵　田　陸　紀　君　　　　１４番　西　郷　典　生　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次長兼調査係長　　松　本　政　代　君 

　　　議 事 係 長　　柏　木　景　太　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　沖　本　年　男　君 

　　　企 画 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　総 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 

　　　危機管理課長　　楠　目　健　一　君 

　　　市 民 課 長　　立　田　ゆ　か　君 

 　　　副 市 長 兼 

　　　税務課長事務取扱
安　澤　伸　一　君
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　　　税務課長補佐　　田　村　泰　生　君 

　　　保健介護課長　　児　島　厚　臣　君 

　　　環 境 課 長　　佐　藤　恵　介　君 

　　　人権推進課長　　杉　本　裕二郎　君 

　　　産業振興課長　　黒　田　　　厚　君 

　　　商工観光課長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　土 木 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　都市建設課長　　岩　本　克　記　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　敏　郎　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　立　田　壽　行　君 

　　　千 寿 園 長　　山　岡　敏　樹　君 

 

 

 

 

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
滝　本　　　節　君

 　　　教 育 委 員 会 

　　　委 員 長
増　田　全　英　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
沢　田　清　隆　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

桑　原　　　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
金　増　信　幸　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君

 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
嵐　　　　　健　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（今城誠司君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長より報告いたします。 

　今期定例会に提案されております議案第１２

号につきましては、内容に一部誤りがありまし

た。よって、市長より正誤表が提出されており

ますので、お手元に配付いたしました。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　１番髙倉真弓君。 

○１番（髙倉真弓君）　おはようございます。

１番、髙倉でございます。ただいまより一般質

問をいたします。 

　大きく２項目、３点についてお伺いをいたし

ます。 

　まず、１項目め、イベントの総括についての

１点目、ねんりんピックについて、お伺いいた

します。 

　ねんりんピックは、全国規模の大会というこ

とで、開催に当たり、数年前より準備に当たら

れました御関係の皆様、担当の職員さん、並び

に御協力いただきました多くの方々にお礼を申

し上げます。 

　私の所属する団体も一緒に、１日目は会場に

ておもてなしにかかわっておりましたが、なか

なか全体を把握することができませんでした。

多くの市民の皆様に御報告をする意味を含めま

して、経過をお伺いいたします。 

　次に、２点目、産業祭についてお伺いいたし

ます。 

　初めての試みでございましたが、大成功であ

ったと存じます。 

　当初、姿が見えてまいりませんでしたので、

少なからず不安を覚えましたが、会場に参りま

したら、１０時過ぎにはほぼ満車状態。出店に

並ぶ長蛇の列を拝見いたしまして、市民の一人

として、大変にうれしく思い、また安心をいた

しました。 

　まだまだまとめに時間が必要かとも存じます

が、現状をお伺いいたします。 

　２項目め、道の駅についてお伺いいたします。 

　観光面における道の駅の重要性は、御承知い

ただけると存じます。 

　私は、足に不自由を抱える者の一人として、

また女性目線から伺います。 

　まず、身障者トイレには、介添えなしでは、

車椅子を利用してでは、なかなか大変というこ

とでございます。私自身を例に挙げて申します

と、ふつう、けがとか手術の後は、まず車椅子

です。それから、２本の松葉づえ、そして１本

の松葉づえ、普通のつえという状態に変わって

いきます。 

　どの段階でも危険を感じるということです。

あの坂道、でこぼこ、開設当時は、私も元気で

ございましたので不自由を感じておりませんで

したが、あれから何十年です。段差２センチさ

え不安を覚えるようになりました。大事が起き

てからでは間に合いません。 

　次に、子供さんたちに、魅力ある公園ではな

いこと。狭いことは承知しておりますが、子供

連れで、お孫さん連れで、どこかいいとこない

ですかと聞かれましても、なかなかお勧めでき

るような状態ではない。 

　次に、観光客に対しても魅力がないというこ

とです。お土産物さえ限られる今の状態です。 

　道の駅に来て、お客様から道の駅はどこです

かと尋ねられる現状であると、売店の方がおっ

しゃっておいでました。 

　私が参りました１２月の初め、午後、大変寒

く、まさにだるま夕日に最高の気象条件でした。 

　そのとき数えました状況は、駐車場には他県

のナンバーの車が１台、地元ナンバーは８台、
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お子さんの姿はなく、時間的に考慮しても、大

変に寂しい現状でした。 

　約２時間、普通車の出入りは数ありましたが、

観光バス、団体と見られる方の立ち寄りはござ

いませんでした。 

　売店の方に近況を尋ねましたところ、観光バ

スの立ち寄りは少なくなった、とおっしゃって

おりました。 

　ただ、その間、だるま夕日のお問い合わせの

お客様は、４組９名様ほどいらっしゃいました。

お見えになられた方にお話しましたら、わざわ

ざ夕日を見に来たとおっしゃいます高松や奈良

県の御夫婦、遍路で回っているよ、ネットで見

たから立ち寄ったという方々でした。 

　その２日後、咸陽島公園に参りました。カメ

ラマン１５名ほどの中には、シーズンにはいつ

も来ているよと言われる近隣の方や、宇和島か

ら、名古屋からと言われる方がいらっしゃいま

して、だるま夕日の魅力はあるものの、期間限

定、通過型観光です。 

　フォトコンテストに応募をお勧め申しました

が、このままでは宿毛市の宝は生かし切れませ

ん。本格的に立地条件、環境整備を踏まえ、観

光施設として、また産業育成全般の情報発信セ

ンターとしての機能を備えた、寄りたい施設へ

の転換が必要ではないかと考えます。 

　市長のお考えを賜ります。 

　１回目の質問を終わります。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　おはようございます。

１番、髙倉議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

　ねんりんピックは、高齢者のスポーツの祭典

として、１０月２６日から２９日までの４日間、

県内１６市町村及び１広域連合で２３種目が開

催され、宿毛市では剣道交流大会を行いました。 

　台風２７号の影響で、選手団が来県できない

など、大会開催そのものが危ぶまれておりまし

たけれども、大会期間中は晴天にも恵まれ、全

国から６８チーム、３９４名の選手、監督の

方々をお迎えし、競技役員、ボランティア等を

含めますと、約１，０００人の来場者となり、

盛大に開催することができました。 

　大会は、高知県剣道連盟を初め、地元の中学

生や高校生の皆さんにも、競技補助員として大

会運営のお手伝いをしていただきました。 

　また、会場内に併設したおもてなし会場では、

地元婦人会の皆さんに御協力いただき、豚汁や

ぜんざいなどを無料で提供し、選手、監督の

方々をおもてなしするとともに、物産展会場で

は、地元の特産品などを販売し、多くの方々に

お買い上げいただきました。 

　協力していただいた皆さんには、この場をお

かりいたしまして、心よりお礼を申し上げます。 

　さらに、２日目には、延光寺の参拝や、宿毛

湾をクルーズする観光ツアーを行いました。 

　本市といたしましては、今大会を、宿毛市を

全国へ発信する絶好の機会と捉え、来県された

全競技の選手、監督の方々、約１万人へ、宿毛

市観光パンフレットを配布するとともに、剣道

交流大会に、選手、監督として出場された方々

には、地元の特産品を初め、記念メダル、地元

小学生の応援メッセージなどを、記念品として

お渡しいたしました。 

　おかげさまで、大会参加者を対象に行ったア

ンケートでは、５段階評価で剣道交流大会は４．

２８点、係員及びボランティアの対応は４．５

３点と、非常に高い評価をいただくことができ

ました。 

　この大会により、宿毛市を全国に発信する機

会を同時に得られたことは、大きな成果であっ

たと考えております。 

　本市といたしましては、今回の経験を踏まえ、

今後もさまざまな形でスポーツ交流を図ってい
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きたい、このように考えております。 

　続いて、産業祭について、お答えをいたしま

す。 

　産業祭につきましては、市内外から約１万５，

０００人という、非常に多くの方に御来場いた

だき、盛大に開催することができました。出店

者や御来場いただきました皆様、また産業祭の

開催に当たり、御協力をいただきました皆様に

も、この場をおかりいたしまして、厚くお礼を

申し上げます。ありがとうございます。 

　現在、事務局において、産業祭終了後の事務

処理を行っている状況であり、実行委員会の開

催は決まっておりませんので、第１回目の精査

や、次回以降の検討につきましては、まだでき

ていない状況ではございますが、初めての開催

ということで、反省点も多くあろうかと思いま

す。 

　今後は、実績等の取りまとめができ次第、実

行委員会を開催し、反省点の洗い出しや、次回

開催の時期や方法の検討などを行っていくこと

になりますが、市民の方から、大変よかったと

いう大きな反響や、来年も続けて開催してほし

いとの声もいただいており、出店者の方からも、

また次も出たいという声もいただいております。 

　また、何よりも１次産業から３次産業までの

多くの方に御出店いただきましたので、御来場

いただきました皆様方に、本市の産業、企業活

動等を知っていただく絶好の機会となったので

はないかと思っております。 

　次回の開催につきましては、先ほども申し上

げましたように、実行委員会にて検討してまい

りますが、今回の反省点を踏まえ、地域の産業

振興に資する、また来場者の皆様に喜んでいた

だけるよう、よりよい産業祭にしてまいりたい

と考えております。 

　続いて道の駅についての質問でございます。 

　道の駅サニーサイドパークにつきましては、

平成３年に落成をし、その後、平成５年に道の

駅の制度が発足し、平成５年４月２２日に全国

の道の駅１０３カ所の一つとして登録され、本

市の観光振興に寄与してまいりました。 

　議員御承知のとおり、道の駅は山を切り崩し、

造成した傾斜地でございまして、公衆トイレが

駐車場より低い場所に設置されているために、

進入路が坂道となり、車椅子利用者及びつえを

使われる方には利用しづらい状況であることは、

御指摘のとおりであります。 

　また、建物や屋外ステージ、遊具等施設全体

を見渡してみましても、施設完成後２２年余り

経過し、かなり老朽化している状況であります。 

　本格的に手を入れていくべきではないかとの

御質問でございますが、施設の魅力向上、利用

者の利便性向上を図るためには、施設全体の抜

本的な対応が必要であり、多額の費用がかかり

ます。 

　市として、今後どうするか、真剣に検討して

まいりたい、このように考えております。 

　以上、１回目の質問にお答えいたします。 

○議長（今城誠司君）　１番髙倉真弓君。 

○１番（髙倉真弓君）　１番、再質問いたしま

す。 

　ねんりんピック、本当にお疲れさまでござい

ました。１２月５日の高知新聞に、ねんりんピ

ックの経済効果、９２億円、経済的波及効果は、

当初の試算を３億円ほど上回ったとございまし

た。 

　先ほどのことから、宿毛市を十分に御堪能い

ただいたことは、データが５点満点で、種目で

４．２８、ボランティアの方の点数が４．５３、

非常に高い点数をいただいておりますようです

ので、本当に失敗を許されないような状況の中

で、また今回は、先ほどおっしゃったように、

台風相手のことから、気をもんだことと存じま

す。 
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　反対に、それは大きな自信と、宿毛市の団結

という形で実を結んだことと受けとめておりま

す。心から感謝を申し上げて、この件は終わり

ます。 

　続いて、産業祭について。お答えいただいた

ように、大変うれしい結果であります。 

　Ｂ級グルメの集客効果の大きさに、改めて驚

くとともに、幡多地方を巻き込んでの開催の仕

方もよろしかった要因の一つでないかと思いま

す。 

　何より、市民が待ち望んでいた産業祭が成功

に終わりましたことは、市民に明るさを与える

ことができたと思います。 

　２４年３月の定例会で、宮本議員の質問にお

答えになられた中に、「産業祭を毎年１回やり

たい。検証しながら」と、市長はお答えになり

ました。それをただすつもりでしたが、既に楽

しんで、よりよいものをやりたいというふうに

お答えいただきましたので、確認いたします。 

　市長、来年も市民は期待してよろしいですね。

後ほど御返答をお願いいたします。 

　次に、道の駅に関しまして、道の駅の経過、

現状は理解いたします。ですが、仮にも道の駅

という名前をいただいておりますので、一朝一

夕に問題が解決しないからこそ、しっかりと早

目早目の長期計画は必要であろうと思います。 

　観光関連問題で例を挙げますと、今期定例会

開会日にありました御報告の中に、野球の春季

キャンプの取りやめの件がありました。このま

ま推移いたしましたら、宿毛の経済、観光面に

多大な影響を落とすことは目に見えております。 

　確かな計画に基づかないために、市民から御

批判を受けている数々の施設もあります。産業

祭開催の件、道の駅の改革の件について、いま

一度、市長に御答弁を求めます。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　髙倉議員の再質問にお

答えいたします。 

　産業祭を次回も開催してはどうかという質問

をいただきました。先ほどのお答えの中にも答

えさせていただきましたけれども、今回の産業

祭は、確かに大きく成功はいたしましたけれど

も、大きく反省しなければいけないこともたく

さんあると思います。そして、次回からは、ま

た１回目とは違う形も、当然あると思いますの

で、常に検証をしながら、そしていつも市民の

皆さんに参加していただける、楽しい、そうい

う産業面と、そして市民の皆さんが集いながら、

元気な宿毛をつくっていく、そういうイベント

として、産業祭はぜひとも反省をしながら続け

ていく方向で検討したい、このように考えてお

ります。 

　続いて、道の駅の整備についてでございます。

髙倉議員最初の質問の中でも、障害者のために

も、あるいは子供のためにも、そして観光客、

そういう宿毛市を観光していく上においても、

道の駅というもの、もっと大きく改修すべきで

はないか、そういう指摘もいただきました。本

当にそのとおりだと思っております。 

　ただ、現在は、非常に防災上の対応について、

財政の計画を立てながら、破綻をしない、した

ら大変ですけれども、そういう方向で財政的な

検討もしておりますので、ただ、早目にこうい

うことも、先ほど御指摘もいただきましたけれ

ども、きちっとした計画を立ててやらなければ

いけないという御指摘もいただきました。 

　そういう点で、方向性としては、早くから検

討していくということは、私は必要ではないか

というふうに思っておりますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１番髙倉真弓君。 

○１番（髙倉真弓君）　お答えありがとうござ

います。産業祭、期待します。 

　成功したといいましても、他県、他市町村の
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中には、既に１０回、２０回以上を超えている

ところがあります。市長、宿毛のことを考えま

す時には、今、あらゆる場面において、猶予な

らぬ事態であることを認識していただいている

と存じます。しっかりと検証していただき、市

内商工業者、地場産品の活性化、利益の上がる

産業祭、利益につながる産業祭、また魅力ある

道の駅の計画を期待いたしまして、質問を終わ

ります。 

　ありがとうございました。 

○議長（今城誠司君）　この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時２２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時３２分　再開 

○議長（今城誠司君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　７番、松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　皆さん、おはようござ

います。７番、松浦でございます。 

　質問に入ります前に、まず、宿毛市で初めて

開催をされます産業祭やねんりんピック、ＮＨ

Ｋのど自慢大会など、多種多様にわたる多くの

行事が、総合運動公園を中心にして開催をされ

ました。大変お忙しかったことと思いますが、

市長初め職員の皆さん方の献身的な努力と、関

係する多くの市民の御協力をいただく中で、無

事成功させることができました。 

　御尽力いただきました関係者の皆さんに、心

から厚く感謝を申し上げたいと存じます。 

　しかし、こうした中、国会では自民党、公明

党両党が民主主義を根底から揺るがし、戦前の

治安維持法にもまさるとも劣らない、驚くべき

悪法であり、審議をすればするほど疑念が浮か

び上がってくるような、欠陥だらけの特定秘密

保護法案を、数の力をもって強行採決をいたし

ました。 

　全国津々浦々から湧き上がる国民の知る権利

を奪うな、表現、言論の自由を守れ、国会はも

っともっと審議をすべきだとの国民の声に耳を

傾けようともせず、強行採決してまでの拙速な

制定は、将来にわたって、大きな禍根を残すこ

とになります。 

　そして、憲法の改正をもくろみ、集団的自衛

権の行使を可能としようとするなど、戦争ので

きる国にひたすら走り続ける安倍政権に対し、

強く抗議するものであります。 

　それでは、通告いたしております内容につい

て、ただいまより市長並びに教育長に対して、

一般質問を行います。 

　まず、初めはスポーツ振興策についてお伺い

をいたします。 

　スポーツの振興を図ることにより、まちの活

性化にもつながり、スポーツ人口の増加や、青

少年の健全育成にも寄与するものと思います。

経済的側面から考えても、交流人口の拡大にも

つながり、それに伴う経済的波及効果ははかり

知れないものがあります。 

　このように、まちづくりや産業振興策として

捉えることができますが、何よりもまちを活性

化させたい、宿毛を元気にしたいとの強い思い

から、私はこれまでも、本議会においてスポー

ツ振興の必要性について、提案を含めて質問を

してまいりました。 

　これらの質問に対し、市長並びに教育長の考

えは、スポーツを通じて人と人との交流が広が

り、すばらしい地域づくりに結びつくものと考

えており、スポーツの振興の重要性、そのこと

がもたらす効果等について、十分、認識してい

るとのことであり、私と全く同感であったと思

います。 

　行政として、スポーツの振興を図り、それを

もとにした地域の活性化、まちづくりを推進し

ていこうとするのであれば、何としても関係団
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体との調整や、企画力を備えた、しっかりとし

た専門の部署を庁内に設置し、組織を確立する

こと。あわせて、しっかりとしたビジョンのも

と、計画を作成し、それに基づき行動していく。

そして、施設の整備をして、今まで以上に充実

していくことが重要であります。 

　幸いにも、宿毛市には、県下に誇れるスポー

ツ施設であります宿毛市総合運動公園があるわ

けでございます。この宿毛市総合運動公園を、

名実ともにスポーツ施設としての総合運動公園

にしていくことであります。 

　運動公園の整備と、スポーツ推進課の設置に

よる相乗効果ははかり知れないものがあります。 

　そこで、宿毛市として、スポーツを通じて、

まちの活性化に積極的に取り組むべきであると

の強い思いから、再度、この問題について、質

問をいたします。 

　まず、マラソン大会の問題について、お伺い

いたします。 

　さきの議員協議会において、これまでの経過

並びに２６年度以降の取り組み方について御説

明をいただきました。そこで、市長としては、

スポーツ推進審議会からの答申を受けて、部内

で検討した結果、マラソン等、走る競技を実施

したいとのことでありました。これまでもマラ

ソンの継続の必要性について質問をした経過か

らも、このような決定に至ったことは大変評価

をするものであります。 

　これまでは、マラソン大会を開催するに当た

り、なぜ、どのような目的をもってマラソン大

会を開催するのか、明確な方針が示されない中

での開催であり、トップダウンで決定をして、

開催をしてきたのではないかと考えます。 

　市長として、市民に対し、マラソン大会を再

び開催しようとする理由や、マラソン大会の必

要性などについて、詳しく説明をし、協力を得

る取り組みが必要でないかと考えますが、市長

の所見をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　市長、７番、松浦議員

の質問にお答えをいたします。 

　まず、スポーツの振興についてでございます

けれども、花へんろマラソンにおきましては、

多くの市民、団体の皆様にも御協力をいただき

ましたが、新たに取り組むマラソン大会におい

ても、これまでにも御協力いただきました方々

に、御支援、御協力をいただくことはもちろん

のこと、マラソン大会を望む市民の皆さんが多

くいることがわかっておりますので、その方々

にも御協力をいただき、また花へんろマラソン

で御協力をいただけなかった市民や団体の皆様

にも、今後、十分説明を行い、御協力をいただ

けるように準備を進めていかなければならない、

このように思っているところでございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　そういう面で、説明責

任、十分あろうかと思います。そうした説明を

する中で、これまで以上の協力を、市民だけで

はなく、多方面にわたっての御協力をいただく

よう、努力をお願いをします。 

　次は、これまでの議会における、私に対す答

弁の中で、市職員などの業務の多忙問題や、ボ

ランティアの確保、開催時期の問題があり、マ

ラソン大会を継続して取り組むことに困難性が

あるとの理由から、中止に至ったとのことであ

ります。 

　今後、再び取り組むため、こうした問題を一

つ一つクリアしなければなりません。 

　マラソン大会を再開するとの強い方針を決め

た以上、こうした問題解決するために対応策を

検討しながら、強い決意で臨まれると思います

けれども、市長の決意をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　マラソン大会を再開す
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る決意についてという質問でございます。 

　ことし３月に、花へんろマラソン大会を終結

した後、ランナーや市民から、大会への高い評

価を受け、市民からは、存続と継続への強い要

望が出てまいりました。 

　このことを重く受けとめ、新たな競技を模索

する中で、マラソン大会の再開を含め、検討を

重ねてまいりました。 

　その中で、最終的にマラソン大会を再開させ

ていただく方針としましたが、再開に当たって

は、市民団体より、いろんな形でできる範囲を

広げて、支援をしながら、行政主導ではない、

市民総参加型のマラソン大会にしたいという、

ありがたい声もお寄せいただいております。 

　これまでも、行政だけではなく、多くの市民、

ボランティアの方々に御協力をいただいてまい

りましたが、次なる大会においては、これまで

の経験を生かし、市民挙げての大会として、つ

くり上げていきたいと考えております。 

　マラソン大会を通じて、宿毛市を全国にＰＲ

し、スポーツを通じての地域活性化につなげて

いきたいと考えておりますので、市民の皆様に

おかれましても、より一層の御理解と御協力を

いただけるようお願いしたい、このように思っ

ております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　マラソン大会を、今後、

継続して取り組んでいくためには、市役所や住

民力だけでは、これまでの経験からして限界が

あるというふうに思います。 

　先日、宿毛市出身の竹内明太郎氏が創業者で

あります小松製作所の髙橋専務さんから、「マ

ラソン大会の継続を願う市民の会」の代表者の

ところに、「ぜひマラソン大会を継続して取り

組んでいただきたい。そのためには、小松製作

所としても、スポンサーになるなど、協力を惜

しまない」との電話があったようであります。 

　そこで、民間企業や民間の協力体制をどう構

築するかが、マラソン大会の継続に向けた取り

組みとして、重要になってまいります。 

　多くの民間企業からの支援をいただけるよう

に、今後の取り組みでありますが、この点につ

いては、強く要望しておきたいと思います。 

　そこで、２６年度からマラソン大会を再開し

ようとするのであれば、当然、２６年度の当初

予算に必要経費を計上しなければなりません。 

　御案内のとおり、もう既に各課においては、

２６年度の予算編成作業を行っておりますので、

その作業は急がなければなりません。このこと

について、市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　来年度予算への計上に

ついての質問でございます。 

　できる限り、来年度予算の当初予算に計上し

たいと考えておりますけれども、検討会で協議

を重ね、開催時期や新たな実行委員会の組織化

に向けての取り組みなど、準備を進めていく中

で、予算計上について、検討してまいりたい、

このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　できるだけ、２６年度

の当初予算に計上したいという答弁でありまし

たけれども、開催日時の設定の問題等もあろう

かと思いますけれども、もし２６年度当初予算

に計上されない場合、最低でも、何月の補正予

算であれば十分間に合う、これも開催時期の問

題も、最初に言いましたようにありますけれど

も、最低でも６月ごろの補正も考えられるかな

と思いますけれども、そこらあたりについて、

もう一度答弁をお願いします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 
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　その辺のことにつきましても、これからのさ

まざまな形の中で、検討していく中で、予算計

上についても考えていきたい、このように思っ

ております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　次は、宿毛市総合運動

公園の施設の整備について、お伺いをいたしま

す。 

　現在の宿毛市総合運動公園を、その名にふさ

わしい総合運動公園にしていくためには、多く

の競技が、この公園を中心として開催すること

ができるように、施設の整備を図り、さらに充

実した施設とすべきじゃないかと考えます。 

　宿毛市総合運動公園は高台にあります。防災

面を考えても、立地条件は最高の場所にありま

す。施設を整備・充実することによって、今ま

で以上に競技数もふえてまいりますし、結果的

に市外からの交流人口が増加してくるものであ

ります。 

　そのことは、市外から外貨を稼ぐことになり、

まさに地産外商につながり、まちの活性化に貢

献するものと考えます。 

　私が聞くところによりますと、愛媛大学のサ

ッカー部では、施設の整備ができ、充実さえす

れば、温暖な気候でもあり、スポーツをするの

に非常に環境がよい、宿毛でのキャンプを行い

たいとの構想があるようであります。 

　規模的には、約２００名くらいが見込まれる

そうであります。そこで、名実ともに、総合運

動公園となるように、施設の整備を図り、充実

していく必要があるのではないかと考えますが、

そのような計画はないのか。あるとすれば、ど

のような計画をお持ちなのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　総合運動公園の施設整

備について、お答えをいたします。 

　議員の言われるように、近年、児童・生徒を

初め、老若男女、市民の皆様のスポーツに関す

る需要は大幅にふえてきており、健康面からも、

大変有意義に感じているところでございます。 

　あわせて、各種競技における、規模の大きな

大会の開催は、地域経済への波及効果は大変大

きなものと認識をしております。 

　また、スポーツを通じた交流人口の拡大や、

市民の皆様の健康増進にもつながり、私として

も、スポーツ振興による地域の活性化、ひいて

は宿毛市全体の活性化につながっていくものと

考えております。 

　大学等のキャンプ誘致に際し、施設の整備が

でき、充実されれば、あるいはまた、今後の整

備計画はないのかとのことでございますけれど

も、現在、国の指針に沿った長寿命化計画の策

定を行っており、年度末の計画策定後、計画的

な予算計上による維持修繕、老朽施設の更新、

陸上競技場トラック部のウレタン舗装改修、一

部敷地の拡張や多目的グラウンドの整備等、市

民のニーズに沿った具体的な施設の拡充に向け、

５カ年計画の補助事業導入により、順次、施設

の改善を図ってまいります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　今、市長のほうから、

計画の内容、一部であろうかというふうに思い

ますけれども、答弁がございました。ぜひ、先

ほどの髙倉さんの問いにもありましたように、

計画をもって、順次、進めていただきたいとい

うふうに思います。 

　次は、スポーツ推進計画の策定について、教

育長にお伺いいたします。 

　高知県は、国のスポーツ基本法の制定を受け、

本年度、高知県スポーツ推進計画を策定いたし

ました。この計画においては、スポーツを通じ
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て、健やかで心豊かに、支えながら、生き生き

と暮らすことのできる社会を、これからの高知

県の目指す姿として、それを実現するために、

子供の体力の向上、競技力の総合的な向上、生

涯スポーツの推進を三つの柱として、それぞれ

の取り組み目標を定めております。 

　その際、スポーツを実際にする人たちではな

く、トップレベルの競技大会やプロスポーツの

観戦等、スポーツを見る人、そして指導者やス

ポーツボランティアといった支える人にも着目

し、県民が生涯にわたってスポーツに楽しむこ

とができる環境を整えようとしております。 

　宿毛市において、このようなスポーツ推進計

画は策定されているのかどうか、まずお伺いい

たします。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　松浦議員の御質問に

お答えをいたします。 

　スポーツ推進計画につきましては、現在、独

自の計画は策定されてはおりませんが、宿毛市

振興計画の中で、市民がスポーツを楽しみ、い

つでも、どこでも、誰でも、気軽に参加できる

ように取り組みを進め、また、各種大会を定期

的に開催、拡充する、そのようなことも、スポ

ーツのキャンプ誘致にも取り組んでいくなどの、

スポーツの推進に関しての基本方針を示してお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　今、教育長の答弁され

た部分、この部分の中だろうかというふうに思

いますけれども、計画では８項目にわたって、

るる書いておりますけれども、これを、具体的

に、こういう位置。 

　例えば、１番の宿毛市総合運動公園を核とし

た生涯スポーツの振興を図るという方針、計画

でありますけれども、この問題を、こういう計

画を立てながら進めていくという、いわゆる振

興計画の方針の肉づけをしていく、一つ一つ。

それが、一つは計画になろうかというふうに思

いますので、そこらあたりについて、答弁をお

願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　宿毛市スポーツ推進計画につきましては、国

において、平成２４年３月に策定をされました

スポーツ基本計画や、間もなく各市町村にも配

付予定の高知県スポーツ推進計画を踏まえまし

て、宿毛市、学校、それからスポーツ団体等、

スポーツに携わる皆さんが一体となって、スポ

ーツの推進に連携して取り組めるよう、本市の

実情に合わせて、策定の有無も含め、検討を行

っていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　教育長から、策定の有

無を含めてという答弁でありましたけれども、

ぜひ、こういう計画を立てるということで、取

り組んでいただきたいと強く要望しておきます。 

　次は、スポーツ推進課の設置について、お伺

いいたします。 

　私自身、スポーツ振興課の設置について、こ

れまでもその必要性について、何回か提案をし

てきた経過があります。先ほども申し上げまし

たように、花へんろマラソンの継続を願う市民

の会の皆さんからも、強い要望がされておりま

す。 

　また、スポーツ関係者からも、専門の部署の

設置については、強く期待をし、望んでおると

ころでございます。 

　これまで質問してきました宿毛市総合運動公

園の施設の整備、スポーツ推進計画の策定、マ

ラソン大会を継続して取り組む、こうした上で

も、またスポーツを基軸とした地域づくり等、
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他の市町村と違う特色のあるまちづくりを推進

していく攻めの行政を推進するためにも、今こ

そ独立した部署であるスポーツ推進課を設置す

べきときではないかと考えますけれども、市長

の所見をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　松浦議員のスポーツ振

興課の設置について、お答えいたします。 

　議員からは、何度もこの質問をいただいてお

りますけれども、地域スポーツの振興の取り組

みとして、生涯学習課、市民体育係を中心に取

り組んでまいりましたけれども、平成１８年度

からスポーツ関係の事業の充実を図るため、体

育事業係を新設させ、人員も増員し、取り組み

を進めておりました。 

　しかしながら、行政改革により、現在は体育

事業係を新設するまでと同じ人数の専任職員の

配置としております。 

　私といたしましても、これまで整備を進めて

きましたスポーツ施設を十分に活用し、市民の

皆さんのスポーツの振興と、生涯健康で御活躍

していただくためにも、生涯スポーツの推進は

必要であろうと考えております。 

　また、地域の活性化の一つの方策として、ス

ポーツ大会やキャンプ誘致などに、積極的に取

り組むことにより、交流人口の拡大をさせるこ

とは、大変有益な取り組みであると考えていま

す。 

　これらのスポーツを活用した交流人口の拡大

等の取り組みを進める上でも、議員から御提案

をいただいたような、専属の課を設けることも、

一つの方法ではあると考えてはおりますが、現

状を考えた場合、新たに課を設置することは困

難であると考えております。 

　しかしながら、ぜひ教育委員会と連携をしな

がら、現在のスポーツ関係を担当している部署

の体制を強化するよう、例えば室などの設置に

っいて、考えていきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　３度目の正直いいます

か、３度目の質問で、ようやく室のとこまでき

ました。そういう面で、来年の３月の異動発表

を楽しみにしておきます。 

　今、市長、行政改革という部分も触れられた

んですけれども、私としては、この行政改革を

推進していく必要性については、何ら異議を申

すところはございません。しかし、ただ、この

行政改革の名をかりた職員数を減らすことだけ

が、行政改革ではないというふうに思います。

宿毛市の将来を展望しながら、宿毛市を発展さ

せるためにも、攻めの行政をしていくことが重

要であります。市民サービスの向上に寄与する

と思われる部署については、それなりの必要な

職員を配置していくことが、本当の意味での行

政改革ではないかと考えますし、このことにつ

いては、市民の協力も得られるという思いがい

たしますので、ぜひとも、まずワンステップと

して、そういう方向で取り組んでいただきたい

というふうに思います。 

　スポーツの振興についての質問はこれで終わ

りますけれども、さきの議員協議会において、

これまで、毎年春に、宿毛でキャンプを行って

いた日本生命野球部や、関西学院大学野球部が、

来年からのキャンプを中止するとの報告がござ

いました。 

　本年度から、宿毛市で２００泊以上の宿泊が

ある団体を支援することを目的にした補助制度

もできたばかりであり、非常に残念でなりませ

ん。 

　そこで、スポーツによる交流人口をふやし、

多くの団体に、宿毛での合宿を推進していくた

めにも、補助制度における補助金の額の問題や、

助成の条件を緩和していくことも、真剣に考え
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ていく必要があるのではないかと思いますので、

そのことについては提案をして、この問題につ

いての質問を終わります。 

　次は、沖の島地区のし尿処理対策について、

お伺いいたします。 

　私は、これまでも、本議会において沖の島地

区の抱える諸問題について、その改善を求めて

幾度か、一般質問を通じて訴えてまいりました

し、努力も行ってまいりました。 

　沖の島地区は、高知県唯一の有人の離島であ

ります。離島であるがゆえに、福祉や医療を初

め、インフラの整備が非常におくれております。

島民が島で生活する上で、多くの課題を抱えて

おるのが実態であります。 

　現在の沖の島のこうした実情については、市

長も十分、承知のことと思いますので、多くは

申しませんが、高知県の中でも最も少子高齢化

が進んでいる地区であり、実際に島で生活され

ておる方は、沖の島と鵜来島合わせても約２０

０名ぐらいであり、その多くが高齢者でありま

す。 

　今回は、その一つであります沖の島地区にお

けるし尿処理対策について、質問したいと思い

ます。何とか離島におけるし尿処理問題を解決

していただきたいとの島民の声は、沖本市長に

も届き、宿毛市としても、やっと重い腰をあげ

てくれました。 

　現在の取り組みは、し尿処理問題を改善して

いく上で、１００％とは言えませんが、一つの

方法として、島民は大変喜んでおり、感謝をし

ております。 

　これまで、この問題を提起し、改善を訴えて

きたものとして、まさに一歩前に事業が進んだ

ことに対し、大変うれしく思っております。 

　この事業の実施に当たっては、何よりも市内

のし尿処理組合の皆さんの御協力があってのこ

とでありますが、島民もボランティアとして参

加する中で、昨年度３回、本年度４回と代船を

確保し、バキュームカーを運び、くみ取り処理

をされました。 

　こうした取り組みに替わる方法が考えられな

い現状を考えると、現在の処理方法を、これか

らも継続して取り組むことが求められますけれ

ども、市長の所見をお伺いいたします。 

　宿毛市として、沖の島地区のし尿処理問題を

解決するために、今後、どのような対策を講じ

ようと考えているのか、あわせてお伺いいたし

ます。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　地元からの長年の要望事項であります沖の島

地区し尿処理対策につきましては、これまでの

検討結果を踏まえ、平成２４年度を初年度とし

て、台船借り上げによるし尿の運搬を開始しま

した。 

　質問議員もおっしゃられましたけれども、２

４年、２５年度実施の合計７回の実施で、当初、

要望世帯はほぼ収集することができましたので、

この結果を踏まえ、今後も島内の需要を把握し

つつ、継続して実施してまいります。 

　将来的な対策につきましては、島内において、

今後一層、進むであろう高齢化や人口減少、空

き家等への対応等、対策を講じるには、課題は

多いとは思いますが、これまでと同様、沖の島

開発促進協議会や、地区長、衛生業組合等の関

係機関との連携を深め、よりよい方策を検討し

てまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　ありがとうございます。 

　新たな方策は考えられない現時点では、これ

からも、今までの取り組みについて、継続して

いく。そしてまた、そのためには、関係者との

協議といいますか、連携をとっていくという答
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弁でございました。 

　　この庁内の机の上ではわからない、いろん

な部分も、問題点もありますので、ぜひそうし

た皆さんとの意見交換をしながら、継続して取

り組んでいただきたい。よろしくお願いします。 

　次は、防災対策についてであります。 

　近いうちに必ず発生するであろう南海トラフ

の巨大地震に対し、危機管理課を中心に、宿毛

市における防災対策を推進していることは、十

分承知をいたしております。 

　そこで、まず初めは、離島の防災対策につい

てお伺いいたします。 

　離島の防災対策を考えた場合に、どうしても

平成１７年３月２０日に発生しました福岡西方

沖地震が思い出されます。地震が発生をした福

岡市沖の玄界島では、住民のほぼ全員が島から

避難をした。島には壊れた家々が残されたと言

われております。 

　南海トラフの大震災が発生した場合には、沖

の島港の損壊等により、島が完全に孤立状態に

なることも予想されます。 

　また、沖の島のほとんどの家屋は急傾斜面に

建てられており、がけ崩れの発生による家屋の

損壊も予想されますし、ほとんどの道路は、狭

い石段でありますので、高齢化が進んでいるこ

とを考えますと、避難についても、大変不自由

をするものであります。 

　また、島内の各集落を結ぶ道は一つしかなく、

道路の損壊により、集落が孤立することも予想

されます。 

　このような立地条件を考えますと、本土では

考えられない状況が発生するのではないかと、

大変危惧をいたしております。 

　沖の島の場合には、津波の被害というよりも、

地震による被害のほうがはるかに大きいものが

あるのではないでしょうか。このように、本土

と沖の島では、全く条件が異なりますので、防

災対策や避難計画の作成に当たっては、離島の

条件に沿う形での計画作成でなければなりませ

ん。 

　そこで、離島における防災対策や、避難計画

について、どのように考えて取り組もうとして

おるのか、市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　離島の防災対策についての質問でございます。 

　離島の沖の島と鵜来島につきましては、地形

的にすぐ近くが高台という形になっております

ので、津波からの避難に限定した場合には、他

の地域と比較して、避難時間が少なくて済むの

ではないかと考えております。 

　しかしながら、議員御指摘のように、地震に

よる家屋の倒壊や、それに伴う避難路の閉塞、

各集落を結ぶ道路の寸断など、津波よりも地震

の被害という点で、さまざまな課題が懸念され

るところでございます。 

　こうした中、離島の防災対策としまして、平

成２４年度に母島、鵜来島の両地区へ衛星携帯

電話を整備しました。さらに今年度は弘瀬地区

へ防災行政無線を１基増設する予定で、設置場

所について、地区長と協議も進めているところ

でございます。 

　また、沖の島につきましては、ヘリポートが

ございますので、発災時には緊急物資の輸送や、

救急患者の搬送を初め、自衛隊による救助活動

等に最大限活用してまいりたいと考えておりま

す。 

　さらに、来年度以降、沖の島、鵜来島を含む

市内全域で、２次避難場所である避難所等にお

きまして、食料備蓄を計画的に実施してまいり

たいと考えております。 

　なお、離島に限らず、市民の皆様には、いざ

というときのため、各御家庭におきましても、

ぜひ水、食料などの備蓄をしておいていただき
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たいと思います。 

　避難計画につきましては、現在、地域の津波

避難計画を、母島、弘瀬、鵜来島地区を含む沿

岸部の地区で作成してもらっているところでご

ざいます。今後、地区住民とともに、学習会や

避難訓練を通じて、実効性のある計画となるよ

う、努めてまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　今、答弁の中で、２次

避難所への備蓄の問題とかいうお話がございま

した。御案内のとおり、この宿毛のまちと対比

してみても、食料品の販売所が非常に、本当に

わずか、少ない状況。そういう面で、備蓄の食

料品、水、そういった面での備蓄の必要性が十

分あるわけでございます。 

　そこらあたり、また計画を立てるに当たって

も、現地の声を十分聞く中で、実効性のある、

今、市長も言いましたけれども、実効性のある

計画をして、また訓練をしていただきたいとい

うふうに思います。 

　次は、防災協定について、２点ほどお伺いを

いたします。 

　この問題については、これまでも議会の中で

中平議員が議論をした経過がありますし、議会

答弁の中においても、遠隔地の市町村との応援

協定を締結できるかどうか、検討したいとの答

弁でありました。 

　それを受けての取り組みによります、県外の

自治体との間の協定状況は、昨年の５月１５日

には、篠山という山が縁で、兵庫県篠山市と災

害応急対策活動の相互応援に関する協定が締結

をされ、本年８月２２日には、北方様が縁で、

岐阜県北方町と防災面の相互応援を盛り込んだ

友好協定が締結されたことは御案内のとおりで

あります。 

　そこで、先ほど、マラソンのところで質問し

ましたけれども、小松製作所がある石川県の小

松市は、宿毛市と非常につながりの強い市であ

ります。そこで、石川県の小松市と防災面での

相互応援を盛り込んだ、友好協定の締結に向け

て取り組む用意はないのか。このような協定を

結ぶことによって、今まで以上に小松市との交

流が進むものと考えます。 

　あわせて、災害の復旧活動を行う上で、何と

いっても大型の重機類が威力を発揮することに

なります。 

　そこで、世界に誇る重機メーカーであります

小松製作所と災害協力協定を結び、力強い協力

をいただくことにより、一日でも早く復旧活動

に貢献できる、そうした備えをしていくことも

大事ではないかと考えます。 

　しかし、いずれの問題についても、相手があ

ることでありますけれども、市長としての所見

をお伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　石川県小松市との協定についてという質問で

ございます。 

　小松市につきましては、宿毛が輩出した竹内

明太郎のつながりで、過去に市議会を初め、市、

商工会議所、梓会の三者が訪問するなど、市ぐ

るみで友好関係を築いてきたところでございま

す。 

　また、株式会社小松製作所につきましても、

日ごろよりおつき合いをさせていただいており

ますので、友好協定が締結できれば、大変あり

がたいことと思っております。 

　なお、来年の１月１０日には、私が市長とな

って初めて小松市長を表敬訪問する予定にして

おり、今後、友好も深めていきたい、このよう

に考えております。 

　ただ、協定の締結につきましては、松浦議員

のおっしゃるように、相手があることですので、
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先方の意向を確認しながら、取り組みを検討し

てまいりたい、このように現段階では考えてお

ります。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　他の自治体との防災協

定の問題について、私も触れましたように、相

手のあることですので。 

　ですけれども、そうした深い結びつきのある、

縁のあるところでございます。また、時期的に

も南海トラフ地震、震災から予想される地域か

ら、かなり離れておるというような部分もあり

ますので、１月１０日ですか、市長訪問すると

いうことですけれども、そこらあたりの下話も

含めて、お話をしてきていただきたいというふ

うに思います。 

　ここに宿毛市が締結をしております兵庫県の

篠山市の防災協定の状況もあるわけですけれど

も、全国かなりのところの地区と締結をしたよ

うになっております。ぜひ、宿毛も一つ、二つ

といわず、今後に向けても、そういった条件の

あるところについては、締結をする中で、防災

対策に備えるという取り組みをしていただきた

いというふうに思います。 

　最後になりますけれども、次は沖の島渡船組

合の活用についてでございます。 

　さきに述べましたように、大地震が発生をし

た玄界島の状況は、申し上げました。 

　このように、島民が島外に避難をしなければ

ならない状況も想定しなければなりませんが、

そうした場合には、当然、自衛隊や海上保安部

の支援をいただけるものと思います。しかし、

物資の運搬については、先ほど、ヘリコプター

の活用もございましたけれども、島と海上保安

部の巡視船との間の物資等の輸送については、

島の海を知り尽くした小型の渡船の協力が不可

欠となってまいります。震災はいつ発生するか

わかりません。そこで、この問題について、現

状はどのような計画であるのか、その内容につ

いてお示しをいただきたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　沖の島渡船組合との協定等についてですけれ

ども、渡船組合の協力につきましては、現在、

高知県水難救済会へ、渡船業者の方々に入会し

ていただいており、さらに平成２１年には、高

知県水難救済会、そして高知海上保安部、高知

県の三者で、船舶による輸送等災害対応対策に

関する協定を締結しております。 

　こうした中、高知海上保安部では、本協定に

基づき、高知県水難救済会と連携をして、物資

輸送等の訓練も実施しているところでございま

す。 

　そのため、災害時には、渡船組合の御協力も

いただけるものと、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　７番松浦英夫君。 

○７番（松浦英夫君）　そうした協定が結ばれ

ておるという部分について、十分理解をしてお

りませんでしたので、質問させていただいたわ

けです。 

　そういう水難救済会ですか、海上保安部、高

知県とが、沖の島の渡船組合も加入した中で、

協定を結んでおるということでありましたので、

わかりました。 

　以上で、一般質問を終わりますけれども、い

ろいろと提案を申し上げながらの質問でござい

ます。的確な、前向きな答弁も数あったという

ふうに思います。ぜひ、提案をした部分につい

ては、今後の課題といいますか、そういう思い

を持って取り組んでいただければ幸いかと思い

ます。 

　一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 
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○議長（今城誠司君）　この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時２２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（今城誠司君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　こんにちは。６番、

野々下昌文でございます。昼下がり、おなかも

いっぱいになりまして、少し眠たくなる時間帯

でありますが、市長、どうかよろしくお願いい

たします。 

　　それでは、通告に従いまして、質問をいた

します。 

　私が質問いたしますのは、大きい項目で３点。

南海トラフ巨大地震について、２点目といたし

まして、異常気象に対する本市の防災対策につ

いて、３点目といたしまして、スポーツコミッ

ションの立ち上げについての３点でございます。 

　それでは、早速、質問に入ります。 

　津波浸水地域に対する今後の取り組みについ

てということで、今回、１１月１８日から２１

日にかけて、議会報告会の中でも、巨大地震対

策の高台移転については、市民から指摘を受け

た部分でもありますので、あえて質問を行いま

す。 

　今回、南海トラフ巨大地震に備え、地方自治

体の津波対策に対する財政支援を強化するため

の特別措置法というのが、１１月２２日に成立

をいたしました。 

　特別措置法では、まず南海トラフ巨大地震が

発生した際に、大きな津波被害が予想される東

海から九州地方にかけての太平洋沿岸部を、対

策の特別強化地域に指定し、そして、この地域

では、住宅とともに高台へ移転する学校や福祉

施設、それに病院などについて、用地の造成の

費用の４分の３を国が支援するとしております。 

　また、市町村が避難ルートなどの整備する計

画をまとめて、国がそれらの費用の一部を支援

するという内容でございますが、南海トラフ巨

大地震対策では、隣の黒潮町は３４メートルの

日本一の津波が来るということで、全職員に、

町内全域の担当を決め、全世帯、全戸の避難カ

ルテを作成をしたり、高台移転に対する住民説

明会も行われるなど、対策の進んだ地域もござ

います。 

　また、四万十市の中平市長は、この１２月議

会の行政報告の中で、南海トラフ地震対策特別

措置法に基づき、防災拠点基地の整備や、沿岸

部の重点施策を盛り込んだ緊急事業計画を作成

することを発表しております。 

　新聞を見てみますと、この１２月議会、県下

の多くの自治体で、特措法を絡めた対策や、取

り組みを発表しております。この特措法が成立

したことで、一段と津波浸水地域への対策の充

実が測れる内容となっているわけですが、改め

て、本市としてどのような取り組みを計画して

おられるのか、お伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　６番、野々下議員の御

質問にお答えをいたします。 

　津波の浸水地域に対する今後の取り組みの中

で、御質問の南海トラフ巨大地震対策特別措置

法、このことについての質問でございます。 

　この法の成立によりまして、既存事業におけ

る施設等整備の国庫補助率のかさ上げや、防災

集団移転促進事業の弾力的運用の措置などが図

られるようになりました。 

　まだ具体的な制度設計は示されておりません

が、今後の取り組みといたしましては、引き続

き、有利な事業を活用して、避難場所や避難路

の施設整備を行っていくとともに、高台への集

団移転につきましても、浸水予測地区の意向を
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調査しながら、検討してまいりたいと、このよ

うにまず考えているところでございます。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　いま、市長の言われ

ました特別措置法の中の新防災集団移転事業の

場合の、１０戸以上の住宅が移転することを条

件に、学校や特別施設等の用地造成施設費用の

４分の３を国が支援するとしている内容ですが、

新聞では集団移転の定義がよくわからない部分

があるので、教えていただきたいんですが。 

　移転先へ浸水地域のどこからでも、１０戸が

集まればいいのか。それとも、一つの集落から

１０戸以上が集まらなくてはいけないのか。ま

た、密集した集落の中には、行政区堺がある場

合、行政区を越えて移転が可能なのか、まずお

尋ねいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　集団移転につきましては、１０戸以上から可

能となっております。 

　また、一つの集落に限らず、複数の集落から

でも、１０戸集まれば移転が可能でございます。 

　そして、先ほど質問ありました行政区を越え

て移転が可能かということにつきましては、市

町村間の協議により、可能ということになって

おりまして、二つの市町村にまたがる集落の移

転の場合には、県が実施主体となり、事業計画

を策定することになります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　その場合、移転先は

市の指定したところになるのか、それとも浸水

区域外なら、どこでもいいのか、お尋ねをいた

します。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　移転先はどこでもいいのかということにつき

ましては、移転先は市が事業計画を定め、整備

する住宅団地となります。 

　そういう点と、もう一つ、そういう候補地の

場所ということにつきましては、特別措置法が

成立したばかりでございますので、現段階では、

決まっていない状況でありますが、先ほど申し

ましたように、今後、地域の意向調査をしなが

ら、取り組んでまいりたい、このように考えて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　市が定めた住宅地と

いうことですが、市として、候補地というのは

構えているのか、お伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　市としては、現段階で

は決まっていない状況ではありますけれども、

現在、高台整備をしようとしている、そういう

方向もございますので、さまざまな角度から、

検討対象になっていくのではないかというふう

に考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　本市では、高台移転

問題について、市民への周知というのは、まだ

行われていないと思いますが、今後、地域住民

への周知はどのような形で行っていくのか、伺

います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　高台への集団移転につきましては、現在、県

で一人当たりの費用の試算を行っておりますの

で、その試算額が示された後、その額などを参

考に、各浸水予測地区へ意向調査を行っていき

たい、このように現在のところ考えております。 

　以上でございます。 
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○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　続いて、保育園の高

台移転問題について、移転計画についてお尋ね

をいたします。 

　南海トラフ巨大地震対策特別措置法として、

このたび、県は保育所や幼稚園などの高台移転

に対する補助制度を創設をしております。 

　適用第１号に、土佐清水の３保育園を選んだ

と新聞発表しておりましたが、本市の旧田ノ浦

小学校跡の高台移転が決定している小筑紫保育

園も、補助対象となるということです。 

　県は、高台移転の中でも、保育所、幼稚園、

認定こども園に対する補助の制度化を最優先で

検討をしていくということで、計画が整ったと

ころから、直ちに補助をしていきたいと言われ

ておりますが、本市には咸陽保育園、また大島

保育園を初め、津波浸水地域へ、公立、私立合

わせて残り５園がございます。 

　以前、大島保育園の高台移転問題も、話も上

がっておりましたが、今後、本市として、どの

ような計画、取り組みを考えておられるのか、

お伺いをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　保育園の高台移転につ

いての質問にお答えをいたします。 

　議員がおっしゃるように、津波浸水域に建設

されている保育園は、旧田ノ浦小学校跡地へ移

転が決定しています小筑紫保育園を除くと、公

立保育所３園、二ノ宮、中央、咸陽、私立の保

育所２園、宿毛、大島の５園となります。 

　公設、民設関係なく、津波浸水域に立地する

保育所につきましては、保育園児の安全確保の

観点から、高台にあるほうが、津波等のリスク

から高い安全性が確保できるものと考えており

ます。 

　御指摘の今年度創設されました県の高台移転

に対する補助制度につきましては、補助基準額、

定員数によって定められておりますけれども、

この基準額の４分の３が補助率となっており、

実際の総事業費については、補助金の２倍から

３倍の経費が必要であり、建設費全額が補助対

象となるわけではありません。 

　現時点におきましては、さらなる財源の確保

や、用地の確保等、難しい諸課題を抱える中で、

模索している状況であります。 

　また、将来人口、児童数の減少することが予

想されることから、現状のままの保育所数の維

持は困難であることを考えますと。保育所の高

台移転につきましては、統廃合計画とあわせて、

慎重に検討していきたい、このように考えてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　尾崎知事は、全力で

支援するということでありますので、子供たち

の安全確保のために、一日も早く、残る全員が

高台移転できる取り組みをお願いをしておきた

いと思います。 

　続いて、地盤の沈降地域と安全対策について、

お尋ねをいたします。 

　本市は、南海トラフ巨大地震が起きれば、地

盤が２．４メートルほど沈降するという被害予

想が発表されております。 

　２．４メートル沈降することにより、浸水す

る地域、つまり長期浸水地域はどの地域になる

のか、伺います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　地盤沈降地域の把握と、安全対策についてと

いうところの中で、その長期浸水する地域はと

いうことでございますけれども、東は和田地区

から、西は藻津、南は栄喜、福良地区まで、津

波浸水予測のほとんどの地域で、長期浸水予測

が出されております。 
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　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　市長の話ですと、市

内のほとんどが長期浸水地域に当たるというこ

とですが、海岸近くの海抜が２．４メートル以

下の地域では、満潮時には沈降することにより、

津波避難計画で示された津波到達時間よりも、

早く海水が流入し、浸水する地域が出てくるの

ではないかと思うのですが、どのような対策を

考えておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　地盤の沈降に対しての今後の対策についてと

いう質問でございますけれども、今年度中に、

国、県、市で長期浸水対策検討委員会を立ち上

げ、来年度から止水、排水などの具体的対策の

検討を行ってまいります。 

　高知市では、既に長期浸水対策検討会による

対策を取りまとめており、本市におきましても、

高知市を参考に、平成２６年度末には、検討結

果の取りまとめを行う予定としております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　防災対策で最後の質

問になりますが、現在、広域の防災拠点、医療

搬送拠点として、芳奈の運動公園が指定をされ

ております。 

　ホームページでは、発災時の本市の防災拠点

基地というのは、対策本部というのは出てきま

せんが、どこに設置するのかお伺いをいたしま

す。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　南海トラフ巨大地震発生時における防災拠点

の設置についての質問でございますけれども、

１００年に１度の発生頻度で起こるとされてい

る、安政の南海地震クラスの場合には、宿毛消

防署に併設されております宿毛市防災センター

に設置する予定でございます。 

　また、１０００年に１度より低い発生頻度で

起こるとされている、最大クラスの地震の場合

には、宿毛市総合運動公園に設置する予定でご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　続いて、大きな２番

目の異常気象に対する本市の防災対策について、

お尋ねをいたします。 

　緊急時の避難勧告、災害メールなどの情報伝

達のあり方についてということですが、ことし

の夏は、ゲリラ豪雨、経験のない大雨、予測で

きない竜巻、そして大型台風と、まさに災害列

島という、そのものの夏だったように思います。 

　本市は、幸いにも大きな災害には至らなかっ

たわけですが、いつ大災害に遭っても不思議で

はない気象条件になってきているように思いま

す。 

　特に、伊豆大島での甚大な被害には、テレビ

を見ていても心が大変痛みました。 

　きょうは、大島町の災害をもとに質問をさせ

ていただきます。 

　大島町の災害では、地域防災計画がありなが

ら、計画どおりには機能しなかったばかりか、

避難勧告も発令がされなかったことは、大きな

課題となりました。 

　適切なタイミングで避難勧告、指示を発表し、

住民の避難行動を促し、被害を最小限に食いと

めるのが、地方自治体の責務であろうかと思い

ます。避難勧告、指示が間に合わずに、大災害

に結びついた場合には、どんな事情があるにせ

よ、非常に重い責任を痛感すべきであり、ある

面では、人災の側面が大きい場合があることを、

強く、重く受けとめなければならないのは、当

然のことだろうと思います。 
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　そこで、本市の緊急時における避難勧告、災

害メール等の情報伝達のあり方について、まず

お聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　現在の避難勧告等の住民への伝達方法につき

ましては、携帯電話への緊急速報メール、防災

行政無線放送、広報車、自主防災会や地区長等

への電話連絡、ホームページへの掲載など、状

況に合わせて伝達手段の多重化、そして多様化

を図り、広く周知したい、このように考えてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　再質問を行います。 

　今回の最大のポイントとなるのは、全員に情

報が行き届くということがポイントだろうと思

います。 

　本市の防災無線施設のない地域、防災無線が

聞こえない地域、まだたくさんあります。 

　発災時に孤立地域となることも考えられます

が、改めて、どのような対策を考えておられる

のか、お伺いいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　緊急時の避難勧告や災害メールの情報の伝達

のあり方ということでございますけれども、防

災行政無線のない地域等につきましては、先ほ

ど申しました伝達手段により、防災行政無線に

頼らない、周知をする必要がございます。 

　また、現在は、津波浸水予測地域にしか防災

行政無線を設置しておりませんが、現在のアナ

ログ方式の防災行政無線は、近い将来、設備そ

のものをデジタル方式に更新しなければなりま

せん。 

　新たな整備をする際には、市内全域の放送設

備の設置を検討したい、このように考えており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　続いて、小さな項目、

ハザードマップ、避難の態勢などの住民への周

知徹底のあり方について、お尋ねをいたします。 

　国土交通省の市町村向けガイドライン、土砂

災害警戒避難ガイドラインの中で、急傾斜面の

崩壊で、住民に危険が及ぶ警戒区域を都道府県

が指定し、市町村は、警報の発令、避難の態勢

をまとめてハザードマップで危険を周知する義

務があるとされております。 

　本市の土砂災害に対するハザードマップ、避

難の態勢など、住民への周知徹底のあり方につ

いて、どのようになっているのかお伺いをいた

します。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　土砂災害ハザードマップにつきましては、現

在、宿毛市では作成できていない状況でござい

ます。 

　現在、県が土砂災害警戒区域の調査を行って

いるところでございますので、その調査結果公

表後に、本市のハザードマップを作成して、周

知を図ってまいりたい、このように考えており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　小さな項目の３番目

でございます。 

　災害弱者といわれる高齢者、特に要援護者の

現場での対応について、この問題は、高齢者、

特に要援護者の現場あたりの対応については、

議会報告会の中でも指摘された事項でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

　伊豆大島で亡くなった方、安否不明の方、４

６人中半数が６５歳以上という高齢者というこ
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とでありましたが、改めて災害で犠牲になるの

は、いつも災害弱者といわれる高齢者であり、

子供たちであります。 

　要援護者、要支援者に対して、地区や自主防

災組織や、民生委員が発災時に、実際にどこま

で責任が持てるのか、その余力があるのか、私

も考えてしまいますが、災害弱者といわれる高

齢者、特に要援護者への現場での対応について、

伺いをしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　要援護者の支援につきましては、やはり隣近

所の助け合いが基本となります。住民同士の声

かけや見守り行動、それらを地域の自主防災組

織と一体的な取り組みを行う、このことが非常

に必要ではないかなと思っております。 

　そのためには、日常的な住民同士のつながり、

そして支え合う地域づくりが必要でございます。

市といたしましても、地域の活動を活性化する

ようなきっかけづくりなど、今後、積極的に考

えてまいりたい、このように思っております。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　再質問を行いますが、

これ、異常気象時というよりも、災害弱者対策

としての再質問でございますが。 

　東日本大震災で、宮城県石巻市の幼稚園児５

人が死亡した事故がございました。 

　地震直後は、高台にある幼稚園にいて無事だ

ったんですが、その後、乗せられたバスによっ

て、バスが海側へとおりていきまして、津波に

巻き込まれた、そういう事故でございます。 

　これ、仙台地裁は、津波の情報に注意を払わ

ず、バスを出発させた園側の過失を認めており

ます。 

　判決では、幼い子供は危険を避ける力が発達

しておらず、園長らを信頼して従うしか、自分

の身を守れないということを強調して言われて

おりまして、職員が津波の危険性を予見し、最

善の措置をとれば、このような事故は起こらな

かったのではないかということですが、非常時

に子供を守る第一当事者として、本市の保育所

では、最善の行動がとれるよう、危機管理意識

の共有はできているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　本市の保育所では、最善の措置がとれるよう

に、そういう職員間の危機管理意識の共有はで

きているのかという質問でございます。 

　本市の保育所では、県の防災マニュアルを参

考に、災害発生時の対応や、備蓄品等について、

園長会での話し合いをもとに、各園で危機管理

マニュアル（地震、火災、不審者）こういう場

合におけるものを作成し、また見直しを行って

おります。 

　これによりまして、各園におきましては、地

震や火災等の避難訓練を、毎月実施しており、

実施後には、職員会での反省会を繰り返しもつ

ことで、より安全な避難並びにその体制の整備

に努めているものです。 

　また、県が実施する防災教育研修会への保育

士の参加により、受講者から研修内容について、

その都度、職員会で発表してもらうなど、危機

管理意識の共有に取り組んでおります。 

　今後につきましても、研修会への参加、園長

会や各園での話し合い等を通じ、職員の危機管

理意識の向上と共有に努めてまいりたい、この

ように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　小さな項目４番目の

市民の防災教育、防災意識の高揚についてでご

ざいますが、防災教育といっても、自分の命は

自分で守るということが基本であろうと思いま

す。実際に逃げるという避難行動を、最終的に
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とるのは自分であります。誰かが守ってくれる

とは思い込まないように、常に高い防災意識を

持っておく必要があろうかと思いますが、自分

が住んでいる地域が、いざというときに安全な

のか、どんな災害リスクがあるのか、一人一人

があらかじめ知っておくのが、命を守る第一歩

となると思います。 

　台風などの気象情報は小まめに入手して、地

域の状況をみずから判断して、必要に応じて、

早目の避難行動を実行に移すことが肝要になろ

うかと思います。 

　こうした防災意識を、どのように持っていく

のか、本市の防災教育、防災意識の高揚につい

て、伺いをしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　防災意識の高揚につきましては、防災の講習

や情報発信など、啓発活動を行っているところ

でありますけれども、やはり一朝一夕で意識改

革できるものではございません。今後も継続し

た防災教育のさらなる取り組みが必要であると

思いますので、あらゆる機会を通じて、啓発し

てまいりたい、このように考えております 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　最後の質問になりま

す。質問と言いますか、スポーツコミッション

の立ち上げについてでございますが、午前中に

も、スポーツ振興についての質問もございまし

た。その中では、生涯学習課の中に、スポーツ

推進室の格上げという話もございましたが、私

は、二度と同じような轍は踏むべきではないと

の思いで、さらに進んだ取り組みも必要との思

いから、提案をさせていただきます。 

　近年、まち起こし、地域活性化の一つとして、

マラソンなど市民参加型のスポーツイベントや、

観戦型のスポーツイベントの開催、さらにはス

ポーツ合宿、キャンプ誘致などを実施すること

で、生まれる経済効果に注目が集まっておりま

す。 

　早稲田大学と電通の共同調査によれば、多く

の自治体が、スポーツを通じた地域活性化に高

い関心を持ち、従来の健康や教育といった効果

に加え、経済的な効果を、スポーツ施策の目的

とする自治体がふえており、スポーツによる地

域活性化と、その経済効果を求める自治体が、

さらに増加すると予想しております。 

　これまでも、本市ではサッカーや野球やソフ

ト、マラソンや相撲など、多くのスポーツイベ

ントが開催されてまいりました。この調査結果

を前提とすれば、これからも本市のさらなる発

展のためには、スポーツと観光の果たす役割は

大きく、スポーツツーリズムの推進は不可欠で

あろうと考えます。 

　宿泊施設、観光施設、交通機関、旅行会社、

飲食店、商店などの企業や、観光協会などを代

表した観光団体とスポーツ団体との連携、協働

を効率よく機能させることが必要で、スポーツ

ツーリズムの窓口となる担当者をおくことも必

要と考えます。 

　そこで提案をいたしますが、本市において、

スポーツと観光を融合させ、地域の集客マーケ

ティングを行う推進母体としてのスポーツコミ

ッションの立ち上げをしてはいかがでしょうか。

市長の御意見を伺います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　スポーツコミッションの立ち上げについての

質問でございます。 

　議員から提案いただいていますように、この

スポーツを通じた地域活性化や、スポーツを活

用した新しい観光の創造を図るべく、スポーツ

と観光を融合させ、地域の集約マーケティング

を行う推進母体を構築することは、今後の地域
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振興の面から、非常に必要ではないかと考えて

おります。 

　しかしながら、その取り組みを進めるにも、

体制づくりは必要なことであり、午前中の松浦

議員の一般質問にもお答えいたしましたけれど

も、まずはスポーツの振興を積極的に行ってい

くために、教育委員会とも連携をして、スポー

ツ担当部署の体制強化を図ってまいりたいと考

えております。 

　また、現在ですけれども、行政の商工観光課

と生涯学習課、そして関係団体として観光協会、

商工会議所とが情報を共有しながら、スポーツ

と観光を絡めた取り組みを進めていこうとして

いるところであります。 

　今後、スポーツ部門の強化や、関係団体との

連携を強化する中で、議員の言われますスポー

ツコミッションにつきましても、どのような方

法で導入し、有益に活動できるかなどの研究を

してまいりたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　６番野々下昌文君。 

○６番（野々下昌文君）　本市に関係の深い早

稲田大学に、地域活性化や観光振興のためのス

ポーツ活用策など、研究しているところもある

ようですので、知恵をかりてみてはいかがでし

ょうかと提案を申し上げまして、一般質問を終

わります。 

○議長（今城誠司君）　この際、１０分間休憩

いたします。 

午後　１時３５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時４５分　再開 

○議長（今城誠司君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　それでは、５番、通告

に従いまして、一般質問をいたしたいと思いま

す。 

　初めに、ファシリティ・マネジメントについ

てお伺いをいたします。 

　ファシリティ・マネジメントとは、公益社団

法人　日本ファシリティ・マネジメント協会に

よりますと、企業、団体などが保有、または使

用する全施設、資産及びそれらの利用環境を、

経営戦略的視点から、総合的かつ総括的に企画、

管理、活用する経営活動と定義をされています。 

　簡単にいえば、宿毛市が保有している資産を、

経営的な観点から、最適に運用しましょうとい

うことになります。 

　そこには、補修はもちろん老朽化対策、施設

の統廃合、見直しなどが含まれます。近年の少

子高齢化の到来、情報化の進展など、社会情勢

が急激に変化しています。さらに厳しい財政状

況、多様化、高度化する市民ニーズなど、行政

を取り巻く環境も大きく変化をしております。 

　このような状況において、地方自治体には変

化に的確に対応する行政サービスが求められ、

また、厳しい財政状況のもとにおいては、何よ

りも鋭いコスト感覚を持って事業展開していく

ことが必要になるかと思います。 

　特に大きな経費を要する施設の建設や、維持、

補修費等などについては、効率的な施設運営を

図ることにより、施設に要する全体経費の一層

の節減を推進していくことが必要になります。 

　そのためには、施設を経営資源と捉えるファ

シリティ・マネジメントの観点が必要不可欠で

あると考えます。 

　そこで質問をいたします。 

　現在、宿毛市の公共施設の総数について、お

伺いをいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　５番、岡﨑議員の質問

にお答えをいたします。 

　宿毛市におけるファシリティ・マネジメント
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について、お答えをいたします。 

　まず、最初の質問でございますけれども、宿

毛市の公共施設の総数ですが、現在、宿毛市に

は、約３５０の公共施設が存在します。これは、

保険をかけている施設を集計したもので、誤解

のないように、例を挙げて御説明申し上げます

と、市役所庁舎は、本庁舎、選管部分、食堂部

分、屋上会議室、屋上倉庫で構成されており、

施設数は５とカウントいたします。 

　また、学校は、校舎、体育館、プールで構成

されております。この場合の施設数は、３とカ

ウントします。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　ありがとうございます。 

　今、宿毛市の公共施設の総数は３５０ですね。

保険をかけているものに限ってということで、

今、詳しく市役所並びに小中学校に関してお聞

きしましたけれども、かなり多くの施設がある

と思っておりますが、その中で、公共施設の経

過年数、主に築４０年以上の施設の数について、

お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　築４０年以上経過している建物は６７施設あ

ります。施設用途別に、もう少し詳しく御説明

申し上げますと、市営住宅が１５施設、学校関

連施設が３５施設、運動施設が２施設、庁舎関

連施設が６施設、消防団施設が７施設、その他

２施設となっております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　今、築年数４０年以上

の施設が６７施設あるとお伺いをいたしました。

詳しく説明をしていただきましたけれども、例

えば、これが築年数３０年以上の施設とすれば、

まだ多くの施設があるのではないかと推測され

ます。 

　公共施設全体として、建物自体が古くなって

いる。もしくは、老朽化しているという言葉が

正しいかどうかはわかりませんが、古くなって

いる。古くなれば、建物を維持・管理するため

に、莫大な費用がかかってくるかと思いますが、

公共施設の維持管理費用は、年間で幾らぐらい

かかっているのか、お伺いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　施設にかかる維持管理費用についてでござい

ますけれども、決算統計の数値をベースにお答

えをいたします。 

　直近の平成２４年度決算値でいきますと、普

通会計ベースで約５，５００万円、特別会計分

も含めますと、総額１億２，９００万円となり

ます。 

　また、参考までに、平成２０年度から平成２

４年度までの５カ年平均をお示しいたしますと、

普通会計ベースで年間平均６，６００万円、特

別会計分を合わせると、年間平均１億１，２０

０万円となります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　ありがとうございまし

た。 

　次に、公共施設のデータの収集と管理の態勢

について、お伺いをいたしたいと思います。 

　先ほどもお聞きしたとおり、公共施設の数は

３５０施設と多くあります。そこで、現在、ど

のようにデータの収集と管理をしているのか、

お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　公共施設のデータ収集と施設の管理体制につ

いての質問でございます。 
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　公共施設のデータ収集については、総務課管

財係において、システムを構築し、施設を一元

的に管理するためのデータの収集、並びに精査

中です。 

　公共施設の管理体制について、現在は施設を

所管する担当課のほうで管理しています。 

　また、データ情報をもととする公共施設の再

配置計画の策定については、随時、議会や市民

に御意見をいただきながら、進めてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　今、質問をされてない

事柄も答えにあったようでございますけれども、

データの情報を統合していって、公共施設の再

配置計画の策定も進めていくという市長の答弁

がございましたので、積極的に策定のほうをし

ていただきたい、そのように思っております。 

　最後に、先ほどからずっとファシリティ・マ

ネジメントのことについて説明をさせていただ

きました。それで今、宿毛市の現状についても

お伺いをいたしましたけれども、最後に、ファ

シリティ・マネジメントの導入についての市長

の考え等がありましたら、お伺いしたいと思っ

ております。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　ファシリティ・マネジメントの導入について、

宿毛市において公共施設の維持管理費用は、毎

年１億円を超えるものとなっており、老朽化が

進めば進むほど費用がかさみ、大規模修繕や建

てかえ時期ともなると、さらに多額の経費が必

要となります。 

　先日の新聞報道にもありましたように、全国

の自治体で、解体撤去を検討している公共施設

に対し、国は来年度、地方債の発行を許可して、

解体費用を賄うことを特例的に認める方針を出

していますが、宿毛市もそういった国の自治体

支援も視野に入れながら、土地や建物といった

ファシリティを総合的に企画、管理、活用して

いけるように努めてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　どうもありがとうござ

いました。 

　次に、宿毛市津波避難計画について、お伺い

いたしたいと思います。 

　平成２４年３月に策定をした宿毛市津波避難

計画ですが、新想定を受けて、平成２５年８月

に改定をされています。 

　この津波避難計画の目的ですが、南海地震を

はじめとする津波災害から、住民の生命、安全

を確保することを目的に、宿毛市の円滑な津波

避難に関する、基本的な対応方針を定めたもの

であります。 

　その中で、津波から命を守るためのポイント

として、住宅の耐震化と家具の転倒防止を必ず

するようにとの記載もあるわけでございますが、

本市においても、住宅の耐震化について、また

は家具の転倒防止については、補助事業を行っ

ております。 

　そこで、住宅耐震診断事業と家具転倒防止事

業の実施状況について、お伺いをいたしたいと

思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　まず、住宅耐震診断事業についてでございま

すけれども、耐震診断につきましては、平成２

４年度５件、平成２５年度８件、改修の設計に

つきましては、平成２４年２件、２５年１件、

改修工事につきましては、平成２４年度１件、

２５年度１件でございます。 

　また、平成２５年に創設しました家具転倒防

止事業につきましては、現在のところ、申請は

ございません。 
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　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　どうもありがとうござ

いました。 

　今お聞きしたとおり、住宅耐震診断事業、改

修事業については、それなりに件数が多いのか

少ないかというのは、ちょっとわかりませんけ

れども、申請があると。２５年度に新設をされ

た家具転倒防止事業については、今現在、申請

がないという状況でございますので、今後、市

民に対して、今現在もいろんなことで周知をし

ていると思いますけれども、どのような周知を

しているのか、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　住宅耐震診断事業と家具転倒防止事業の、住

民の皆さんに対する周知の方法についてであり

ますけれども、平成２４年度につきましては、

年３回の広報掲載、年１回のチラシの全戸配布。

平成２５年度につきましても、広報への掲載、

チラシの全戸配布を行っており、またホームペ

ージへの掲載により、周知を図っております。 

　また、今後も引き続き、広報やチラシの配布

などを行うとともに、他市町村などの例も参考

にしながら、周知、啓発に取り組んでまいりた

い、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　今、周知方法について

は、広報であるとか、チラシであるとか、ホー

ムページであるとかで周知しているということ

でございます。 

　まだまだ住宅耐震診断事業についても、家具

転倒防止事業についても、継続して行っていた

だきたい事業でありますが、今後の事業継続の

予定について、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　住宅耐震診断事業と、家具転倒防止事業の今

後の事業の継続予定についてでありますけれど

も、将来的なことでございますので、今後も継

続して事業を行い、耐震対策に努めてまいりた

い、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　ありがとうございます。 

　次に、１次避難場所について、お伺いをいた

したいと思います。 

　現在、１次避難場所の整備が着々と整備され

ている状況かと思いますが、現在の整備状況に

ついてわかれば、詳しくお伺いをいたしたいと

思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　１次避難場所についてでございますが、整備

の状況については、現在、１次避難場所は１９

３カ所ございまして、そのうち、整備予定箇所

１００カ所。現在までに、５２カ所、整備をし

ておりまして、今後も地元と協議をしながら、

さらに整備を進めているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　今、市長より、整備状

況については、順次、整備を進めていくという

ことでお話を伺いました。早急な整備をお願い

したいと思います。 

　１次避難場所の整備完成の時期について、い

つまでに整備のほうを完成する予定であるのか、

大方で構いませんので、わかればお伺いをいた

したいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　避難場所の整備完了の時期についてでありま

すけれども、高知県の南海地震対策行動計画の
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津波避難路、そして避難場所の整備目標となっ

ております平成２７年度末の完了を目指し、今

後も１次避難場所の整備を進めてまいりたい、

このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　ありがとうございます。

今、市長より、平成２７年度末までに整備をし

たいということでございますので、早急に整備

のほうをお願いいたしたいと思います。 

　それで、避難場所については、整備したのは

いいですが、避難場所を知らない方がいると、

せっかくの整備が無駄になります。避難場所の

住民への周知の方法について、お伺いをいたし

たいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　避難場所の周知についてでありますけれども、

現在、ホームページにより、避難マップを公開

しており、各地区においても、避難マップの最

終確認をしていただいているところでございま

す。 

　今年度中には、その避難マップをもとにした

津波ハザードマップを作成し、全戸配布する予

定にしております。 

　以上です。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　今年度中に津波ハザー

ドマップを全戸配布するということでございま

すので、それも早目に対応していただきたいと、

そのように思っております。 

　最後に、津波防災対策の啓発と訓練について、

お伺いをいたしたいと思います。 

　避難所運営訓練ＨＵＧの導入、及び地域と連

携した防災訓練の実施について、お伺いをいた

したいと思います。 

　この避難所運営訓練ＨＵＧというのは、Ｈは

避難所、Ｕは運営、Ｇはゲームの、それぞれ頭

文字をとったものであり、英語で抱きしめると

いう意味で、避難者を優しく受け入れる避難所

のイメージと重ねて名づけられたものだそうで

ございます。 

　静岡県が２００７年に開発したものです。 

　参加者は、避難所を運営する主体者となり、

災害発生の初期段階で、実際に想定される事態

に対応していき、避難者の年齢や性別、それぞ

れ抱える事情が書かれたカードを、体育館や教

室に見立てた平面図に配置していきます。 

　避難所の運営を疑似体験できるもので、円滑

なコミュニケーションを図るため、避難所に派

遣される職員も参加して、住民と一緒に訓練を

体験することが重要だと思われますが、このよ

うな避難所運営訓練を取り入れ、防災訓練を実

施することについてのお考えについて、お伺い

をいたしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　御質問のＨＵＧにつきましては、現在、高知

県の主催により、避難所運営訓練が実施され、

各自治体の担当職員をはじめ、各自主防災組織

や、地区の皆様にも参加をいただいているとこ

ろでございます。 

　なお、訓練の実施につきましては、今年度避

難所運営マニュアルを作成する予定でございま

して、作成後は職員をはじめ、関係機関や住民

参加による避難所運営訓練、これがＨＵＧでご

ざいますが、より実質的な避難所開設、避難所

運営、避難所体験などの防災訓練も実施してま

いりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　５番岡﨑利久君。 

○５番（岡﨑利久君）　どうもありがとうござ

います。 

　先ほど、市長のほうから説明があったとおり
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ですけれども、災害があって避難所に駆け込ん

だ場合、この避難所の運営をどのようにしてい

くかというのは、事前に練習していたほうが、

災害時、いろいろ大変なところがあるかと思い

ますので、この事業自体を、訓練自体をいろい

ろとしていっていただきたいと、そのように思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

　以上で、私の一般質問のほうを終わります。 

○議長（今城誠司君）　お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　御異議なしと認めます。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　２時０９分　延会 

 



－ 45 －

平成２５年 

第４回宿毛市議会定例会会議録第３号 

 

１　議事日程 

　　　　第８日（平成２５年１２月１０日　火曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　髙　倉　真　弓　君　　　　　２番　山　上　庄　一　君 

　　　３番　山　戸　　　寛　君　　　　　４番　今　城　誠　司　君 

　　　５番　岡　﨑　利　久　君　　　　　６番　野々下　昌　文　君 

　　　７番　松　浦　英　夫　君　　　　　８番　浅　木　　　敏　君 

　　　９番　中　平　富　宏　君　　　　１０番　浦　尻　和　伸　君 

　　１１番　寺　田　公　一　君　　　　１２番　宮　本　有　二　君 

　　１３番　濵　田　陸　紀　君　　　　１４番　西　郷　典　生　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次長兼調査係長　　松　本　政　代　君 

　　　議 事 係 長　　柏　木　景　太　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　沖　本　年　男　君 

　　　企 画 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　総 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 

　　　危機管理課長　　楠　目　健　一　君 

　　　市 民 課 長　　立　田　ゆ　か　君 

 　　　副 市 長 兼 

　　　税務課長事務取扱
安　澤　伸　一　君



－ 46 －

　　　税務課長補佐　　田　村　泰　生　君 

　　　保健介護課長　　児　島　厚　臣　君 

　　　環 境 課 長　　佐　藤　恵　介　君 

　　　人権推進課長　　杉　本　裕二郎　君 

　　　産業振興課長　　黒　田　　　厚　君 

　　　商工観光課長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　土 木 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　都市建設課長　　岩　本　克　記　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　敏　郎　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　立　田　壽　行　君 

　　　千 寿 園 長　　山　岡　敏　樹　君 

 

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
滝　本　　　節　君

 　　　教 育 委 員 会 

　　　委 員 長
増　田　全　英　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
沢　田　清　隆　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

桑　原　　　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
金　増　信　幸　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君

 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
嵐　　　　　健　君



－ 47 －

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○副議長（岡﨑利久君）　これより本日の会議

を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　皆さん、おはようござ

います。８番議員の浅木です。ただいまから一

般質問を行います。よろしくお願いします。 

　通告に従って進めてまいります。 

　まず、１番目に、地震と津波の対策について

であります。 

　未曾有の大災害をもたらした東日本大震災か

ら２年と９カ月が過ぎました。この間に、被災

地の皆さんは、懸命に復興への努力をされてい

ますが、まだ約９割の方々は、仮設住宅での避

難生活が続いており、震災関連死も１，５００

人に達するなど、大震災はその破壊力の恐怖の

みならず、早期復興の困難さも見せつけていま

す。 

　また、震災でもろくも破壊された福島原発か

らは、いまだに大量の汚染水と放射能があふれ

出し、収束のめどが立っていません。原発事故

で暮らしの基盤を奪われた人々のうち、約１４

万人をこえる方が今も避難生活を強いられてい

ます。 

　こうした現状を直視し、南海トラフ大地震が

３０年以内に６０％以上の確率で発生すると言

われている今日、災害を防ぐ、災害を減らす対

策が急がれます。 

　数多くある対策のうち、この議会では、次の

点について質問します。 

　まず、１番目に、市民の住居の耐震対策の現

状はどうなっているか、お尋ねします。 

　地震や津波対策の基本は、いかに早く避難す

るかであります。しかし、被災時にいた建物が

倒壊し、避難できなかったという事例は数多く

報告されています。宿毛市での耐震対策は、市

の本庁舎が完了をするなど、公的施設について

は進行しつつありますが、民間や個人住宅につ

いては、遅々として進んでおりません。 

　宿毛市としても、個人住宅への耐震診断や、

耐震工事への補助事業を行っておりますが、そ

の利用状況についてお尋ねいたします。 

　まず、これが１点目の質問です。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　おはようございます。

８番、浅木議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

　まず、市民の住居の耐震対策について、現在

の耐震対策の現状ということでございますけれ

ども、これは、昨日も、岡﨑議員にも答弁をさ

せていただきましたけれども、住宅耐震化の助

成制度、こういう形でやっておりますが、現在、

件数としては年１件のペースということになっ

ておりまして、今後の周知につきましても、年

に２回広報掲載や、年１回のチラシを全戸配布

して、またホームページにも掲載をしている、

こういう現状でございます。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今、お話を伺いました

が、現状は非常に、この事業にのって仕事をさ

れる方、修理をされる方が低調だというお話で

ございます。 

　次に、今後の耐震対策の推進をどうするかと

いう面で、耐震対策の重要性を、もっと広く市

民への周知を徹底する必要があります。 

　さきの決算委員会でも指摘いたしましたよう

に、ブロック塀の問題ですね。あれらにいたし

ましても、制度ができましたでは、物事は進ま

ないと思います。この制度は、どのようにして

利用できるのか。また、事業者ですね、そうい
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う仕事をする人等にも働きかけて、大工さん等

ですね。そちらのほうからも危険性のある家に

ついては、耐震対策の必要な家については、働

きかけてもらうとか、いろんな方法でもって、

市民の中に住宅耐震対策が必要なんだと。そし

てまた、こうすればできるんだということを、

丁寧に知らせていくことが大事ではないかと思

いますが、この点について、どうしていくのか、

具体的にわかればお願いします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　住居の耐震対策についての課題ということで

ございますけれども、平成１６年度より、住宅

の耐震化の支援をずっと行っておりますけれど

も、申請がほとんどないような状況でございま

す。 

　耐震改修は、支援制度があっても、やはり自

己負担がかかりますので、きっかけがないとな

かなか改修に踏み切れないのではないかと思い

ます。 

　また、県下の改修実績を見ると、リフォーム

と耐震改修をあわせて実施するケースが多く、

特に幡多地域は、平均の工事費が高い傾向、こ

ういうことも一つの原因になっているのではな

いかというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今、お話ありましたよ

うに、耐震対策、それだけでは非常にくいつき

が悪いという部分もあろうかとも思うわけです。 

　市長言われましたように、ほかの事業との組

み合わせも含めて、ぜひ進めていただきたい、

このように思います。 

　次に、津波の１次避難場所づくりの進捗状況

と整備内容をお聞きします。 

　きのうの岡﨑議員の質問とダブる部分もあり

ますが、その点を御勘案いただいて、御説明を

お願いします。 

　１次避難場所づくりは、地域の要望並びに必

要箇所数、これはどうなっているか。 

　きのう、若干の数字はわかりましたが、それ

について、再度、よろしくお願いします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　１次避難場所の整備状況でありますけれども、

現在、１次避難場所は１９３カ所ございます。

そのうち、要望があって整備を予定をしている

箇所が１００カ所で、現在、そのうち５２カ所

を整備をしております。さらに、追加要望など

もございますので、地元とも協議をしながら、

来年度以降も引き続き、整備してまいりたい、

このように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今、数字は明らかにし

ていただきましたが、この１９３カ所で全て要

望が終わりということではないのではないかと

思います。 

　どうしてもつくらないかん地域でありながら、

地元の話がまとまってないとか、場所が選定で

きてないだとかいうことで、確定されてないと

ころがあると思います。 

　こういうところにつきましても、津波が来て、

避難地へ逃げないかん場合に、地元のほうへも

積極的に働きかけて、そういう地域の要望をま

とめる上でも、協力するとか、場所を特定する、

こういうふうな取り組みも必要ではないかと思

います。 

　今後、引き続いてこういうふうな、まだ確定

してない箇所について、確定していただきます

よう、お願いをしておきます。これは答弁を求

めません。 

　次に、避難所に風雨をしのげる対策をとって

いるかどうかについて、お尋ねします。 
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　災害は、いつ、何どきに襲ってくるかわかり

ません。特に、冬季の夜半、風雪の激しい夜の

避難となると、１次避難所へ避難したとしても、

体力が維持できないと思われます。 

　私は、これまでの一般質問でもこの問題を取

り上げてきましたが、現在の防災対策にどう生

かされているのかをお聞きします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　今年度中に各浸水地域の主要な緊急避難場所、

ここに防災備蓄倉庫の設置を予定をしておりま

す。 

　ここの倉庫には、簡易なテントや、以前、浅

木議員から御提案ございましたブルーシートな

どもあわせて整備をしてまいりたい、このよう

に考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今の説明、大方わかり

ました。ちょっと、最後のほうが聞き取りにく

かったんですが。 

　今、そういうことを取り組んでいるというこ

とやったんで、もう既にそういう方向で実行し

ているということだったんですが、もし実行し

ているようであれば、どれくらいの箇所数でき

ているかについても、ちょっと報告してもらい

たいです。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　どれだけの箇所数かと

いう質問だと思いますけれども、防災備蓄倉庫

は、約５０カ所を予定をしております。 

　それが設置とあわせて、簡易な、先ほど言っ

たテントやブルーシートを今後整備をしてまい

りたい、こう考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今の説明でよくわかり

ました。引き続いてそういう対策、継続してい

ただきたいと思います。 

　続きまして、もう１点の１次避難所のトイレ

ですね、それについてはどうなっているか。 

　トイレのない避難所の場合には、避難時に簡

易トイレの設置が必要であることは、これまで

も指摘してきましたが、現在、完成している避

難所に、どれぐらいトイレが設置できているの

かお聞きします。 

　トイレがない避難所だけの問題です。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　現在、先ほども御答弁申し上げましたように、

防災備蓄倉庫を１次避難場所５０カ所へ整備し

ているところでございます。 

　これにあわせて、倉庫に備蓄しておくための

資機材として、簡易トイレセットとトイレ用の

簡易テント、これを整備する予定にしておりま

す。 

　その整備費につきましては、今議会で備蓄品

購入費として、１５０万円を計上させていただ

いております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今の説明でわかりまし

た。引き続いて、この問題についても、セット

で進めていただきたいと思います。 

　続きまして、避難路の整備状況の現状はどう

なっているのかについて、お尋ねします。 

　まず、１次避難所に向けての道路の整備につ

いてであります。 

　私は、これまでも宿毛市街地からの避難を考

える場合、松田町、桜町、萩原、与市明の山手

の高台へ多数の人が一挙に逃げる場合の避難路

の整備を求めてきましたが、土居の後線が拡張

され、仲須賀線の整備も取り組まれることにな

ったことは、大きく評価したいと思います。 
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　今後は、市街地以外でも人口密度の多いとこ

ろは、高台への幹線道を整備する必要があると

考えますが、今後の取り組みについてお聞きい

たします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　避難場所へ至る道路の整備、これを車で避難

できるような道路の整備をということでの御質

問でございますけれども、市としては、徒歩の

避難を原則として、避難道を現在、整備してお

ります。 

　１次避難場所周辺まで、車が通行できるよう

な道路の拡張整備につきましては、現在のとこ

ろは考えておりません。 

　なお、要援護者対策としての車での避難につ

いては、今後、地元との協議をする中で、検討

してまいりたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今の私の質問、市長に

誤解されたかもわかりませんが、私も車で逃げ

るためのという意味でなしに、一度にどっと出

てきた場合、当然、車椅子の人もあれば、ちょ

っとした自転車の人もおるとかいうことも含め

て、それでもいっぱいになるんじゃないかと。

人口密度の高い所は、そういう面で広くしても

らいたいということで、車で逃げるためという

ことではなかったわけです。その点、私の説明

不足やったと思いますので、つけ加えておきま

す。 

　次に、１次避難所の弱者対策について、お伺

いします。 

　１次避難所へ上がる道は、車椅子など、災害

弱者でも避難できる施設として整備されている

かどうか。特に、高台への避難道は階段だけで

なく、スロープのついた道も必要であるという

ことは、私もこれまで指摘してきたところです。 

　こうした取り組みについて、どのようになっ

ているか、お聞きします。 

　なお、つけ加えて提起しておきますが、１次

避難所が構造物の屋上の場合には、らせん通路、

あるいは、手動巻き上げ機、ゴンドラの設置を

する必要があると思います。 

　先般、１次避難所に指定されている高砂の社

会福祉センターへ行き、新たに屋外へ設置した

避難階段を見てきました。私も屋上まで登って

みましたが、丈夫なつくりなので、津波には耐

えることができるだろうと思いました。 

　しかし、義足の私は何とか登れましたが、両

足が不自由な車椅子の人はどうなるのだろうと

考えました。階段の入り口までたどり着いても、

そこからは登れない。重い大人を背負ってくれ

る人もいないだろう。東日本大震災のように、

階段の登り口までたどり着いても、階段を登れ

ない被災者は次々と津波にさらわれていく、こ

こでも同じ光景が発生することが想像されまし

た。 

　もし障害者も助ける考えがあるならば、障害

者も屋上へたどり着ける構造にするべきではな

いでしょうか。このことについて、お尋ねしま

す。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　避難場所への至る道路の整備等についてでご

ざいますけれども、それぞれの場所によって、

内容は違うわけですけれども、できる限り、ス

ロープにする。そして、あと手すりと、あるい

は非常用の照明、こういうものを設備して、そ

ういう障害者の皆さん、弱者の皆さんも、きち

んと避難場所に到達できるように、しやすいよ

うに、そういう工法によって建設をいたしてお

ります。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 
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○８番（浅木　敏君）　同じ問題で、質問を続

けます。 

　去る９月１日付の高知新聞で紹介されている、

中土佐町が設置する避難タワーは、階段だけで

なく、スロープのついた通路とともに、手動式

ゴンドラも設置し、車椅子の障害者を含め、タ

ワー下までたどり着いた人は、全て屋上まであ

がれる構造になっています。 

　宿毛市も社会福祉センターの避難施設に、障

害者も屋上へのぼれる設備を設置するべきでは

ないか。また、宿毛市は、先月、南沖須賀のＪ

Ａ高知はた宿毛支所へも、社会福祉センターと

同じ避難階段をつけさせてもらう協定を結びま

した。 

　この施設にも、歩行困難者用に手動ゴンドラ

をつけ、障害者も避難できる施設とするべきと

思いますが、市長のお考えをお聞きします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　まず、そのＪＡはた農

協宿毛支所の避難階段について、お答えいたし

ます。 

　建物正面の駐車場の一部を利用させていただ

いて、整備することになりますので、スペース

的な問題もあり、１．５メートル幅の小規模な

階段になる予定でございます。 

　このため、スロープや手巻き式ゴンドラなど

の整備をする場合、さらに広いスペースの確保

が必要となりますので、現段階では、車椅子で

直接あがれるような形は考えておりません。 

　そして、福祉センターの避難用の階段につき

ましては、現在、既に工事が完了いたしており

ます。こういうところで、実際、今後どういう

形でそのような障害者の皆さんの車椅子等での

あがれるような設備にできるのかどうなのか、

その辺のこともあわせて考えたいんですけれど

も、ただ、福祉センターの階段の場合は、非常

に農協と比べまして広い階段になっております。

車椅子を両抱えをして、健常な皆さん方が避難

場所へ誘導していただけるような、そういうス

ペースもあるというふうには考えておりますけ

れども、今後、いろんな形の中で研究してみた

いというふうに思っています。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今の答弁では、なかな

か難しいということでございますが、先ほど提

起しました、市長も新聞等で御存じだと思いま

すが、中土佐町のような、あれは避難タワーと

して、全部組み込みでつくっているので、大規

模なものになっておりますが、私はああいう、

あれは一つの、専門的につくる場合の施設とし

ては、あれがいいと思いますが、ああいうもの

を求めているのではなしに、今の施設のところ

へ、それに耐えられるアームを出して、つり上

げるような方法であれば、今のスペースよりも、

別に大きくとらなくてもできるんじゃないかと

いう考えもできるわけです。 

　そういった面も含めて、よそでもこういうも

のは普及してきよると。手動でつり上げていく

ということを、普及してきよるということから

見たら、ぜひ今後、スペースの問題、それから

経費の問題含めながら、どういう方法があるの

か、検討してもらいたいと思いますが、もう一

度市長の考えをお聞きします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　ＪＡはた宿毛支所の場合には、駐車場のスペ

ースをお借りいたしまして、使用するという形

で、このスペースをさらにまた広く使うという

ことにもなりまして、なかなか現段階で、そこ

にあわせて設置するのは厳しいのではないかと

いう判断をいたしております。 

　ただ、福祉センターの階段につきましては、

今後、いろんな形、いろんな方法等がある可能
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性が出てきます、どんどんね。ですから、それ

もまた研究させていただいて、今後、そういう

ことができるのかどうなのかということを研究

してみたいというふうに思います。 

　よろしくお願いします。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　ぜひ研究を進めて、そ

ういう施設をつくってもらったら、障害のある

皆さんは、非常に助かるんじゃないかと思いま

す。 

　続きまして、災害時の非常用品の備蓄はどこ

まで進んでいるかについて、お尋ねします。 

　先月の議会報告会の中で、市民から、宿毛市

は食料備蓄がおくれているのではないかと、疑

問の声がありました。 

　生活必需日常品の備蓄、そしてまた食料品の

備蓄、どこまで進んでいるのかについて、お尋

ねします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　生活必需品等の備蓄の状況は、どのようにな

っているのかということでございます。 

　２次避難場所では、使用する備蓄品について

は、毎年度、計画的に整備をしており、現在、

毛布は１，０１６枚、ポータブルトイレ、これ

を１２基、そして便袋と給水凝固シートが一体

となったトイレ処理袋７，０００セット、床に

敷いて横たわることのできるアルミロールマッ

ト、これは２メートル掛ける１メートル、厚さ

８ミリのものですけれども、これを１，１５８

枚を備蓄しているところでございます。 

　また、来年度からは、この２次避難場所にも、

水や食料につきましても、計画的に整備してま

いりたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　先ほど、日常品と食料

品の問題についても、これは議会報告会の中で

も出てきとったんです。食料品の備蓄は、私た

ちも他の市町村へ議会が行政視察に行ったとき

も、しっかりと備蓄されているのを見てきた経

緯もあるわけです。 

　宿毛がどういうふうにして進めているのかに

ついて、もう一回御説明願います。食料品の部

分について。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほどもお答えはいたしたと思いますけれど

も、来年度から２次避難場所には、水、あるい

は食料、これをだんだんと整備してまいりたい、

このように計画をいたしております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　ということは、市民の

皆さんが心配しているように、今のところはで

きてないということですね。 

　来年からということで、市民の皆さんに納得

してもらうしかないということですかね。 

　ぜひ、早いうちに、そういう準備を進めてい

ただきたいと思います。 

　次に、市民の防災意識、避難意識をどう高め

るか。東日本大震災では、避難せず死亡した人

も多数あったと聞きます。津波浸水地域では、

地震が発生したら、すぐ避難体制をとる習慣を

つける。津波の情報を得たら、すぐ避難を始め

ることが大切であります。 

　即時に避難行動がとれるよう、市民への啓発

活動を強化すべきではないか。黒潮町では担当

職員を決め、全町民を避難させる目標を持って、

取り組んでいます。宿毛市もよその自治体のよ

い面を参考にしながら、浸水予定地の全市民を

避難させる対策を確立すべきではないかと思い

ますが、この点についてお聞きします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 
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○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　揺れたらすぐ逃げるという、この早期避難に

つきましては、昨年、一昨年の地域座談会の中

でも、繰り返し啓発しているところでございま

す。 

　また、東日本大震災の教訓もございますので、

津波に対する避難意識はさらに向上しているの

ではないかと思います。 

　引き続き、早期避難の啓発をしてまいりたい

と思いますが、東日本大震災の津波の映像のイ

メージが強過ぎて、地震対策がおろそかになら

ないように、津波対策の前に、まず地震対策が

必要であるということにつきましても、あわせ

て啓発してまいりたい、このように考えており

ます。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　ぜひこの問題について

は、引き続いて取り組んでいただきたいと思い

ます。 

　続いて、大きな議題の２番目の住宅リフォー

ム助成制度について、お尋ねします。 

　住宅リフォーム助成制度は、個人住宅の改修

に行政が補助金を交付し、市民の住環境の改善

とともに、小規模工事の発注がふえることによ

つて、地域経済の活性化を図ろうとするもので

あります。 

　この制度は、今、全国市町村の約３分の１の

自治体で実施されています。近くでは、お隣の

愛南町が２０１１年から実施しており、最近で

は、愛媛県の西予市が今年度から実施していま

す。 

　この今年度から実施した西予市の場合を御紹

介しますと、対象家屋は市内の１戸建て住宅、

個人住宅で、築１０年以上の家と。それから、

改修費用は、１工事２０万円以上で、補助率は

２０％、補助額の上限は２０万円までと。 

　それから、地元の木材を利用した場合には、

別個に、最大で５万円を追加し、トータルで２

５万円の補助をするということです。 

　また、業者選定についても、市内に本店か支

店のある業者に限るというふうに、市内業者に

仕事がいくようになっています。 

　こういった取り組みによって、地域経済への

波及効果は、単純に計算すると２０％を助成す

ると、５倍の効果となるわけですが、これはい

ろいろな波及効果を含めまして、５倍以上１０

倍までの波及効果になるというふうに聞いてお

ります。 

　それから、また、全国の自治体での実施状況

につきましても、全国の市町村のうち、先ほど

述べましたように、３分の１の自治体が実施し

ていると。 

　それから、愛媛県では、すぐ隣の愛南町がや

っています。それから、宇和島市もやっていま

す。西予市、四国中央市が実施しています。 

　県内では、須崎市が２０１１年からやってお

りますが、四万十町は２０１２年から、その後

も広がって、今、香美市や田野町も実施してい

ます。 

　また、高知市では、全部の議会会派、６会派

の代表が、９月定例議会の直前に、岡﨑市長に

会い、２０１４年度予算への反映を申し入れた

ようであります。 

　市長は、執行部で議論しますという答弁だっ

たんですが、比較的前向きの答弁だったと聞い

ております。 

　こういった、非常に、私からすると、地域の

事業を助ける、地域活性化を図る起爆剤になる

この制度を推奨するわけですが、市長は、この

政策についてどのように考えるかお聞きします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　住宅リフォームの助成

制度、これを創設する考えはないかということ
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でございますけれども、住宅産業は、さまざま

な業種がかかわっておりまして、住宅のリフォ

ームを促すことにより、市の経済に一定の効果

があると考えております。 

　また、この住宅による助成事業に関する質問

については、過去、浅木議員から幾度となく、

この定例会での御質問もいただいておる経緯も

ございます。 

　現在、宿毛市の積極的に推進していく施策、

その方向は、防災減災事業であり、住宅に関す

る助成事業につきましても、必要な住宅の耐震

診断、そして耐震設計、耐震改修に関する助成、

このような助成事業を優先的にということで考

えておりますので、今の段階で、このような制

度を創設するという考えは持っておりません。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　市長は、あっさり持っ

てないというのに、持てというのは無理な話で

はないかと思いますが、けど、先ほど紹介しま

したように、同じように防災対策、どこの自治

体も全部進めているわけです。こういうことを

しながらも、そこの自治体では、こういう制度

も必要だということで導入しているということ

も、自治体の長として考えていただきたい。 

　それと、先ほど市長が地震の中で言いました

ように、ほかの制度との一体として、例えば木

造住宅の耐震性、これもよそでは、木造住宅の

耐震性と合わせて、住宅リフォームのほかにも

使えるようにして、耐震対策しながら、例えば

廊下の床板から弱ってきていると。それも取り

かえようかとか、壁板を取りかえようかとかい

うことで、耐震対策の効果がさらに上がるよう

に、住宅リフォームと合わせてやっているとこ

ろもあると。 

　それとまた、それ以外にも、宿毛市も現在、

やっておりますが、介護関係、それから障害者

への施設の支援、こういったものをやる場合に

でも、もしこれが住宅リフォームにも該当する

部分があれば、そういうものをセットにして、

住みやすい住環境をつくっていくというふうに

していくということが必要ではないかと思いま

す。 

　災害が厳しいからということで、検討もする

考えもないような返事ではなしに、もうちょっ

と前向きの答弁を求めたいと思います。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　住宅リフォームの制度、さまざまな防災対策

の事業と関連をさせながら、取り入れていくべ

きではないかという、再度の御質問もいただい

ております。 

　現在の耐震対策の事業、そしてそのほかに、

宿毛市では地域の生活支援事業、あるいは居宅

の介護住宅改修事業、そして介護予防住宅改修

事業、こういうものがずっと、制度として取り

入れております。 

　ですので、このような助成制度を十分使って

いただく中で、住宅の改修というのも、相当大

きく、そちらのほうから、私は進んでいくとこ

ろが、非常に今の市民の住宅の状況の中からも、

私はこちらを充実していくべきではないかとい

うふうな考えを持っております。 

　そのような点で、まだまだこのような制度は、

十分、防災対策上の予算も、なかなか申請者が

少ないという現状がある中で、果たしてここで

そういう制度、４制度をつくるということにな

っても、実際、我々に対しても、具体的な、こ

ういう要望というのは、いろんなところから、

まだ十分寄せられてないし、そういう内容、必

要度、そういうこともまだわかっていないとい

う状況でございますので、確かに他市町村や、

あるいは浅木議員が熱心に言っていただくとい

うこともよくわかりますけれども、我々として
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も、このような需要の状況等については、やは

りきちっと整理して、このような制度、どうす

るのかということについては、当然ながら、 

他市町村の例もありますので、考えてはいきた

いというふうに思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　この問題については、

これからもぜひ考えていただかないかんわけで

すが、今、市長言いました住宅耐震対策、それ

からブロック塀についても、極めて希望が少な

いということですが、その一方、この住宅リフ

ォームとセットにしてとか、住宅リフォームに

ついては、非常に希望が多いと。 

　当初予算で、例えば先ほども、西予市ですわ

ね、この場合も、当初予算で１，２５０万組ん

だと。ところが、やりたいという人が殺到して、

後からまた１，０００万追加予算を組まないか

んかったというぐらい、非常に希望が多いとい

うことです。 

　一つの耐震対策ということだけでなしに、こ

れはいろんなものが含まれますので。例えば、

先ほど、廊下を含めましたが、言いましたら、

風呂場、洗面所の改修、台所の改修、こういっ

たものを含めて、耐震と関係ない部分ができま

すので、そういった面で、もうぼつぼつ直した

いなと。ちょっと不便になってきてるなと思っ

た人が、そこで補助金ができたと、補助制度が

できたということで踏み切って、事業を発注す

るというふうになっているわけです。 

　こういう他の自治体の積極的な部分について

は、よく調査して、宿毛のほうでも市民の役に

立つ制度というものを、皆さんが利用しやすい

制度というものを考えていただきたい。今後、

ぜひ研究していただきたい、このように申し入

れまして、この部分は終わります。 

　次に、３番目の問題、学校再編と宿毛小学校

の建築について、市長と教育長にお尋ねします。 

　まず、宿毛小学校の建築に対して、市長にお

尋ねします。 

　この学校建築については、前市長のときから

多くの議論を積み重ね、２年前の市長選挙でも

一大争点となりました。 

　選挙の結果、沖本新市長となりましたが、事

が進展しないため、議会は学校再編調査特別委

員会を立ち上げ、調査等議論を積み重ねた結果、

当面、現在の宿毛小学校を耐震改修して使用し

つつ、速やかに高台へ移転するという内容でま

とめた報告が、９月議会で承認されたわけであ

ります。 

　その後、この報告に基づく高台の適地調査が

行われた結果、３カ所の適地があるということ

がわかりました。その３適地の中から、最終的

には、萩原地区に高台を造成することが決まり

ました。 

　しかし、今年度当初予算に高台造成関連予算

と合わせて、現宿毛小学校の敷地内へ、とりあ

えず新築するための関連予算が組み込まれてい

たため、関連予算に対する付帯決議となりまし

た。 

　付帯決議された耐震診断を実施した結果、宿

毛小学校は耐震化できることが判明し、今議会

に耐震化関連予算が補正予算として計上されて

います。 

　こうした長い過程を経て、やっと宿毛小学校

建築の方針が決まり、本格的な事業着手となり

ましたので、改めて次のことを市長にお尋ねし

ます。 

　まず、１番目に、宿毛小学校の耐震化関連事

業に、やっと着手できることになりましたが、

御承知のとおり、老朽校舎であることから、高

台への新築を急ぐ必要があります。高台造成に

向けた取り組みの現状をお聞きいたします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 
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○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　宿毛小学校の高台移転等についての質問でご

ざいました。 

　宿毛小学校の老朽化に対する懸念は、以前か

ら申し上げていたとおり、危険な状況にある、

このことは十分認識しております。 

　また、過去に幾たびも申しましたけれども、

この課題に対して、高台整備に至るまでの間、

子供たちの安全確保に対する措置としては、耐

震化はもとより、床フローリングの改修や、外

壁補修、防水工事等、必要最小限の修繕、改修

を予定をしているところであります。 

　さらに、高台整備に関しましては、本年の４

月に地区説明会を開催し、測量、調査に関し、

住民の皆様に御協力をお願いし、翌８月に萩原

地区高台整備に関する実施設計業務の発注、９

月には、地質調査業務の実施、さらには用地測

量、物件調査業務等についても、年内に発注す

る予定としております。 

　また、積極的に事業がなされているかという

ことでございますけれども、私自身、速やかに

高台移転を目指すということを申しております。 

　ただいまも、事業内容について触れましたと

おり、取り組んでいるところでございますので、

よろしくお願いをいたします。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　いろんな場所で、この

問題については、できるだけ早くということで

ございますので、今、お話がありました経過に

ついては、承知いたしました。 

　なお、工期の見通しについてですが、当初計

画８年ということですから、これより短縮させ

る方法はないのか。１年でも２年でも短縮させ

る方法はないのか、こういったことについて検

討しているかどうかについてお尋ねします。 

○副議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　工期の短縮の検討はということでございます。

高台移転に要する期間につきましては、以前か

ら何度も申し上げたとおり、早くても８年程度

はかかると考えております。 

　工期が早くなる可能性ということでございま

すけれども、現在、基礎的な調査を行っている

段階でありますので、工期短縮の可能性につい

て、現段階での明確な答弁は控えさせていただ

きたい、このように思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　改修のめどについては、

控えるということでございますが、御承知のよ

うに、全ての面から、宿毛小学校の問題もある

し、いろんな面から、早くという地元要望もあ

りますので、ぜひ１カ月でも１週間でも早くで

きる、こういうふうな、少しでも早くできる方

向へ向けて、取り組んでいただきたいと思いま

す。 

　次に、教育長にお尋ねします。 

　宿毛小学校の新築は、当初予定より大幅にお

くれることになりましたが、これに関連するた

め、松田川小学校との再編統合の時期は、宿毛

小学校の新築が完了後ということでよいか、こ

のことについてお尋ねします。 

○副議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　平成２２年度の再編計画におきまして、宿毛

小学校と松田川小学校については、校舎建設の

上で統合するという計画でありました。 

　しかしながら、その後に発生した、御承知の

東日本大震災の被災状況等を考慮する中で、現

在、再編計画について、見直しを行っていると

ころでございます。 

　その一環といたしまして、各校に出向いて、

保護者との意見交換会を開いてまいりましたが、

松田川小学校での意見交換会では、宿毛小学校
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を現在地に建設するのであれば、松田川小学校

の保護者の総意といたしましては、この統合に

は反対する、そういう御意見を賜っております。 

　また、宿毛小学校についても、現在、高台へ

の移転を目指して、取り組みを進めているとこ

ろでございますので、私といたしましても、現

段階においては、両校を統合することは難しい

のではないか、そのように考えております。 

　再編計画については、現在、見直しを行って

いる段階でありますので、現状において、両校

の統合について、断言できることはできません

けれども、今後、高台の整備を進めていく中で、

両校の統合について、協議していかなければな

らないと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今の説明でわかりまし

たので、これから関係する人とも、もし疑問が

あれば、疑問を解消するようにしていただきた

いと思います。 

　次に、再編等が大幅に延びるため、松田川小

学校は早期に耐震対策をする必要があります。 

　最短でいつまでに耐震化が完了できるかをお

聞きします。 

　なお、宿毛小学校については、この議会から

関連予算を出したということですが、松田川に

ついては、今後、いつ、どうしていくのか、詳

しいことをお聞きしたいと思います。 

○副議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　いつまでということでございますが、できる

だけ早く、耐震をしてまいりたいと思っており

ますし、その際には、子供たちの学習活動に支

障のない時期を選んで、早急に対応はしてまい

りたいと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　再度お聞きします。 

　宿毛小学校は、今度、めどを立ててやるとい

うことになったわけですので、この松田川につ

いても、宿毛は新築が延びたいうことでやり始

めたのに、松田川は、またいつこれについての

事業が始まるかわからんのかということで、非

常に疑問を持っていると。 

　これは、やはり同じように、何ですので、い

つごろどうするのか、これについては、もうち

ょっとはっきりしたものにしてもらいたいと思

います。 

○副議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　現在、耐震診断の予算を計上をさせていただ

いておりますので、平成２７年度中には、完了

させたいと、このように思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　わかりました。文部省

から指定された最終年度ということになるかと

思いますが、それまでにはやるということで、

よろしくお願いします。 

　続きまして、４番目の全国学力テストについ

て、教育長にお尋ねします。 

　全国学力テストは、１９６０年代に多くの教

育関係者の反対を押し切って始められましたが、

懸念されたとおり、過度な競争をあおり、学校

教育の本旨をゆがめる結果となりました。 

　全国で１位を争って、各地で激しい争いが起

き、不正が相次いで、中止となったわけであり

ます。 

　ところが、文部科学省は、２００７年にこの

テストを復活しました。復活するまでの過程の

中で、再び過激な競争を持ち込んだ、１９６０

年代のような学校にするなと、国民的反対運動

が起こり始めたため、文部科学省は学力テスト

の結果は、都道府県別の公表しかしないことを



－ 58 －

明言して、地方自治体にテストへの参加と協力

を取りつけたわけであります。 

　こうした経緯があるにもかかわらず、安倍政

権の文部科学省は、市町村教育委員会による学

校別の成績公表を来年度から認めることを発表

してしまいました。 

　この文部科学省の大転換によって、学校現場

へは再び激しい競争が持ち込まれようとしてお

ります。 

　成績の上下を争うのは、子供ではありません。

都道府県や市町村の行政や教育委員会、学校関

係者、大人の競争となることは明らかでありま

す。事情のわからない子供たちは、大人たちの

競争の渦に巻き込まれて、本来の豊かな人間性

を育て、人格を形成する教育が受けられなくな

ってしまうおそれがあります。 

　また、学校職員も多忙と過激な競争を強いら

れ、今以上に精神疾患、体調不良を訴える人が

ふえるでしょう。学力テストをめぐるこうした

情勢の中にあって、教育長に次のことをお尋ね

します。 

　このテストは、先ほど私が指摘したように、

多くの弊害を発生させるので、私は実施するべ

きではないと思いますが、教育長のお考えをお

聞きいたします。 

○副議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　全国学力学習状況調査、通称全国学テと申し

ますが、それにつきましては、全国的な状況と

の関係の中で、児童生徒の学力や学習状況を把

握、分析をしまして、宿毛市の学校における成

果と課題を検証することで、児童生徒への教育

指導の充実や、学習状況の改善等を目的として、

実施をしているものでありますので、宿毛市と

しまして、目的達成のためにも、全校実施が望

ましいものと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　残念ながら、私の期待

した答弁とは違いますが、これは教育委員会の

考え方でございますので、このことはお聞きし

ておきます。 

　２番目に、文部科学省は、これまでは結果を

公表しないとしていましたが、最近では、方針

を転換し、公表を認めることにしてしまいまし

た。 

　公表するのであれば、テストへの参加を見合

わせるべきではないか、お聞きします。 

　このことにつきましては、これまでもテスト

を公表するんやったら参加しないよという自治

体も、あちこちにあったわけですが、これまで

は、先ほど申し述べましたように、公表しない

ということだったので、ほとんどの自治体が参

加してきたということですが、私は今度、公表

を認めるということになってしまったわけです

ので、これに反対する自治体も出てくるんじゃ

ないかと思います。 

　教育長はこれについてどう考えるか、お聞き

します。 

○副議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　先ほども申し上げま

したように、全国学テについては、子供たちの

学力を分析し、あるいはその課題を見つけて、

教育現場に返すということが本来の目的ですの

で、全国学テの調査結果の公表については、文

部科学省通知により、教育上の影響等を確認し

た上で、教育委員会の責任と判断において、公

表することが可能となっておりますが、調査結

果を公表することについて、宿毛市教育委員会

といたしましては、現在のところは考えており

ませんので、そのように御理解いただきたいと

思います。 

　以上です。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 
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○８番（浅木　敏君）　今、テストへは参加す

るが、結果は公表することには、現在のところ

してないというお話をいただきましたが、その

教育長の発言の中で、子供たちのためにという

お話がございましたが、このテストが、実際に

はいろんな形で、圧力をかけてやらされると。

大阪の橋下市長もさることながら、最近は静岡

の知事ですね。これは、子供に圧力をかけれん

き、校長先生に対して、この学テの結果、下位

の１００人については公表すると言っていまし

た。しかし、文部省からの、それは問題あると

いう、また世論の問題もありまして、今度は上

位校の１００名を公表すると。 

　いずれにしても、競争をあおる道具というこ

とで、こういう先に立つ人が考えて。しかも子

供の競争ではなく、大人の競争、知事の競争な

のか教育委員会の競争なのか、こういうふうな

うちの、何県が１番になった、何県が２番にな

った。また市町村ではどこが１番になった、ど

こが２番になった。また、同一市町村の学校で

は、それを全部発表してくると、あそこの学校

は成績が悪い、こっちの学校は成績がええ。だ

から、できることならあっちの学校へ行こかと

いうふうなことにもなっていく、こういう非常

にゆがんだ教育というものになっていきますの

で、この問題については、教育長も、テストの

結果は発表しないということでありますが、こ

の問題そのものに対して、機会あるごとに、過

激な競争にならんような発言、これはしていっ

てもらいたいと思いますが、このことについて、

教育長の考え方をお聞きします。 

○副議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　先ほど来申し上げていますように、全国学テ

の本来の目的は、やっぱり子供たちのつまずき

を発見したり、それから理解度を深めたり、あ

るいはその学校の問題点を分析したりと、そう

いうことが主眼であると思っておりますし、現

在、少なくとも宿毛市内の全小中学校において

は、それぞれの学校で、この学テを自分の学校

の状況把握、分析に利用しておりまして、やら

され感というか、上からの押しつけとか、そう

いうことはほとんど払拭されております。 

　むしろ、これを利用して、自分の学校の子供

たちの本当の力を分析していこうと。あるいは、

保護者には、こういう状況ですよということを

お知らせできる、そういうふうな利活用をして

おりますので、先ほど、答弁をさせていただい

たような状況の中で、取り組みをするというこ

とを考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（岡﨑利久君）　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　今、教育長のほうから、

テストの果たす役割についてお話ありました。

私もこういう議論をしておりますが、テストそ

れ自体は、否定するつもりは全くありません。 

　テストそれ自体は、その先生の使い方によっ

ては、子供の学力を伸ばすことにもなると思う

わけです。 

　私も、子供のころには、いろいろテストも受

けてきましたが、私の学校の場合、小学校１年

から中学校３年まで、一つの教室で勉強する。

そしてまた、各学年１人か２人しかおらんとい

う状況でした。それでも、先生は毎日テストを

しておりました。 

　１人か２人しか学年おらんので、全部、ペン

で書いて、朝の授業の時間までにこしらえてい

くという状況でございました。 

　それを子供に、おまえ、きょうは何点だった

ねと。あしたはこうなるように頑張りやと。１

００点とれるようにしやということで、易しい

問題を、頑張れば１００点とれるような問題を

出して、家庭での学習、これを定着さすためだ

ったんじゃないかと思いますが、そういうふう
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なことをやって来たんで、私もテストそれ自体

には、先生が効果的に教育を発展させていくた

めに使うのであればいいけど、この、今やりよ

るテストについては、私は、先ほど言うたよう

に、大人の競争だというふうに考えているわけ

です。 

　こういったテストの使い方を履き違えた状況

になっていることについて、私はきょう、問題

を提起したわけでございます。 

　教育長のほうからも、いろいろ、一つの考え

方を聞かせていただきましたが、今後ともこう

いう教育の本旨から脱線せんような運営をよろ

しくお願いいたします。 

　以上で、私の質問を終わります。 

○副議長（岡﨑利久君）　　この際、１０分間

休憩いたします。 

午前１１時０６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１６分　再開 

○議長（今城誠司君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　１３番、濵田、一般

質問をします。 

　宿毛小学校改築予算の減額について。本会議

に提案している予算案では、宿毛小学校の耐震

改修工事関係で、設計業務委託料３５０万円を

盛り込んだ一方、現在地への校舎建築に向けた

用地取得関連費４５０万を減額し、保護者の間

には、高額の建設費を投入し、新築後は、高台

移転は中止になるのではとの懸念もあったが、

耐震後に移転という方向性が予算上、明確にな

った。 

　このことを受けて、次のことについてお聞き

したい。 

　１番目として、高台を目指すとしているが、

５０人以上いる地権者の対策について、まず市

長にお伺いします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　１３番、濵田議員の質

問にお答えをいたします。 

　まず、高台を目指すとしているけれども、５

０人以上いる地権者対策をどうするかという質

問でございます。 

　まず、萩原の高台候補地の地権者の人数につ

いては、濵田議員は５０人以上と申されました

けれども、現段階では、その数字も確定したも

のではございませんので、まずその点は御理解

をいただきたいと思います。 

　萩原地区の高台の地権者対策としては、４月

に萩原、与市明地区住民を対象にした説明会を

実施いたしました。その会の参加者からは、大

方の賛同を得られたと考えております。 

　その後、８月に萩原地区高台整備に関する実

施設計業務の発注、９月には地質調査業務の実

施、さらには用地測量、物件調査業務について

も、年内に発注を予定しております。 

　今後におきましては、そういった調査により、

整備範囲を明確にした後に、当該地を所有する

地権者を対象にした説明会を実施したい、この

ように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問を行います。 

　そしたら、５０人とか、そういうのは別にま

だ決まっているわけじゃないんですね。最初は

２７人や、それから、生前からの登記してない

人とか、そういうので１００人近くならせんろ

かという話も聞いてますが、それはまだわから

んわけですね。 

　そして、次に、地権者の中には、想定する単

価では買収には応じられない。萩原の移転に反

対だとの声が聞こえてくるが、どのように話し

合いを進めるか、お聞きします。 
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○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　高台の事業を、今後進めていく中では、議員

より御指摘のありましたように、事業に反対す

る立場の住民が出てくることも、想定されると

ころではあります。 

　そういった方に対して、どのように話し合い

を進めるかとの御質問でございますが、私とし

ては、できる限り、全ての地権者に対して、事

業の概要や、高台の必要性について、誠心誠意

説明をする中で、地権者の御理解を求めてまい

りたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問をします。 

　萩原地区で５０人以上、一応おると。それか

らまた、ここで買ってる人の単価なんかを聞い

てみますと、今、市が想定しているような値段

の１０倍ぐらいの値段もあるわけです。そうい

うのが、市としては、用地買収が困難ではない

んだろうかというように思っておりまして、そ

れも話し合いをして、１０分の１以下に下げて

もらえば、一応、今のあれにそぐうわけですけ

れども。 

　そのように、用地買収が仮に困難だとした場

合には、市長は、現在地に建てるというような

考えはお持ちですか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　とにかく、高台を目指して、できること全て

やり切っていかなければいかんというふうに考

えておりますので、現在のところ、そのような

形は、高台を目指していくという方向の中で考

えてはおりません。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問します。 

　次に、反対住民が反対運動の一環として、土

地収用の手続をおくらせたり、反対派の人数の

多さを示すため、１坪運動によることが想定で

きますが、今回、このようなケースが出た場合、

どのような対策をとっていくか、市長にお聞き

します。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほど、濵田議員の質問の中に、単価の話が

出ておりましたけれども、これは、まだまだ、

全くそこまで判断できるような状況ではござい

ません。先ほど言ったように、まだまだ地質調

査であるとか、用地測量であるとか、このよう

な物件調査業務について、発注しているという

状況でございますので、全くそういう決まった

単価があるということではございません。 

　それから、そういう１坪運動ですか、そうい

う運動が起こったら、どうするのかという質問

でございましたけれども、私としては、そうい

うことが起こらないように、とにかく一生懸命、

このことについての説明をして、最大限、努力

してまいらなければいけないと、このように考

えております。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　一応、地元の人に聞

いたんですが、山林やったら、大体、今、全国

平均、このぐらいしていると。 

　そういうような中で、私は割り出したわけで

ございますけれども、その人なんかの言う値段

の約１０倍でも、ちょっと無理やないかと、そ

のように私が感じて、ちょっと先走りました。

その点についてはおわびします。 

　それから、４番目として、次に、どのように

しても反対があった場合、強制執行は可能かど

うかお聞きします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 
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○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　強制執行についての質問でございますが、ま

ず、法的に申し上げると、学校教育のための施

設であれば、土地収用法が適用可能となってお

ります。 

　ただし、事業の認定に際しましては、位置の

妥当性や規模の妥当性、これなどを明確に示す

根拠が必要であり、今回のケースが必ずしも収

用できる事業に当たるかどうかについては、現

段階において、明確にお示しすることはできな

い現状であると考えます。 

　しかしながら、収用できる、できないにかか

わらず、土地の取得については、個人の大切な

財産を強制的に取り上げる手法という手段では

なく、それぞれの地権者から合意をいただく中

で、納得をしていただく中で、取得をしていき

たい、このように考えており、そのための努力

は惜しむものではない、このように考えており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問をします。 

　一応、強制執行というのは、単価がえらい高

く買っている人がおるわけです。それでまた、

穀屋何かをつくっていると。そして、今の単価

からしたら、もう全然高いわけですね。 

　そういう人たちが、私の聞いた話では、６万

円で買って、それからまた土地を整備して、そ

れから穀屋を建てたと。 

　そういう中で、市としては、そういうような

値段で買っていただけるんでしょうかというか

ら、それは私はわかりませんと、そういう話も

したわけですが。 

　そういうようなこともあるから、強制執行で

もしなきゃ、私は売る気はありませんという返

事をいただいてますので、一応、強制執行をつ

け加えたわけです。 

　それから、次に、工期が８年から１０年かか

るというのに、保護者のみの説明で不十分では

ないかと思うわけでございますが、校区全住民

に対する説明会が必要と思うが、それについて

の意見をお聞かせ願いたい。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　校区の全住民に対する説明が必要ではないか

という質問でございます。 

　私としましては、学校建設を検討する際に、

一番考えるべきことは、子供の目線に立つこと

である、このように考えております。 

　そして、子供の意見を代弁していただけるの

は、やはり保護者ではないかと考えております。

そして、現在の施設の状況を一番よく把握をさ

れているのも、子供であり、保護者でもあると

考えます。 

　その考えのもとに、保護者を対象とした説明

会を開催し、一定の方針を決定させていただき

ました。 

　しかしながら、学校教育活動を行う上では、

当然ながら、地域住民の御理解や御協力も必要

ですので、今後におきましては、地域の住民に

も、一層御理解をいただけるよう、努力をして

いきたい、このように考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問をいたします。 

　一応、工期が８年から１０年かかると。そし

て、うちの孫なんかも、今、保育園におるわけ

です。その子なんかは、学校が８年やったら、

一応、セーフになるわけです。しかし、今の保

護者がいう年齢では、８年たてば、もう小学校

卒業しているわけです。だから、私は、今のＰ

ＴＡだけではなくて、保育園に行っているお母

さんたちの意見も聞き上げるべきだと、そのよ

うに思っておりますが、その点、市長はどのよ
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うに思いますか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほど、答弁申し上げましたけれども、一番、

今の現状を理解していただいているのは、保護

者の皆さん、あるいは子供たち、そういうとこ

ろであろうというふうに思っております。 

　今後は、このような形の中で、判断をしてお

りますけれども、さまざまこれから、その方針

で進めていく上において、そのような皆さん方

にも、市民の皆さん方にも、できる限り説明を

して、納得いただけるように、本当に心から、

取り組んでいかなきゃいかんというふうに考え

ております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問をします。 

　いろいろと、山の上にあがると。それで、ま

ちの父兄の方にも、ちょっと聞いたんですが、

私たちは、ＰＴＡの代表ではないから何も言え

ませんけれども、第一、山の上にあがるのに、

１０分以上、２０分ぐらい余分にかかるんじゃ

ないかと。そしたら、必ず学力は落ちてくると。

そういうようなことは、どのように考えてます

かと、そういうような質問を受けたわけです。 

　だから、まちの人たちと、また完全に、安全

な、確かに山の上にあれば、津波が来たときに、

ちょうど授業してたら逃げなくていい。それは

確かにそのとおりです。しかし、３６５日、一

応あれですか、学校におるのが、１，５００時

間ですか。そういうような時間を勘案しますと、

やはり夜中に地震が来たときは、まちの中へ学

校があるほうが、はるかに逃げよいと、そうい

うような意見なんかも多々聞くわけですが、そ

ういうようなことは、市長は考えたことはあり

ますか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　小学校の高台移転に関して、学力も含めた、

あるいはまちづくりであるとか、避難対策であ

るとか、いろんな意見があることは、私は承知

をいたしております。 

　しかし、今、一番、我々として対応しなけれ

ばいけないのは、子供たちに安全なところで勉

強していただくこと、このことをまず最優先に

考え、そして学校の再編であるとか、さまざま

な観点も配慮、考えていく方向の中に包含をし

ていきながら、総合的に判断していくというの

が、今、我々が高台を目指すという形で判断を

している状況でございますので、意見の違いあ

ることは、重々承知ですけれども、できるだけ

その辺のところについても議論を交わしながら、

市民にも納得していただくように、私は今後、

力を入れていきたい、このように考えておりま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　議員の人たちにも、

一応、まちの人たちの声も聞いていただきたい

と、私はそのように思っております。 

　それから、次に、教育長にお聞きします。 

　教育委員会としては、宿毛小学校の建設場所

については、当初、現地が望ましいという結論

であったと思いますが、今はどのように考えて

おりますか。まず教育長にお聞きします。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　宿毛小学校の建設場所について、今の考えを

とのことでございますが、教育委員会といたし

ましては、従来は宿毛小学校が老朽しているこ

ともあり、耐震化ができない、そういう前提が

ありましたので、その上で子供の教育環境のこ

とを考えると、整備が数年先になる高台ではな

く、現在地での建設が望ましいとしておりまし

た。 
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　が、しかし、耐震２次診断の中間報告以降に、

市長部局と協議をいたしまして、現在は津波対

策を考えますと、現校舎の耐震性を速やかに確

保しまして、教育環境を整備した上で、高台に

移転することが望ましいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問をします。 

　今、教育長が言ったことは、私も存じており

ますけれども、まちの人たちは、そういうよう

な考えではないんですよね。前には、教育委員

会はこうこうやったと。現場所がええと。ただ

それだけを言うてくるから、いろいろと協議し

た結果、こうなったわけですと。そして、議員

の中で、反対は私一人というような立場になっ

てますということも言いました。 

　しかし、やはりそのように言っただけでは、

なかなか納得もしてくれないと。そして、教育

委員長も、そういうような話を昔、していたと。

だから、教育委員長にも同じ質問をしてくれと

いうわけです。 

　次に、構わなければ、教育委員長、同じ質問

で、よろしくお願いします。 

○議長（今城誠司君）　教育委員長。 

○教育委員会委員長（増田全英君）　濵田議員

の質問にお答えいたします。 

　私としましても、教育環境や早急な建てかえ

を考えますと、現在地での建設がよりよい方向

ではないかと考えておりましたが、現時点にお

きましては、教育長同様、南海地震時における

津波対策を考えると、速やかな耐震補強の上、

高台に移転することが、安心安全を確保する上

で、望ましいのではないかと考えております。 

　以上です。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　大体の考えは、よく

わかりました。 

　街区の住民といたしましては、現場所に宿毛

小学校を改築し、宿毛の子供たちの教育環境を

整えることが、一日でも早くできるよう、教育

委員会、また市長にお願いして、私のこの質問

は終わります。 

　防災対策について、高齢者、障害者など、避

難弱者に対する対策について。 

　先日、車椅子で店に見えられた女の人に、被

害時に、高齢者、障害者を受け入れる福祉避難

所について、宿毛市ではどことどことになって

いますかと質問を受けました。わからず、調べ

てみますと返答をしました。 

　そこで市長にお聞きしますが、災害時の避難

に助けが必要な要援護者は、市内に何人いるの

ですか。また、避難場所はどこに行けばよいの

か、お聞きします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　高齢者や障害者などに

対する福祉避難所等についての質問でございま

す。 

　まず、災害時の避難に支援が必要な要援護者

の人数についてですが、宿毛市では、平成２１

年１２月より、宿毛市災害時要援護者登録制度

を実施し、災害時において、支援が必要な方々

を、有事に備え、平常時から地域の中で見守る

仕組みづくりに取り組んでおります。 

　この宿毛市災害時要援護者登録制度は、本人

の同意を得て、地元の民生委員や、消防団、自

主防災組織等への、その方の身体等の状況をお

知らせをし、有事の際には、地域の中で避難支

援に役立てようとするものであります。 

　その登録者数は、現在、１，１５０人、この

ようになっております。 

　次に、福祉避難所についてですが、災害が発

生した場合、まず、それぞれの地域で指定され

た１次避難場所へ避難していただくことになり

ますが、安全が確保され、一定期間、応急的に
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避難が可能な２次避難場所の一つとして、福祉

避難所を設置することとなっています。 

　現在、宿毛市では、有事に備え、災害時要援

護者の２次避難場所となる福祉避難所として、

市内の福祉施設と災害時における福祉避難所の

設置運営に関する協定を締結しています。 

　協定を締結している施設は、宿毛育成園、宿

毛授産園、ワークセンターすくも、ピアハウス

すくも、豊寿園、ケアハウスすくも、幡多希望

の家の、以上７施設となっております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　再質問します。 

　障害者の方は、私のところに来てても、私の

あれはどうでも構いませんけれどというような、

ものすごい謙虚な話し方で、普通の人に、一応、

健常者の方に迷惑をかけたらいかんから、とい

うような話も、ただ聞きまして、それで、他人

に迷惑をかけたくないと遠慮したり、また避難

しても受け入れられないと諦めたりする場合が

あるんではないだろうかと、私はこのように思

っておりますが、そこで、日ごろ、行政が仲立

ちをして、例えば育成園とか、そういうような

ところなんかの人たちと、またまちの人たちが

会話する機会とか、そういうようなものを時々

つくってやれば、またその避難場所なんかに行

くときも、いろいろと役立つんではないだろう

かと、そのように思いますが。もし宿毛市のほ

うで、そういうような何か計画があれば、教え

ていただけませんでしょうか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　そういう要援護者の必要とする、災害時に必

要な皆様方に対し、あるいはまた、市民に対し

ても、この協定を結んでおります福祉施設等の

周知徹底については、ぜひともいろんな形で広

報をして、市民の皆さんに知っていただくとい

うことは、非常に大事なことだというふうに思

っております。 

　ただ、これは一応、２次避難場所という形で

ございますので、その辺も了解をしていただい

て、周知を、我々としては図っていかなければ

いけない、このように考えております。 

　また、具体的に今、そのような計画、私のほ

うで聞いておりませんので、恐らくそういう形

も、今後、計画していかなきゃいけない、そう

いう形になると思います。 

　どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　１次避難場所と２次

とは、ちょっと違いますけれども。例えば、小

学校なんかに、耐震するときに、１部屋ぐらい、

そういうような要援護者の施設を、部屋をつく

っていただけないものか、それもお聞きします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　福祉避難所につきましては、あくまでも大規

模災害が一定、収束をして、あとの２次避難場

所となりますので、市街地に、例えば学校とか

いう形ありましたけれども、限定する必要はな

いかと思いますけれども、全体の被災状況にお

いては、被災を免れた市街地の公共施設や、ホ

テル等の１室、こういうところに福祉避難所を

設置する可能性はあると考えますので、今後、

そのような施設等の事業を行う場合、あるいは

今後の避難計画の中で、この辺についても、ど

のように位置づけるか、このことについては、

検討してまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　今ので大体はわかり

ましたけれども、でき得れば、そういうところ

にもつくっていただきたいと、そのように思っ

ております。 
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　それでは、災害時に備えて、小型船舶免許取

得に対する支援について。 

　過日、東日本大震災の跡地３件を視察させて

いただきました。そのとき、宮城県の何市か、

少し忘れましたが、おたくは議員さんですかと

聞かれました。はいと答えると、ぜひとも海岸

ぶちに住んでいる若い消防団員とか、消防署員

に船舶免許をとるように、何とか援助ができな

いものかという質問を受けました。 

　それで、どういうことですかと聞きました。

浸水して、６メートルぐらいのボートみたいな

のが流れてきて、それにエンジンがついている

けれども、エンジンのかけ方もわからない、何

もわからないと。それで、一応、その小型免許

を持っていたら、そういうような対応ができる

んじゃないだろうかと。 

　そのとき、３０メートルぐらい先に、四、五

人の人たちが流されていったけど、よう救助し

なくて、そのまま沈んでいったのを見ていると。 

　そやけん、何としてでも、そういうようなと

きにはやっぱり、一番頑張ってくれる、消防職

員とか、消防団員に、船舶免許をとらすように

したらどうでしょうかというような問いかけを

受けまして、それは、宿毛に帰って、私の田舎

に帰ったら、私もそのことを質問してみますと

いうことで、そういうようなことで、市長にそ

ういうような取得手当といいますか、援助がで

きないものか、ひとつお聞きします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　小型船舶免許の取得についてでありますけれ

ども、消防署員につきましては、これまで個人

的に取得している者が７名おり、さらに今年度

から、幡多西部消防組合が取得費用の半額を助

成しておりまして、既に本制度を活用して、２

名の消防職員が取得し、合計９名が免許を保有

している状況でございます。 

　先ほどから言われております消防団員につき

ましては、沿岸部の団員は、免許保有者が多い

とは思いますが、保有していない団員に対して、

新たに免許を取得させる、このことについては、

現在のところ、考えておりません。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　今、聞いてましたと

ころ、９名の方が、一応、持っていると。もう

少し、できればまたそういう制度を利用して、

取らしてあげればと思いますけれども。 

　それから、大体、関連質問になりますが、そ

のときにゴムボートとか、それからアルミ製の

ボートなんかやったら、手漕ぎでもできるが、

そういうようなものを公共の施設に備えつけた

らいかがなものでしょうかという質問も受けま

して、ああ、なるほどなと。それやったら、手

でも、ある程度、漕いで行けるんではないだろ

うかと思って、あれしてたんですけれども。 

　そういうようなものは、どのぐらい、大体か

かるんでしょうか。１隻当たり。 

○議長（今城誠司君）　暫時休憩いたします。 

午前１１時５２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時１４分　再開 

○議長（今城誠司君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　濵田陸紀君の質問に対する答弁を求めます。 

　市長。 

○市長（沖本年男君）　先ほどの質問に関しま

して、内容がよく聞き取れない部分がありまし

たので、改めて質問をお願いをいたしたいと思

います。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　それでは、改めて質

問をいたします。 

　東北の被災地を訪問したときに、関係者から
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ゴムボートとかアルミ製のボートなどであれば、

手こぎでも可能ではないかという質問を受けま

した。 

　それなら、ある程度、手でこいでもいけるん

じゃないかと思い、もし購入するとすれば、１

隻当たり大体どのくらいかかるか、質問をいた

します。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　ゴムやアルミ製のボートは、どれほど単価が

するのかという質問でございました。 

　まず、船外機なしの場合には、２０万から６

０万円、船外機つきであれば、５０から１００

万円、このような範囲内であるだろうというこ

とでございます。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　関連質問ですが、ゴ

ムボートやアルミボートなど、公の施設、また

学校などに備えつけはできないものか、市長に

お聞きします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　今後、この宿毛市の地盤沈降浸水地域におけ

るさまざまな、今後の、県や高知市の協力もい

ただきながら、このような長期浸水対策の計画

を、今後、勉強会、検討会等を開いて、２６年

度には策定するようにしておりますけれども、

そうした中で、そのようなことも含めて、今後、

検討していく形になるのではないかなというふ

うに思っております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１３番濵田陸紀君。 

○１３番（濵田陸紀君）　でき得れば、学校等

に備えつけをお願いしていただきたいと、その

ように思っております。 

　それでは、一般質問を終わります。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　１１番、一般質問を

行いたいと思います。 

　今議会、今年の最後の議会になります。私が

おおとりということですので、気持ちのいい形

で年を越したいと思いますので、執行部には簡

潔な御答弁をいただきたいというふうに思いま

す。 

　それでは、順次、質問に入ります。 

　まず、市長の政治姿勢。市長が当選されて２

年になろうというふうになっておりますが、こ

の２年間を振り返って、御答弁を願えればとい

うふうに思います。 

　まず、小中学校の耐震改修について、お聞き

をいたします。 

　きのう、きょうと何人かの議員が質問をされ

ておりますので、重複はできるだけ避けて、質

問をしたいというふうに思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

　まず、非構造部材の改修について、どの程度

の改修を計画しているのかについて聞こうと思

いましたが、浅木議員、またきのうもちょっと

答弁をいただきましたので、金額的にどれくら

いの金額を想定しているのか。議員協議会では、

かなり、２億ぐらいはかかるがじゃないかとい

うような答弁をいただきましたが、どの程度の

改修予算を想定しているかについて、まずお聞

きをしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　寺田議員の一般質問に

お答えいたします。 

　非構造部材の改修金額について、御質問がご

ざいましたけれども、委託業者より、最終報告

がきていない状況でございますので、具体的な

明示は、まだできないというところでございま

す。 

　以上でございます。 
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○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　再質問いたします。 

　ということは、おおむね２億という説明を、

議員協議会等で受けてましたが、これは本当に

アバウトな金額であって、今はわからないとい

うのが現状であるというふうに認識をします。 

　それで、宿毛小学校の耐震改修についてです

が、市長は、ＩＦ値による改修を計画している

ということでありますが、このことについて、

ＰＴＡとも懇談会を開いたと聞いておりますが、

これで理解を得られたというふうにお考えです

か。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　ＰＴＡの皆さん方と意見交換をしていく中で、

その大筋においては、ＩＦ値に基づく耐震改修、

これに御理解をいただけた、このように判断を

いたしております。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　理解を得られたとい

うふうに判断をしているということですが、先

月１１月３０日の高知新聞の、これは「土佐あ

ちこち」というところに、宿毛支局の記事が出

ておりますが、市長が出席しての意見交換会の

出席者１３人である、ということで、宿毛小学

校の生徒数というのは、かなり多いですよね。

３００人超してますよね。その中での１３人と

いうことは、非常に少ない人数である。 

　この記事の中にも、子供たちの安全にかかわ

る問題なのに、こういう少ない人数でいいのか

なというようなコラムになっているわけですが、

実際、本当に理解を求めていかなければいけな

いのは、子供であり、保護者であるというふう

な、先ほどの答弁もあったようですが、これか

らどのような形で、この関係する方たちに市長

は理解を求めていくのか、これが、今から学校

を改修する、また新築移転する場合においても、

大変重要になってくると思うんですが、市長の

考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　宿毛小学校のＰＴＡの皆さん方への説明につ

いてですけれども、私が出席する前段の説明会

では、ほぼ、私は出席しておりませんでしたけ

れども、教育委員会のほうで行っていただいて、

相当の人数の皆さん方も来ていただき、説明し、

そしてそれを受けて、その内容も含めて、その

後、私が出席する意見交換会に至ったというふ

うに思っておりますので、その場所にもＰＴＡ

会長さんにも来ていただいて、もうこういう形

の中で、ＳＲＦ工法でいくべきやないかという

ふうな、そういう判断も、その場でもしていた

だきました。 

　そういう形で判断をしたわけでございますけ

れども、今後もいろんな機会が、そういう形の

中では出てくると思います。議会の中で、今後、

皆さんの予算議決をいただく中で、さらにＰＴ

Ａの皆さん方、教育委員会とも連携をしながら、

説明は常にしていく、そういう姿勢で臨まなけ

ればいけないというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　今後、いろいろな機

会を捉えて説明をしていく、理解を求めていく、

当然そうなるしかないと思うんですが。 

　この耐震改修についてですが、宿毛小学校だ

けをＩＦ値で改修する。ＳＲＦ工法、包帯工法

で改修をするということで、私たちも、議会と

しても説明を受けてますし、２回行われた保護

者との懇談会においても、そういう説明をされ

たと思うんですが、この宿毛小学校だけをＩＦ

値で行うということについての理解も、この２

回行った説明会において、理解を得られたとい

うふうに、市長としては判断をしているかにつ
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いて、お聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　宿毛小学校のみの耐震

改修に、このＩＦ値に基づくＳＲＦ工法につい

て、理解を得られたと判断しているのかという

ことでございます。 

　その工法が、予算も当然ですけれども、その

後の、その他の非構造部材を改修することも含

めまして、２７年度までには、ぜひともこの耐

震改修も完了させたい、そういうより早く、こ

の耐震を完了させたいという意味合いもありま

して、この宿毛小学校に関しては、そういう形

で今後、進めていく、納得が得られていると判

断しております。 

　ただし、その、だけと言われましたけれども、

松田川小学校については、これから二次診断を

するようになっておりますので、今後について

も、どういう形でやるのかを含めて、検討して

いく内容にはなるじゃないかというふうには判

断をいたしております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　ということは、宿毛

小学校は、２７年度までに耐震工事を完了さす

ために、だけとは言いませんが、ためにＩＦ値

でやるように聞こえたんですが、保護者の求め

るのは、安心して子供たちを学校に行かせれる

耐震改修を行うかどうかなんですよね。 

　それで考えると、ＩＦ値、僕も、西条市にも

見に行きましたし、ＩＦ値で改修した学校も見

ました。本当に大丈夫なのかなということも、

行ったところの学校でも聞きましたが、大丈夫

という判断をしているということでした。 

　東北の３．１１の震災のときにも、ＳＲＦ工

法で改修した建物はほとんど壊れなかったとい

う、話を聞きましたが、それを踏まえて、その

ＩＦ値のＳＲＦ工法での改修が、安全を担保で

きるということを、市長として、教育委員会と

して、しっかりと市民の皆さんに説明をしてい

くことが抜けているので、今の話になっている

んじゃないかというふうに思いますが、市長 

はこのＩＦの数値の問題、また工法の問題につ

いて、もっと市民にしっかりとした説明をすべ

きじゃないかと思うんですが、この点について、

市長のお考えをお聞きいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　このＩＦ値でやるという場合は、確かに先ほ

ど、２７年度までに完了させたいという言葉、

先ほどの答弁ではなりましたけれども、当然な

がら、それだけではなくて、子供たちの安全を

確保しながら、通園もしながら、通学もしなが

ら、改修が可能である、そういう形も含めて、

このような工法でやりたいということでござい

まして、今後、そのことの周知等につきまして

は、機会がある中で、今後、ＰＴＡの皆さんと

同じような形で、私は市民の皆さんにも、この

ことの内容の説明は積極的にしていかなければ

いけないというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　これについては、周

知をしていくということですので、今回、何点

かの、何校かの予算も計上されておりますが、

これを今の現在の、予算化しているのを実行し

たとして、あとどれくらいの学校が耐震改修、

学校、また体育館もあると思うんですが、改修

のできてない学校が、どれだけ残るのかという

ことについて、把握していれば御答弁を願いた

いと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えをいたします。 

　市内小中学校の耐震化の現状ということでご

ざいますけれども、市内の学校施設のうち、耐
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震性が確保されてないとされる施設については、

小学校では、宿毛小学校の校舎、体育館、そし

て松田川小学校の校舎、体育館、橋上小学校の

校舎、体育館、そして平田小学校の校舎、沖の

島小学校と大島小学校の体育館であります。 

　中学校では、宿毛中学校の校舎と、東中学校

の体育館、このようになっております。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　再質問いたします。 

　宿小を初め、８校ぐらいの校舎、または体育

館が残るということでございますが、文科省に

ついては、平成２７年度までに耐震改修を終わ

らせなさいよということで、通達が来ていると

思うんですが、現在の状況で、この２７年度中

の耐震化１００％というのは、達成できるのか

どうかについて、お聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほど挙げた耐震性の確保されてない施設に

ついて、２７年度までに、どこまで進むのかと

いう質問でございますが、まず、橋上小学校の

校舎については、補強工事の入札を、今週行う

予定としておりまして、今年度中には、工事が

完了できる見込みであります。 

　また、平田小学校の校舎についても、今年度

中に工事に取りかかり、来年度に繰り越す中で、

工事が完了できる見込みであります。 

　次に、宿毛小学校、宿毛中学校の校舎につい

ては、来年度に工事に取りかかり、来年度中に

は工事を完了したい、このように考えておりま

す。 

　残る松田川小学校の校舎と耐震性の確保され

ていない６校の体育館についても、今後、耐震

診断や補強設計を実施していく中で、具体的な

工期を定め、平成２７年度中の完了を目標に、

取り組みを進めていきたい、このように考えて

おります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　２７年度中に全ての

学校を行えるように、努力をしていくというこ

とで、鋭意努力をして、一日も早く、ひとまず

の耐震、子供たちに安心して勉強できる環境を

整えていただきたいというふうに思いますが。 

　そこで市長にお聞きをいたしますが、ひとま

ず耐震が、全校できたということで、また後で

教育委員会のほうには聞きますが、学校の再編

計画が、今、新しくつくろうということで、話

し合いをされているようですが、市長として、

学校の設置者として、今後の学校再編、またど

のような市内に配置をしていくかについて、お

考えがあれば、お聞かせしていただきたいと思

います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　耐震、全校が完了した後の再編について、市

長としてはどのように考えるかということでご

ざいますが、現在、教育委員会のほうで、再編

に向けての各学校を回りながら意見を聞く、今

後、段取りを追いながら、再編の方向について、

明確にしていく方針を立てておりますので、当

然のことながら、このような教育委員会の方向

と整合性をとりながら、そこに市長としての財

政投入、これは考えていかなければいけないと

いうふうに考えて、現在はその段階でございま

す。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　学校問題で、余り時

間をとると、また時間がなくなるといけません

ので、この程度で、学校問題の耐震改修につい

ての質問は終わりたいと思いますが。 

　次の質問にいきます。 
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　１２月５日付の高知新聞に、「宿毛フルマラ

ソン復活へ」という記事が出ておりました。 

　市長は、花へんろマラソンにかわるスポーツ

大会の決定について、４日までに決めたという

ふうに書かれておりましたが、このフルマラソ

ンでやるということの決断を、いつされました

か。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　私がその方向で、フルマラソンを実施してい

く方向を判断したのは、第２回の検討委員会の

中で、そのような判断について、私の考えを示

しました。以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　第２回の検討委員会

ということは、１２月２日ですよね。２日の検

討委員会で決断をしたということですが、私た

ちは、１１月の中旬というか、１８日からです

か、議会報告会というので、４日間、宿毛市内

４カ所で議会報告会を行いました。 

　その中で、橋上の報告会のところで、ある参

加した市民の方から、マラソンに決まったと。

資料もあるということで、僕は傍聴のほうにお

ったわけですが、質問があり、資料も手元には

あるぞということで、報告会に参加している議

員に質問をしておりました。 

　１２月２日以前です。これはどういうことな

んでしょうねと僕は思うんですが。 

　市民から熱い要望があるというのは、僕たち

もことしの６月の議会中でしたか、にもそうい

う市民の集まりがあり、御招待を受けて行った

こともあるんですが、３月議会の冒頭で、市長

は花へんろマラソンの中止を決定したわけです

よね。６月の時点でも、新たなスポーツ大会に

ついて、検討している。文書は、僕も持ってい

ますが、議事録の。というような趣旨の発言を

している。 

　１２月の冒頭というか、１１月の時点で、市

民からの熱い要望があるので、フルマラソンに

決定したというのは、余りにも時間的に言うと、

短いんじゃないか。もっと熟慮する必要があっ

たんじゃないか。本当はやめるときに、と思う

んですが、このことについて、市長のお考えを

お聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　花へんろマラソンにつ

いての質問をいただいておりますけれども、こ

れまでの経過として御答弁していく中で、その

ような方向について、答弁をさせていただきた

いというふうに思います。 

　まず、花へんろマラソンの終結後の取り組み

といたしましては、まず、花へんろマラソン実

行委員会のメンバーとして、御尽力いただいて

おりました市内の各種団体さんに、新たな競技

を実施する上での意見をお聞かせいただくアン

ケート調査を実施いたしました。 

　その結果は、マラソン関係の競技が半数弱を

占め、マラソン以外の武道大会や球技大会、そ

れぞれ足すと、これが半数を超える結果となっ

ております。 

　続いて、宿毛市のスポーツ事業の実施や奨励

に関しては、宿毛市スポーツ推進審議会にて御

検討をしていただくようにしておりますので、

教育委員会より諮問がなされ、審議会でも審議

をいただき、答申をいただいております。 

　審議会からは、答申内容としては、各種の競

技大会や、球技大会や武道大会等の実施につい

ては、市民の方々になじみが薄かったり、ルー

ルを詳細に把握していない面も見られ、誰もが、

わかりやすく、気軽に参加でき、特別な道具も

必要とせず、市民自身も参加がしやすく、また

市外からの参加者を呼ぶことができるマラソン

などのランニング種目が望ましいと判断する。 

　ただし、ランニングの距離やコース等の選定
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については、フルマラソンにとらわれることな

く、青少年や市民の競技力の向上が図られるよ

う、十分考慮し、準備段階でＰＴＡや婦人会、

学校関係者、市民の方や体育関係者も含めた意

見を反映させ、また実施に当たっては、多くの

方々からの協力体制がとれるよう、早急に取り

組んでいくことを要望するとのことでありまし

た。 

　その後、市内の各種団体と、私や副市長、教

育委員会で構成する検討会を開催をし、その中

では、花へんろマラソンの経験と反省点を踏ま

えて、フルマラソンに取り組むべきではないか

との意向になり、マラソン大会の再開に向け、

取り組んでいくようにしたものでございます。 

　これが、私の判断をした経過でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　私は、フルマラソン

をやるなということで質問しているんじゃない

んですよ。やるからには、一度、それもやめる

といった大会を、場所とか、まだ決まってませ

んので、どういう形でやるかも、今からでしょ

うから、その内容いうのではなくて、一度やめ

ますというたその半年もしないうちに、やるっ

ていうことを決断したその中身が、非常に危う

いから聞いているんですよ。 

　アンケートをとったといいました。アンケー

ト調査の結果もいただいてます。４８．４９％

がマラソンというか、走る競技ということでし

ょうね、のほうがいいだろうと。 

　これを見てみますと、パーセントで書くと、

何人が答えたのかというのは、わかりにくいで

すけれども、間違っていたら訂正してください。

僕の判断では、３０人ちょっとですよね。アン

ケートに答えた人というの。もっと、例えば市

民に問いかけるという方法もあったと思うんで

す。 

　例えば、広報にアンケート用紙を入れて、各

地区長さんに集計をお願いしてまとめるという

方法もあったと思うんですよ。そういうことも

せずに、この一部の関係された方々だけの判断

で、今回、もう一回やろうということは、大会

を運営していく上で、多くのボランティアであ

ったり、スタッフが必要になってくる。そのと

きに、こういうことでいいのでしょうかという

心配をしているから問いかけているので、この

ことについて、市長、判断、こんなに早くして

いいんですか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　花へんろマラソンを見直しをするという段階

のときに、２５年度は、もう実施しないと。そ

して、２５年度に判断をして、いろんな意見を

聞き、検討をして、どのような競技にするのか。

そして、２６年度からの何らかのといいますか、

新たな競技を実施する、そういう方向で、今ま

でも臨んでまいりました。 

　そうした中で、この間、ずっと、それぞれの

検討をしていただく団体の御意見もいただきま

した。市民の皆さんからも、継続をする会とい

う組織もつくって、つくった人たちが我々のと

ころに要望書も持ってくる、そういう形にもな

りました。 

　そして、非常に懸念をしておりました橋上地

域の皆さんからも、地区長さんを通じて、この

マラソンを継続してほしいと、そういう要望書

も行政のほうに寄せられる。 

　さまざま、この間の検討会の中で、論議をし

ていく中で、今までの実施団体、実施責任、さ

まざまな事務局の体制も含めて、非常に、一部

にこの重荷がかかるんじゃないかと、かかって

いるという指摘していた部分についても、今後

の検討していく中で、十分、そのことを市民が

総力で取り組んでいく可能性ができていること。

事務局にも、市民の皆さんが、ボランティアと
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して加わっていただくとか、積極的な意見提言

も出されてきております。 

　そういう点で、予算関係のこともありますの

で、ここまでの手順を踏んだ中で、私としては、

１２月２日に、自分としての判断を、検討会の

皆さん方に表明をしたということになっており

まして、今後もこのことについては、当然のこ

とながら、地区長さんの皆さん方や各種団体の

皆さん方や、いろんな団体に対して、さらなる

協力要請、いろんな意見提言、このこともいた

だきながら、肉づけをしていく。 

　私がそのときに判断していた一番大きな観点

は、一部の人に重荷にならない大会、本当に市

民総ぐるみで、住民が参加をして、いろんなで

きるところで協力をし合って、支え合っていく、

そういうマラソン大会。 

　そして、全スポーツで、宿毛市は非常に大き

な地域の活性化にもつながっているわけですけ

れども、こういう全体的なスポーツ事業の中に、

このフルマラソンというものを、一つの象徴的

な事業として、外に売り出していく、そういう

マラソン大会にしたいということで、今までの

さまざま見直すべき点をクリアできる、このよ

うに私が判断したので、このような表明になっ

ておるわけでございます。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　再質問いたします。 

　その判断材料が、非常に危ういということを、

僕は言っているんですよ。 

　中身を言いますと、これは実行委員会の大会

役員、また実行委員会の名簿です。当然、大会

長は市長ですが、実行委員会の委員の中に、か

なりな人数おりますが、いる人と、今回新たな

検討委員会、競技の検討委員会の構成団体、団

体の委員というのがほとんどかぶっているんで

すよね。 

　３月の時点で、第２回の実行委員会は、２月

６日に開かれているんですが、そのときに４６

名中３６名が参加した。これは、教育長の答弁

ですので、人数間違ってないと思いますが。採

決時には、２７名の委員が残って採決をしたと

いうことは、この時点で９名が退席しているわ

けですよね。 

　２７名中１４名が中止ということで、２７名

中１４名以外のうち、また８名が採決を棄権し

た。ということは、約半数の人が賛成をして、

残りの半数のまた半分ぐらいの人は、採決もし

なかったということで、中止を決定した。 

　このことが、拙速過ぎたんじゃないかという

ふうには思うんですが、だから後で、中止を決

定したことを受けて、市民から、何でやめたん

だということで大きな声が上がって、現在に至

っているというふうに思うんですが。 

　さっき、市長が言われた、市内全体の市民の

方にお手伝いを願ってやりたいと。 

　実際、私の家の下を走ってますので、私は、

ことし、去年、続けて家の下で勝手連的なボラ

ンティアをしておりましたが、ほとんど沿道に、

橋上町外から応援に来てくれた方っていうのは

いなかったですよね。スタッフも当然、本当に

少ない数。 

　道路の清掃から始まって、何週間もかけて、

走る沿線の住民の方は準備をして、来ていただ

いた方に、一人でも多く、満足して納得した大

会にしたいということで、協力をしてきました。 

　そこが、一部の人たちに負担をかけてという

ことになっているというふうに思うんですよ。 

　だから、みんなに問いかけて、みんなで盛り

上げる大会にするには、住民の意識を上げない

と、上からやってくれといっただけじゃ、動か

ないんですよ、今の人。 

　だから、皆さんの意見を聞く機会を受けた上

で、やるっていう判断をすべきじゃなかったか。 
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　団体の代表ですので、この１０数名の方の下

には、いっぱい人いると思いますよ。特に地区

長会なんていうのは、市内全域を網羅してます

ので、地区長会が中心になってくれれば、いっ

ぱい人は来る、来てくれると思うんです。 

　それを納得した形でいくには、もうちょっと

時間がいったんじゃないか。判断するのに、と

いうふうに思いますが、市長はこの今の状態で、

市民に投げかけて、ボランティアというのは、

集まると思いますか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　フルマラソンを、今のような検討の状況の中

で実施した場合に、ボランティアを含めて市民

の皆さんが参加してくれる、そういう大会にな

るのかと危惧される質問であったと思うんです

けれども、先ほど議員が言われました地区長連

合会、この組織というのは、非常に、全地域を

網羅をして、市民の皆さんの意見を代弁をする、

そういうところにも、私はあると思うんですけ

れども。 

　地区長連合会としても、全面的に応援をした

いという形で、検討会の中のメンバーとしても

入っていただいて、賛同を得る形。今までより

も、もっともっと人も出して、限られた地区だ

けではなくて、広く市内の皆さんにもお手伝い

をしてもらうような形で取り組む。 

　ぜひともマラソンを復活してほしい、そうい

う地区長連合会からのお話もございました。 

　さまざま来られた団体の皆さん方が、今まで

とは違うやり方で取り組もうじゃないかという、

この検討会の中の御意見が、非常に後で、答弁

もまた出てくるかもしれませんけれども、積極

的に、今回は今までと違う大会にしようやない

かという意気込みを、私はこの検討会の中で感

じました。 

　ですから、一つの、先ほど申しましたように、

だんだん総括をしながら進んでいくわけですけ

れども、私は今の段階で、段取りをきちんとと

りながら、市民の皆さんが参加していく体制を

するならば、参加選手はもちろんのこと、前回

のマラソンを走った皆さんからも、非常に温か

いマラソン大会であったという賛同もいただい

ているわけですけれども、さらにスキルアップ

した大会になるんじゃないかと。 

　早速、きのうにもメールのほうで、フルマラ

ソンの再開おめでとうございます。ぜひとも参

加しますというのが、東京のほうからも届いて

おりましたけれども、私は、市民の皆さんが、

そういうスポーツに対して、そして市民が一丸

となって取り組んでいくことの必要性、そして

そのすばらしさ、共感できるもの、私はこれか

ら宿毛市がつくり上げていかなければいけない、

そういう地域性だというふうにも思っておりま

すので、努力をしながら取り組んでまいりたい

と、このように思っております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　決定したことをいか

んと言っているわけじゃないんで、余りここで

問答してもいかんと思うんですが。 

　そうであれば、３月の時点で、市長は課題が

あるということで、中止をしたわけですよね。 

　この課題について、どのようなことが大きな

課題となって、中止を決断したのか。 

　これを何で聞くかというと、これから先、新

しくフルマラソンの大会をやろうとするときに、

日程であったり、どういう実行委員会をつくっ

ていくことにおいて、この課題が解消できてな

ければ、同じことになる。一度やめたものを、

今度はやるというわけですから、２度も３度も、

またやめますということを言えるわけはないん

ですよね。 

　そうなると、もっとしっかりとした議論をし
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た上で、組織をつくっていかなければいけない。

そのためには、絶対、この課題の解消というの

は必要になるわけですから、まずこの課題につ

いて、市長のというか、実行委員会の挙げた課

題というのは何かについて、お聞きをいたしま

す。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　寺田議員がそのように心配される内容を明確

に知りたいと、当然のことだというふうに思い

ます。 

　先ほど、中止となったことのさまざまな課題、

これをクリアしているのかということでござい

ますけれども、大会の運営方法として、一部の

団体等にばかり業務が集中してしまったこと、

この反省をもとに、現在の検討会では、大会運

営の業務を分担をしながら、また業務分担をし

たところは、責任を持って運営に当たってもら

えるような仕組みづくりができないか、検討も

していただいているところであります。 

　また、行政としても、学校現場としても、大

会運営を行う上で、支障となった３月開催につ

きましても、その時期以外であれば、人気の大

会などがあり、変更することが困難であるとの

判断も、花へんろマラソン実行委員会ではなさ

れておりますが、再度、開催時期につきまして、

御検討をいただいているところであります。 

　これらの議論を深め、できる限り多くの方々

に協力をしていただき、大会が継続していける

ように、準備、検討を重ねてまいりたいと考え

ております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　一部の団体に集中し

ている業務を分散する。今回、検討委員会に出

ていただいた各団体が、それぞれの得意分野み

たいなところを分担していただければ、業務の

分担はできるでしょう。 

　開催時期についてですけれども、以前、始め

るときに、なかなか、いろいろな大会があって、

フルマラソンの開催時期については、もう３月

の末から４月頭についての時期しかなかったと

いうような話も、多分、受けたと思うんですよ、

僕たちは。 

　その時期を外して、またそれから以降でも、

例えば龍馬マラソンであったりとか、いろいろ

な、新しいフルマラソンの大会等も、開催が始

まっております。 

　その中で、一度中止をしていた大会を、どこ

に入れていくのかというのは、非常に難しい問

題であるというふうに思うんですが、市長は、

２６年度中の開催を目指しているということで

すが、２６年度に開催するのであれば、今から

動きを始めてなかったら無理なんですよね。 

　特に、秋までに、例えばやろうとすれば、も

う１年もない。それは当然、無理ですので、大

体、市長の頭の中で、開催時期等のプランがあ

ればお聞きをしたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほど、寺田議員のお話もありましたように、

現状の中では、３月の開催というのは、非常に

厳しい側面があるというふうに、私は判断をし

ております。 

　そのような点で、２６年の年を越えて、２７

年か、あるいは年度をまたいで５月ごろまで、

この辺が私は実施していくところではないかな

というふうに判断をしております。 

　ただ、これに関しても、検討会の中でさまざ

まな議論が出ておりまして、早くやってほしい。

あるいは、３月もできるんじゃないかとかいう

議論もあります。 

　ですから、再度、この時期については、検討

会の皆さん方と議論を重ねながら、皆さんが一
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番参加しやすい、取り組みやすい、主催するほ

うも、実施するそれぞれ効果のある、そういう

時期はいつかということは、近いうちに判断を

していかなきゃいかんというふうに思っており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　マラソンについては、

市長は市民のそういう熱い声も聞いて決断をし

て、やるということですので、ぜひ、実のある、

実になる大会にしていただきたいというふうに

思いますが。 

　１点だけ、最初に言いましたが、１２月２日

に最終決断をする前に、一部の市民が、決定し

たかのような発言を、議員に対して投げかけて

きた。議員も、市長から話があれば、相談があ

れば、いつでも相談に乗れる立場にあるにもか

かわらず、そういう情報が議員よりも先に、議

員が先に知っていなければならないということ

じゃないかもしれませんが、決定していない事

項がひとり歩きをしていくということについて、

市長の考えを聞きたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほどから答弁をしているように、私が決定

したのは、１２月２日でございます。ですから、

市民の皆さんが、どのような形でそういう話を

されたのかということも含めまして、私はそれ

は承知しておりません。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　名前を言ってもいい

んですが、市長にすごく近い人ですよ。それを、

承知していないということは、市長は秘密の保

持ができないのかなということを感じるわけで

すが。 

　もうこれ以上は、多分、水かけ論になっても

いけませんので、しません。気をつけていただ

きたいと思います。 

　次に、産業祭についてお聞きをいたします。 

　産業祭で、私はたまたまその日、県外に出張

してましたので、参加をしなかったわけですが、

いろいろな人から後で聞くと、１万５，０００

人ぐらいの方が来場してくれたというふうに聞

きました。 

　きのうの髙倉さんでしたか、大成功やったと

いうような話を聞きますが、僕は一抹の不安を

覚えたので、質問をさせていただきます。 

　９月の議会のときにも、Ｂ級グルメに食われ

てしまうんじゃないかという心配をしてますよ

という質問をしました。 

　まず、Ｂ級グルメについての評価については、

どのように考えているのか、市長のお考えをお

聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　Ｂ級グルメの評価につ

いてということですが、お答えをいたします。 

　Ｂ級グルメフェスタは、今年度、幡多広域６

市町村で行っております幡多地域観光キャンペ

ーン「楽しまんと！はた博」のオフィシャルイ

ベントとして、今年度、初めて開催されました

産業祭とのタイアップイベントとして行われま

した。 

　Ｂ級グルメフェスタへの出店は、四国Ｂ級グ

ルメ連絡協議会を通じ、四国内のＢ級グルメだ

けにとどまらず、海を隔てた九州からも、多く

出店をしていただき、その遠くは五島列島や、

また本州からは富士宮焼きそばといった、Ｂ級

グルメとしてのブランド力を持った店舗に出店

していただくことができました。 

　Ｂ級グルメフェスタ単体の集客については、

集計はしておりませんが、Ｂ級グルメゾーンに

出店された１６店舗からの事前申請では、コロ

ッケや焼きそば、デザートのアイスクリームな
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どを合わせて、約１万３，０００食が用意され、

そしてその大半の店舗が売り切れとなりました。 

　店舗によっては、２時間近くも並ぶほどの行

列ができるなど、Ｂ級グルメの集客については、

十分な効果があったものと思われますし、その

ことが産業祭全体の集客数を上げることにも寄

与できたのではないかと評価をいたしておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　大変な人出であった

というふうに聞いております。 

　一方、市長が本当に産業祭をやりたかったの

は、こっちだろうというふうに思うんですが、

地域産業の出店について、これを市長はどのよ

うに把握して、どのように、市長の感想として、

今持っているのか、これをお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　地域産業としての、この産業祭、この辺につ

いての評価と申しますか、状況について、お答

えをいたしたいと思います。 

　今回の産業祭につきましては、１次産業から

３次産業まで、宿毛市の産業全てを含めたイベ

ントとして開催をいたしました。 

　産業祭だけで、約１００店舗の出店をいただ

き、来場者も１万５，０００人の方に来ていた

だくことで、宿毛市の産業をさまざまな方に見

ていただけたことと思います。 

　今回の産業祭は、市内外の方に、宿毛の産業

を知っていただくことも目的としており、その

目的は、十分に果たせたものと評価いたしてお

ります。 

　出店者の売れ行きにつきましては、全ての事

業者から聞き取りを行っているわけではござい

ませんので、詳細な分析というものは難しいと

考えますが、売り切れになった店舗、想定より

も売れ行きが好調であった店舗、売れ行きが不

調であった店舗等、さまざまなお話は聞いてお

ります。 

　産業祭当日の会場の状況を見る限りでは、全

体的には売れ行きが好調であった出店者のほう

が多かったのではないかと思っております。 

　また、産業祭についての、私の評価というこ

とでございますが、昨年度から準備をいたしま

して、職員のプロジェクトチームから始まり、

実行委員会準備会、そして実行委員会と、多く

の会を行い、さまざまな意見をいただく中で、

第１回目は、今回のような形での開催となりま

した。 

　はた博のオフィシャルイベントとすることで、

Ｂ級グルメも同時開催し、結果として、多くの

方に宿毛に来ていただき、宿毛の産業を多くの

方に見ていただいたということは、十分評価で

きるものと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　十分な成果が得られ

たというふうに判断をしているようですが、市

長は２年前の市長選の当初から、この産業祭を

開催をする。私が市長になったら、産業祭をや

りますよということを、公約として市長になら

れました。 

　この市長が市長選に立候補したときから言っ

ている産業祭、宿毛市の１次産業をはじめとし

た産業全般の振興のための産業祭というのは、

今回、行われた産業祭と考えてよろしいですか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　当初、私が産業祭をや

りたいという、公約として掲げたときには、当

然のことながら、Ｂ級グルメとかいうイベント

は、想定はいたしておりませんでした。 

　しかし、産業祭について、先ほど来お話、お



－ 78 －

答えさせていただいていますように、まず宿毛

の産業を、地域の人自身が、みんなで知り合う

こと、交流し合うこと、このことの目的は、非

常に多くの達成があったんじゃないかと。目的

を達する内容があったんじゃないかと思います。 

　そして、また市外からもさまざまな店舗から、

バイヤーさんも来ていただいて、商談に至った

という話は、今のところ、私のところには入っ

てませんけれども、宿毛市の特産品等について、

さまざまな来訪をいただいて、調査をしていた

だいたということも、産業振興課のほうから聞

いているところでございます。 

　そのような点で、非常に私としては、当初の

思ってた産業祭、そして何よりも産業も非常に

大事なんですけれども、まず市民の皆さんがあ

のように集まっていただいて、元気な顔を合わ

せて、本当にこれから元気な宿毛を、可能性が

あるんじゃないかと。みんなで、それぞれお年

寄りから子供たちまで、ある場所では楽しみ、

ある場所では意見交換をし、元気な宿毛市をつ

くっていこうじゃないかという、そういう、私

は非常に市民の皆さんが一つになって、この産

業祭を祝っていくということ、このことも私が

思っていた以上に大きな成果があったというふ

うに考えております。 

　そして、ボランティアの皆さん方も、思って

いたよりさらにいろんな分野から出ていただく

し、１次産業関係の団体からも、たくさんの御

支援をいただき、本当にこれからを、ますます

位置づけとして、地域の産業を起こしていくと

いう、そういう一歩になったというふうに思い

ます。 

　ただ、反省すべきところも当然あります。こ

れは今後、実行委員会を具体的に開く中で、再

度検証、総括していただく、このように考えて、

私としては、今の段階でそのように判断をいた

しております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　市民にたくさん来て

いただいたという発言がありました。 

　このチラシは覚えていますよね。これは、市

長の今言われたのと違うんですよね。市長は、

第１次産品の加工を推進する。また、全国へ宿

毛市を売っていくための産業祭をしたいという

ふうに、思ってやってたんだろうと。プロジェ

クトチームをつくって、宿毛市の産品を全国に

どうやって売っていくかということを中心に考

えた産業祭を目指していたんだろうということ

で、私は聞いてたんですが、今聞くと、宿毛市

民の皆さんに、たくさん集まってきていただい

て、地元の産品を知っていただいたということ

になると、ちょっと違ってくるんですよね。趣

旨が。 

　そのことについて、これ市長みずから書いた

文書ですよ。御説明願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　先ほど、御指摘いただいた点についても、先

ほどに、私は答弁をいたしているというふうに

思っておりますけれども、重ねて申しますと、

そのような地域外のバイヤーの皆さん方も、具

体的には、株式会社フジの高知運営事業部長で

あるとか、あるいはサニーマートの企画本部の

バイヤーであるとか、マルナカから、高知の西

部の部長さんに来ていただくとか、そのほかも

含めまして、地区外の皆さん方も、宿毛の産業

について、今後どのような形で、こことのつな

がりを持っていくかということで来ていただい

た、私はそれは大きな成果であると思うし、ま

だまだ正直言いまして、一歩の一歩だというふ

うに思っております。 

　これからはそれをつくっていかなければいけ

ない、そういう認識で私は今回の産業祭を捉え
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ているところです。 

　よろしくお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　検証がこれからだと

いうことですので、たくさん人が集まったから

よかったじゃなくて、来年度に向けて、検証の

できる会を開いていただいて、よりよい産業祭

をつくっていっていただきたいというふうに思

います。 

　時間も大分押してきましたので、次の質問に

移ります。 

　バイオマス発電について、お聞きをいたしま

す。 

　バイオマス発電事業、これは木質ペレットの

製造工場とセットで、工業団地内に計画をされ

ているというふうに認識をしていますが、現在

の状況について、お聞かせを願いたいと思いま

す。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えをいたします。 

　現在の状況についてでございますけれども、

高知西南中核工業団地で操業を予定しておりま

す株式会社グリーエネルギー研究所の工場の施

設につきましては、工事着手時期が予定より若

干おくれておりますけれども、おおむね予定ど

おりに進行しており、木質バイオマス発電施設

は、平成２６年１１月完成、平成２７年１月中

の本格運転の開始。また、木質ペレット製造施

設につきましては、平成２６年８月末の完成、

９月に試験運転開始の予定であるとお聞きして

おります。 

　以上であります。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　来年中には稼働を始

めるということで、理解してよろしいんでしょ

うが、この事業が始まることによって、市内の

雇用が、２０人ないし３０人でしたか、かなり

雇用も生まれる、またそれに関連して、木材関

係でいえば、それ以上の雇用が発生するという

ことで、市民も林業関係者も、非常に期待をし

ているわけですが、この職員の採用であったり、

その部分について、現在、どのようになってい

るのかについて、お聞きをいたします。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　この工場への職員の採用の状況につきまして

は、施設の管理技術者、これは実務経験のある

有資格者が必要なことから、先行して既に２名

を採用しているというところでございます。 

　それ以外につきましては、宿毛工業高等学校

を初めとする県内の工業高校からの推薦と、ハ

ローワークでの募集を中心に、採用することと

しており、現在、施設管理者を含めて、８名の

採用が内定をしております。 

　本格稼働までに、残り１０名程度を採用して

いく計画であるとお聞きをいたしております。 

　現在、市内からは４名が採用を決まっている

ということでございます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　まだ稼働前でもあり、

これから１０名程度の雇用があるということで

すので、市内の職についていない若い世代にと

っては、一つ目標ができるところもあるのかな

というふうにも考えますが、その木材、発電に

使う木材についてですが、私たちもというか、

私も山の中に住んでおりますし、周り木ばっか

りですので、これが売れればええなという気持

ちはありますが、その売買価格について、まだ

全く決まってないというふうにも聞いているん

ですが、やはりこれが決まらないと、林業の作

業をしている人、また出す人も、山を持ってい

る人も、どれくらいで売れるのかというのは、

目算が立たないんですよね。 
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　そこについては、やはり早く、来年の夏から

秋にかけて、ペレットも稼働を始める。年末に

は、発電も始まるというのに、まだ１年前にな

っても決まらないというのは、非常に不安じゃ

ないかというふうに思うんですが、この部分に

ついて、市としてどのようにかかわっているの

かについて、わかっていれば御答弁をお願いし

たいというふうに思います。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　原木の買取価格が、まだ定まっていないとい

うことでございます。これに関しましては、あ

くまでも民民同士のことでございますので、直

接、宿毛市がそれにかみ込んで意見を言うとい

う形にはなりませんけれども、当然のことなが

ら、県の補助金も利用しながらやっていく事業

でございますので、県のほうも、積極的に今後、

乗り出していって、この双方の金額の差を埋め

ていく。合意に向けて取り組んでいくというこ

とを、県のほうも申されております。 

　そういう点で、今後、具体的な方向が、我々

としては、また想像という形も言えるわけでは

ございませんけれども、これが定まらない限り、

事業は始まらんわけですから、早急にこの辺の

合意を取りつけていただくようにしていただき

たい。 

　行政としては、さまざまな側面からの支援、

これは今までにも、議会でも御説明した事業も

ございますけれども、そのような支援は、今後

もしていかなければいかんというふうに思って

おります。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　今、市長が、側面か

ら支援をしていきたいという力強い発言をいた

だきました。 

　それを形としていくのが、市長は２年前に言

われた、各産業の専門家の登用で、活を入れま

すよと。ということで、産業振興課の中に、今、

交流人事で、一人、県から出向されてきている

方がいますよね。 

　ただ、林業の分野でいえば、ほかに職員が一

人いるかいないかぐらいですよね。積極的にや

るのであれば、やはり人員の配置というのも考

えないと、今のままでは、とても側面的な支援

ができる体制じゃないと思います。 

　これは、これから先は人事権の問題ですので

言いませんが、市長の公約にも基づいて、しっ

かりとした人員配置をして、側面的な支援をで

きる形を整えていただきたいというふうに言っ

て、次の質問に移ります。 

　ここからはちょっと、文化面のところで聞き

たいと思いますが。 

　１０月の市民祭のときに、宿毛市美術展です

かね、俗に市展って言ってますが、開催されて

います。 

　これが、年々出品数等が減って、寂しくなっ

ているんじゃないかという、市民からの声を聞

きまして、お聞きをするわけですが、市展の出

品数というのは、ここ数年、どのように推移し

ているのかについて、まずお聞きをしたいと思

います。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　宿毛市美術展覧会、いわゆる市展につきまし

ては、今回で４９回目を数えております。約半

世紀にわたって、美術愛好家の皆様に発表の場

を与えて、また多くの市民の皆様に、その作品

を鑑賞していただき、地域の文化振興に一定の

役割を果たしているところであります。 

　御質問をいただきました市展の出品数の推移

でございますが、平成１１年の２２３名、３４

１作品をピークに、徐々に減少をたどっており

まして、今回は、残念ながら１３６名の方々、
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１７２作品と、出品者、その作品点数とも、ピ

ーク時のおよそ半数になっているのが現状でご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　減っているんですよ

ね、実際ね。これは、私も二十歳ぐらいからず

っと、青年団活動であるとかということで、公

民館の活動にはかかわってきました。 

　昔というか、２０年近くの間、公民館運営審

議会というところの委員としても、意見も出さ

せていただいたことがあるんですが、当時、自

主的なサークルであるとか、公民館の主催事業

で、いろいろな教室を開催したりということも

してたんですが、当然、青年団の育成であった

り、子ども会、婦人会というところも、同じよ

うに指導してましたが、そういう団体の育成に

ついて、このごろは少なくなっているんじゃな

いかというふうに思いますが、この主催団体、

事業を初めとする団体の推移などがわかれば、

お示しを願いたいというふうに思います。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　御指摘のとおり、公民館主催事業につきまし

ては、以前は市民大学をはじめ、乳幼児学級、

それから青年団、婦人会、高齢者を対象としま

した国の補助事業によります各種の学級など、

年代ごとに実施しておりまして、それぞれの学

級を年間１０回程度行っておりました。 

　しかしながら、娯楽や趣味の多様化や少子化、

またインターネットの普及など、さまざまな要

因によりまして、住民のニーズも日々変化をし

ております。 

　以前、開催しておりました事業、あるいは教

室なども、現在のニーズに合わせたものに、見

直しや、あるいは廃止、また、以前は公民館で

実施をしておりました大学などは、文化講演会

として、また公演や、ミュージカル、フォトラ

イブなどに形を変えまして、現在も生涯学習課

で実施をしております。 

　また、高齢者や乳幼児向けの教室などは、市

の機構改革等により、別の部署などで、引き続

き実施をしております。 

　御質問の現在の公民館主催事業でございます

が、以前から実施をしております宿毛市展や、

芸能発表会、またオールドパワー文化展、さら

に陶芸であるとか囲碁であるとか、将棋、生け

花、折り紙などの、住民の要望が高かった各種

の教室などを、主催行事として実施をしており

ます。 

　特に、近年では、世代間の交流を目的としま

したぷれーらーんや、グラウンドゴルフ大会、

そういうものを開催をしております。 

　今後とも、公民館事業につきましては、住民

から要望の多い、子供からお年寄りまでが、気

楽に参加しやすく、そしてまた生きがいなどに

なる、そういう事業の実施に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。 

　自主サークルの数でございますが、現在は４

２サークル、およそ６００名の方々が登録をさ

れております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　自主的なサークルは

４２ですか、かなり多くのサークルが、まだ活

動してくれているんだなということを感じたわ

けですが、主催事業が、ほとんどの事業がグラ

ウンドゴルフであったり、プレーラーンであっ

たりという形で、一過性の事業になっているん

じゃないかというふうに、ちょっと感じたわけ

ですが。 

　もともと公民館には、社会教育主事の配置が

義務づけられているというふうに認識している

んですが、もし変わっていればお知らせをして
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いただきたいと思いますが。 

　現在、教育委員会にというか、公民館に社会

教育主事が配置されているのかということにつ

いて、まずお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　現在、教育委員会の生涯学習課の中には、社

会福祉教育指導主事の免許を持っている者は、

ほかの部署に配置をされておりますけれども、

公民館の中には配置はされておりません。 

　以上です。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　義務づけがされてい

るのかどうかについて、お答え願えませんでし

たので、また後で説明をしていただきたいと思

いますが。 

　社会教育指導主事がいれば、もうちょっと専

門的に、そういう勉強もしてくれた人が、公民

館にいることによって、やっぱり発想の転換で

あったり、いろいろな、新しい試みができるん

じゃないかというふうに思いますが、この点に

ついて、まずお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　御指摘のように、配置をされていれば、幅広

い社会教育活動が、もっともっとできるのでは

ないかというふうには考えますけれども、規定

では、おくというふうには規定はされておりま

すけれども、義務配置ではありませんので、残

念ながら、現在の宿毛市では、配置になってお

りませんので、御了解をください。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　刻々と時間がなくな

っていますが、これは、市長にちょっとお聞か

せを願いたいと思いますが、社会教育指導主事、

これをとるには、何カ月間か職員を、そういう

施設に派遣をし、勉強してもらって、資格を取

っていただかないといかんわけですが、ここ数

年というか、当分の間は、そういうことをして

ないというふうに思うんですが、職員をそうい

う施設にというか、学校に派遣をして、資格を

取らすという考えは、市長はないですか。 

○議長（今城誠司君）　市長。 

○市長（沖本年男君）　お答えいたします。 

　これも人員配置という形にもなろうかと思う

んですけれども、先ほど、教育長から答弁があ

ったように、文化講演会として、公演やミュー

ジカル、あるいはフォトライブなどに形を変え

て、現在も生涯学習課で実施しておりますし、

高齢者や乳幼児向けの教室などは、市の機構改

革等により、別の部署などで、引き続き実施し

ておりますので、社会教育主事を含めまして、

現在の人員の件に関しましても、現在の人員の

配置で取り組みを進めていきたいというふうに

考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　あと二、三問しかで

きませんので、できることならば、そういう職

員のスキルアップにつながる取り組みも、宿毛

市としてもやっていただきたいというふうに思

って、このことについて、これ以上、質問しま

せんが、教育委員会にあと１点聞きます。 

　文教センターが２０年になったということで、

入り口というか、ロビーに、「あすなろから檜

へ」という、横断幕じゃないけど、あります。 

　この意味について、市民から、「どういう意

味ながで、あれ」ということで問われました。

私も、あすなろはあすなろよねっていうことで

言いましたが、この意味について、ちょっとお

聞かせを願いたいというふうに思います。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 



－ 83 －

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　文教センターの正面に掲示してございます

「あすなろから檜へ」の標語でございますが、

文教センター開館２０年を記念をいたしまして、

公民館、歴史館、図書館、それから生涯学習課、

それぞれが記念の事業を開催しているところで

ございますが、そのキャッチフレーズとして、

文教センター全職員が考えて、教育委員会が決

定したものでございます。 

　その意味は、あすなろは、あしたはヒノキに

なろうと頑張っている木として捉えております

し、２０周年で青年から大人になる、飛躍がで

きる、そういう意味を込めまして、今後、より

一層、成熟、充実した施設を目指していこうと、

そういう意味と、個人においても、きょうより

もあした、あしたよりもあさってというふうに、

日々の成長をしていこうと、そういう意味を込

めまして、掲示したものでございます。 

　どうぞ御理解をお願いいたします。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　意味はわかりました。

ただ、あすなろは大きくなってもあすなろでし

かありません。そういう捉え方をする人もいる

ということも、頭においていただきたいと思い

ます。 

　あと２点、通告をしてますが、小学校の再編

については、今回は聞きません。 

　１点だけ、校区の考え方とクラブ活動につい

て、お聞きをいたします。 

　９月の議会の中で、クラブ活動は必須じゃな

いという教育長のお話が、中学校のクラブ活動

が必須ではないよということが、お話の中であ

りましたので、そうであれば、クラブ活動によ

る校区の校区外への通学というのは、校区外通

学の要件に当たらないのじゃないかというふう

に、私は思いますが、教育委員会の考え方をお

聞かせを願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　宿毛市における指定校変更につきましては、

学期途中での転居、それから就学すべき指定校

に学童保育の実施がなく、学童保育を実施して

いる学校に就学したい場合。それから、就学す

べき指定校に希望する部活動がない場合、など

の一定の基準を満たすものについて、変更を許

可をしております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　だから聞いたんです

が。 

　必須じゃないクラブ活動を、校区外通学への

要件に入れることがどうなのかという判断を、

もう一度、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　教育長。 

○教育長（立田壽行君）　お答えをいたします。 

　平成１０年の学習指導要領改訂の中で、現在

の中学校学習指導要領では、特別活動の中から

部活動は除外されておりますが、部活動は配慮

すべき事項の中に含まれております。 

　宿毛市教育委員会といたしましても、学校生

活を豊かにするために、指導教員のもとで、自

主的かつ自発的な活動は、大きな意義があるも

のと考えております。 

　また、学校教育法施行令第８条に関する文部

科学省通知においても、最終的な判断は、教育

委員会に委ねられておりまして、就学する学校

の変更を認める具体的な事由にも、部活動と学

校独自の活動として、列記されておりますので、

宿毛市教育委員会といたしましても、指定校変

更基準の許可要件として認めております。 

　また、教育活動において、御承知のように、

クラブ活動は学校規模の大小にかかわらず、健

全な心と体をつくる要素の大きな一つとして、

重要なものであると私も考えております。 
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　したがって、小規模校では、とてもたくさん

の部活動としては限定されます。どうしても限

定されますけれども、いろいろな競技をその子

たちが経験をし、あるいは文化活動を、いろん

な形で携わることによって、決して大きな学校

に、他校に劣っているとは思っておりません。 

　したがって、校区については、市としての基

準を設けておりますけれども、最終的には、保

護者の皆さんの御判断を可能な限り、尊重をさ

せていただいております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　もう１分余りになり

ましたが。 

　本当に小さくなり過ぎると、逆にそれを理由

に、子供たちが、保護者が、その学校から出て

行こうという風潮が見えてきます。 

　地区の中で、いろいろな、目に見えないとこ

ろで衝突ができてくるというふうに思うんです

よね。やはり、教育委員会はそこらあたりには、

もうちょっと目を注いでいってほしいなという

ふうに思います。 

　ことし４回、私、質問させていただきました

が、ことしもあと、議会も半分、半分言わんか。 

　これで私のことしの質問を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（今城誠司君）　これにて一般質問を終

結いたします。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　２時４７分　散会 
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　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次長兼調査係長　　松　本　政　代　君 

　　　議 事 係 長　　柏　木　景　太　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　沖　本　年　男　君 

　　　企 画 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　総 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 

　　　危機管理課長　　楠　目　健　一　君 

　　　市 民 課 長　　立　田　ゆ　か　君 

　　　税務課長補佐　　田　村　泰　生　君 

 　　　副 市 長 兼 

　　　税務課長事務取扱
安　澤　伸　一　君
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　　　保健介護課長　　児　島　厚　臣　君 

　　　環 境 課 長　　佐　藤　恵　介　君 

　　　人権推進課長　　杉　本　裕二郎　君 

　　　産業振興課長　　黒　田　　　厚　君 

　　　商工観光課長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　土 木 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　都市建設課長　　岩　本　克　記　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　敏　郎　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　立　田　壽　行　君 

　　　千 寿 園 長　　山　岡　敏　樹　君 

　　　総 務 課 主 監　　藤　田　隆　男　君 

 

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
滝　本　　　節　君

 　　　教 育 委 員 会 

　　　委 員 長
増　田　全　英　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
沢　田　清　隆　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

桑　原　　　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
金　増　信　幸　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君

 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
嵐　　　　　健　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（今城誠司君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第２１号ま

で」の２１議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　おはようございます。

質疑を行います。 

　私の質疑をいたしますのは、議案第１号別冊、

平成２５年度宿毛市一般会計補正予算（第５

号）であります。 

　早速、順次いきたいと思います。 

　ページ１８ページ、第２款第１項総務管理費

の１５目防災対策費の１３節ハザードマップ作

製業務委託料２３２万円についてでありますが、

委託先と、どのようなマップをつくろうとして

いるのかについて、お聞きをいたします。 

　続きまして、同じく防災対策費の２５節の積

立金、宿毛市防災対策加速化基金積立金として、

１，４５４万７，０００円を予算化しておりま

すが、基金に積み立てて、どのような事業に活

用できるのか。また、活用をしようとしている

のかについて、お聞きをいたします。 

　続きまして、同じページの第２款第１項の２

３目、地域の元気づくり基金費ということで、

１億２，０００万の積立金を予算化しようとし

ておりますが、これは、これまでにも元気交付

金であるとかいう形で、予算の中に出てきてた

と思うんですが、今回、基金を積み立てようと

しているのは、どういう理由かということと、

この基金、どのような利用の仕方を考えている

のかについて、お聞きをいたします。 

　続きまして、ページ２４ページの第４款第３

項１目塵芥処理費の中の１３節委託料で、１１

８万５，０００円、宿毛市清掃公社委託料とい

うことになっておりますが、この時期に委託料

を清掃公社に出して、どのような事業をしよう

としているのかについて、お聞きをいたします。 

　次に、ページ２５ページ、第６款第１項５目

の農地費の１５節工事請負費の５００万５，０

００円、農業用施設維持修繕工事費として、計

上しておりますが、どのような修繕を、どこで

行おうとしているのかについて、お聞きをいた

します。 

　続いて、同じく第６款第２項の２目林業振興

費、１９節の負担金補助及び交付金というとこ

ろで、５，６０７万５，０００円の、宿毛市木

質資源利用促進事業補助金として出されており

ます。 

　これは、二つに分かれてまして、一つは県森

連に対して、木材破砕機とグラップルの導入、

もう１点が、浜田海産に木質ペレット焚ボイラ

ーの導入についてということで出されておりま

すが、この木材破砕機とグラップルを導入する

ことによって、どれくらいのチップの生産がで

きるようになるのか。また、これによって、雇

用の創出にはつながるのかどうかについて、お

答えを願いたいと思います。 

　また、木質ペレット焚ボイラーの導入によっ

て、どのような経費の削減につながるのか。ま

た、これから同様の事業が出てきたときに、同

じように事業化ができるのかどうかについて、

お聞きをいたします。 

　続いて、ページ２６ページの、第７款第１項

５目観光費の中で、１５節工事請負費、小野梓

記念公園改修工事費として１５４万円が計上さ

れておりますが、どのような改修工事をやろう

としているのかについて、お示しを願いたいと

思います。 

　続いて、ページ２８ページ、第８款第４項４
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目の都市再生整備事業費の中で、１５節の工事

請負費で２，２５０万円、中央線無電柱化整備

工事費の減額予算が出ておりますが、これは、

当初で３，５００万余りの予算を組み、また、

９月補正で１，２００万余りを別予算に振りか

えていたというふうに記憶をしているんですが、

今回、減額をすると、ほとんどこの無電柱化予

算というのがなくなるんじゃないかというふう

に思いますが、今後、無電柱化事業に対する考

え方と、同時に中央線の水路改修は、この無電

柱化事業とセットでなければできないというよ

うな答弁もあったように思いますが、このこと

について、水道改修についての考え方をお聞か

せ願いたいと思います。 

　続いて、２９ページ、第９款第１項１目の常

備消防費で、１９節の負担金補助及び交付金で、

幡多西部消防組合分担金として、消防救急デジ

タル無線整備に使うとして、２億９，８６８万

９，０００円の予算が出ておりますが、これ、

ほぼ全額、地方債の予算ということになってお

りますが、もっと有利な方法はなかったのか。 

　また、デジタル化によって、現在のアナログ

無線と比べて、どのような変化があるかについ

て、お聞きをしたいと思います。 

　続いて、３０ページの第１０款教育費の中で、

小学校費と中学校費と両方またがって出ており

ますので、同じような答弁になると思うんです

が、パソコンの設定委託料とパソコン等の購入

費として、小学校でいえば、設定等委託料が７

９万２，０００円、パソコン購入費が３６０万

円、中学校でいうと、設定等委託料が２３万９，

０００円、パソコンの購入費が８０万円という

ところで出ておりますが、どの学校に何台のパ

ソコンを購入しようとするのか。それと、パソ

コンの代金に比べて、設定料というのが高いよ

うな気がするんですが、どのような設定に必要

なのかということをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

　また、これはウインドウズというか、ＸＰの

サービスが来年の４月で終了するということで

すが、それに関連しての事業であるのかどうか

について、御説明を願いたいと思います。 

　以上で、１回目の質疑を終わります。 

○議長（今城誠司君）　危機管理課長。 

○危機管理課長（楠目健一君）　皆さん、おは

ようございます。危機管理課長、寺田議員の質

疑にお答えをいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）の１８ページ、第２款総

務費、第１項総務管理費、１５目防災対策費、

１３節委託料のハザードマップ作製業務委託料

２３２万円の増額予算について、御説明をいた

します。 

　本委託料につきましては、本年度、当初予算

で８０万円を計上しておりましたが、今回、印

刷部数を当初の１万部から１万２，０００部に

増刷するとともに、当初、冊子タイプのもので

印刷を考えておりましたけれども、今回、壁か

けができるカレンダータイプの見やすいものに

変更すること。 

　また、前回につきましては、７区域だったも

のを、今回、２５区域のマップで印刷するため

に、増額補正するものでございまして、当初予

算と合わせますと、総額で３１２万円の予算と

なります。 

　なお、委託先につきましては、現段階でまだ

決まっておりませんが、予算議決後に入札によ

り決定したいと思います。 

　続きまして、同じく防災対策費の２５節積立

金の宿毛市防災対策加速化基金積立金１，４５

４万７，０００円の増額予算について、御説明

いたします。 

　本予算は、県が南海トラフ巨大地震後の巨大

津波から県民の命を守るため、避難施設整備の
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加速化を図るとともに、整備に係る市町村負担

を軽減することを目的としまして、今年度、創

設されました高知県津波避難対策等加速化臨時

交付金、これを基金として積み立てるものでご

ざいまして、県補助の対象とならない防災対策

事業に活用ができます。 

　今後、水・食料などの備蓄品の整備や、避難

路の維持修繕などの避難施設の充実等、各地域

の実情に合わせた、きめ細かな防災対策費に役

立ててまいりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　総務課長。 

○総務課長（山下哲郎君）　おはようございま

す。総務課長、寺田議員の質疑にお答えいたし

ます。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、１８ページ、第２款総

務費、第１項総務管理費、２３目地域の元気づ

くり基金費、２５節積立金１億２，０００万円

について、御説明いたします。 

　この基金は、平成２５年度に充当できない交

付金は、総務省の指導により、条例を定めて基

金に積み立てるよう、制度要綱に定められてい

ますので、基金を今回、新設しようとするもの

でございます。 

　なお、利用につきまして、現在の計画では、

南海トラフ地震対策事業、道路新設改良、公用

車購入、がけ崩れ住家防災工事の４事業に充て

る計画としておりますが、詳細については、今

後、各課からヒアリングを行う中で、２６年度

の事業に充てていくということになると思いま

す。 

　以上です。 

○議長（今城誠司君）　環境課長。 

○環境課長（佐藤恵介君）　おはようございま

す。環境課長、寺田議員の質疑にお答えいたし

ます。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、２４ページ、第４款衛

生費、第３項清掃費、１目塵芥処理費、１３節

委託料１１８万５，０００円の増額理由につい

て、御説明をいたします。 

　どのような事業がという御質問でありました

けれども、今回、増額いたしましたのは、修繕

費といたしまして、パック車のミッション取り

かえ、あるいは動力伝達システム、また空き缶

処理施設のモーター取りかえといった、当初、

想定していませんでした緊急を要する修繕が必

要となりまして、今後、予算不足が見込まれま

すので、１１８万５，０００円を増額で計上さ

せていただいております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　土木課長。 

○土木課長（岡崎匡介君）　土木課長、寺田議

員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、ページ２５ページ、第

６款農林水産業費、第１項農業費、５目農地費、

１５節工事請負費５００万５，０００円につい

てでございます。 

　内容につきましては、農業施設の維持修繕工

事といたしまして、小筑紫町の都賀ノ川及び押

ノ川の農地の擁壁が崩れておりまして、災害対

象とならないために、擁壁を設置いたします。 

　続きまして、出井地区では、用水路が壊れた

箇所がありまして、用水路の修繕、それから和

田地区におきましては、頭首工が、特殊な頭首

工が設置されておりますが、そのゴムが劣化し

たために、その修繕、それから、山北におきま

しても、用水路の関係の、暗渠が目詰まりを起

こしておりますので、暗渠の改修ということで、

計５カ所を予定しております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　産業振興課長。 
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○産業振興課長（黒田　厚君）　産業振興課長、

１１番、寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、２５ページ、第６款農

林水産業費、第２項林業費、２目林業振興費、

１９節負担金補助及び交付金、宿毛市木質資源

利用促進事業費補助金５，６０７万５，０００

円の質疑にお答えいたします。 

　これの機械の導入に伴うチップの生産量の効

果でございますけれども、現在、予定しており

ます破砕機の性能が、１時間当たり、最大処理

量が１００立方メートルとなっております。こ

れを１日当たりの稼働時間を４時間、月１０日

稼働と想定した場合に、１年当たり２万４，０

００立方メートルのチップの生産の増加が見込

まれることになります。 

　また、この機械の導入によりまして、事業主

体である高知県森林組合連合会に、直接の雇用

は生じないとお聞きしております。 

　次に、木質ペレット焚ボイラーの導入による

経費削減についてでございますが、平成２５年

のＡ重油の平均単価と、まだ地元のペレットの

単価が決まっておりませんけれども、地元で製

造し、単価を想定して試算した場合は、年間約

６５万円のコストの削減が見込まれております。 

　また、今後の事業化につきましては、補助事

業の内容等について、県の動向も見ながら、

個々に対応してまいりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（朝比奈淳司君）　商工観光課

長、１１番、寺田議員の質疑にお答えします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、２６ページ、第７款商

工費、第１項商工費、５目観光費、１５節工事

請負費の小野梓記念公園改修工事費１５４万円

の内容について、御説明いたします。 

　今回の補正予算で実施しようとする内容につ

きましては、二つございまして、一つは公園内

の東西に花壇がございますが、この土どめに敷

設しておりますまくら木、延長約４５メートル

が腐食し、公園の景観を阻害しておりますので、

この際、腐食の心配のないまくら木ふうのコン

クリートの擬木に交換しようとするものです。 

　もう一つは、高知銀行跡地の、もともと銀行

の建物が建っていた部分が、土のままでござい

まして、雨が降ると大きな水たまりもでき、公

園利用者が不便を来しておりますので、同敷地

６２５平方メートルのうち、西側の３３６平方

メートルの部分について、まばらに残っている

舗装の撤去及び砕石を敷設しようとするもので

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（岩本克記君）　おはようござ

います。都市建設課長、寺田議員の質疑にお答

えいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、ページ２８ページ、第

８款土木費、第４項都市計画費、４目都市再生

整備事業費、１５節工事請負費の中央線無電柱

化整備工事費の２，２５０万の減額について、

今後、無電柱化の予定と中央線水路の改修につ

いての考え方についての御質問でございますが、

議員の言われましたとおり、９月の定例会にて、

１，２００万余りを振りかえまして、また今回、

２，２００万余りを減額しております。 

　このことにつきましては、簡単に説明いたし

ますと、中央線の水路改修と、無電柱化事業に

は、御指摘のとおり、セットで行うものでござ

います。 

　第８款土木費、第４項都市計画費、４目都市

再生事業費には、都市防災事業費及び都市計画

街路事業費を合算しておりまして、国の補助金
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も別々に交付されております。 

　９月補正での振りかえは、電線管理者が直接、

管工事を施工するに当たりまして、通常、１５

節工事費で行うものを、１３節委託費、委託工

事費として振り分けたもので、減額ではござい

ません。 

　寺田議員も御承知のように、都市計画道路中

央線、通称、水道通りの無電柱化事業につきま

しては、国土交通省所管の社会資本整備総合交

付金事業の防災安全交付金事業の効果促進事業

に位置づけまして、事業を実施しております。 

　この社会資本整備総合交付金事業の特徴とい

たしましては、事業計画に位置づけられた事業

の範囲内で、市町村の裁量によって、事業を推

進することができ、また、年度内で予算残が出

た場合には、次年度以降に計画してた事業にも、

充当が可能という制度でございます。 

　このことから、本年度におきましては、平成

２４年度繰越分及び本年度２５年度分の防災安

全交付金事業がございますが、現在、平成２４

年度繰越分の事業において、入札減等の理由に

より、事業費の残が生じたため、事業計画全体

の進捗に合わせ、事業費を再配分し、調整を行

ったための補正でございます。 

　このことによりまして、本年の無電柱化事業

から、起債２，０３０万円と一般財源２２０万

円、合わせて２，２５０万円を減額したもので

ございます。 

　国費の減額は伴わない、そしてまた、実質的

な事業費の減額ではございません。どうか御理

解をいただきたいと思います。 

　もう一つ、すみません。今後の事業及び内容

でございますけれども、本年度は中央線の水路

改修工事に合わせまして、中央線北側の宅内へ、

通信、電力等のケーブル引き込み管の整備をす

る予定でございます。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　土木課長。 

○土木課長（岡崎匡介君）　土木課長、寺田議

員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、ページ２９ページ、第

９款消防費、第１項消防費、１目常備消防費、

１９節負担金補助及び交付金、２億９，８６８

万９，０００円について、御説明いたします。 

　この事業につきましては、平成２４年度に幡

多西部消防組合のほうから、消防救急デジタル

無線システム実施設計作成に関する業務委託を

受けておりまして、私のほうからお答えさせて

いただきます。 

　補助事業の有利な点は、ほかに有利なところ

はなかったかという御質問でございますが、当

初、緊急防災援助隊設備整備費補助金という事

業がございまして、その事業については、補助

対象事業費、市町村の大きさ等によって決まっ

ておりますが、上限が２億１，０００万、補助

率が２分の１で、１億５００万という補助事業

がございました。 

　この実施設計、委託に当たって積算された金

額でまいりますと、総事業費が約７億３，００

０万ぐらいの事業費に当たりまして、ほとんど

が事業対象の補助対象事業費に当たらない部分

が出てくるということで、今回、緊急防災減災

事業債という、起債充当率１００％、交付税の

返りが７０％という事業を適用して、今回、予

算計上しております。 

　この場合、宿毛市の負担金、約９，０００万

円の負担が発生するわけなんですが、先ほど申

しました補助事業でいきますと、約２億８，５

００万円程度の一般財源が要ることから、今回

の起債事業を充当した事業として、実施しよう

とするものでございます。 

　また、この事業に当たっての効果等について、

御説明をさせていただきたいと思いますが、消
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防用の無線周波数については、現在、１５０メ

ガヘルツ帯のアナログ無線として使用されてお

りますが、テレビ放送と同様に、電波の需要増

に伴う対応として、デジタル化に移行がなされ

ております。 

　消防無線におきましても、アナログ周波帯の

使用期限が、平成２８年５月３１日となってお

るため、１４０メガヘルツ帯のアナログ電波か

ら、２６０メガヘルツ帯のデジタル電波に移行

しようとするものでございます。 

　効果につきましては、どちらの方式について

も、長所と短所がございますが、地上デジタル

放送でイメージしていただければわかりやすい

と思いますが、デジタル化によりまして、多く

の利用者に割り当てること、割り当てができる

こと。それから、デジタル化によりまして、多

様な情報を送ることができる等の利点があろう

かと思います。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（沢田清隆君）　お

はようございます。教育次長兼学校教育課長、

１１番、寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、３０ページの第１０款

教育費、第２項小学校費、２目教育振興費、１

３節委託料と、同じく同款項目の１８節備品購

入費並びに第１０款教育費、第３項中学校費、

２目教育振興費、１３節委託料、同じく同款項

目の１８節備品購入費、パソコン等設定委託料

並びにパソコン等購入費につきまして、御質問

いただきました。 

　質問と答弁が、若干、前後しますが、そこは

御容赦いただきたいと思います。 

　まず、小学校費並びに中学校費に、それぞれ

計上しておりますパソコンの設定委託料と購入

費でございますが、現在、各小中学校で使用中

のパソコンに搭載されておりますオペレーティ

ングシステム、ＯＳ、マイクロソフト・ウイン

ドウズＸＰのサポートが、平成２６年４月９日

をもって終了することとなっておりまして、サ

ポートが終了後のＯＳを搭載したパソコンは、

セキュリティー上、極めて危険な状態となるた

めに、高知県教育委員会といたしましては、県

の教育ネットに接続することは認めておりませ

んので、各市町村のパソコンを更新するなど、

必要な予算措置をお願いしたいとの通知が、高

知県教育委員会教育政策課からございました。 

　このことを受けまして、宿毛市といたしまし

ても、各小中学校の古いパソコンを、新規で購

入しようとするものでございます。 

　平成２１年度に、ほとんどの学校の児童用は

購入済みでございますが、今回、残りの学校に

つきまして、残っている部分につきまして、新

規で購入するものでございまして、内訳といた

しましては、小学校では宿毛小学校に１９台、

松田川小学校に７台、橋上小学校に５台、これ

児童用でございます。 

　それと、教職員用が各学校で、全部で１７台

の、合計４８台となっております。小学校は４

８台でございます。 

　中学校でございますが、中学校は、教職員用

に９台でございまして、内訳といたしましては、

小筑紫中学校に２台、片島中学校に３台、橋上

中学校に２台、東中学校に２台の、合計９台と

なっております。 

　それと、設定委託料が高いのではないかとい

うことでございましたが、設定委託料につきま

しては、各学校で設定を行うことになっており

ますので、庁舎で一括して行うものよりは、若

干、出張料金が高くなってはおりますが、今回、

既存の予算がございますので、購入については、

既存の予算に不足分を補正させていただいてお



－ 93 －

りますので、台数見合いよりは、若干、高くな

ってしまっているかもしれませんが、さほどの

変わりはないというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　詳しく説明をしてい

ただきましたが、３点ほど再質疑をさせていた

だきたいと思います。 

　まず、１８ページの第２款第１項２３目２５

節、積立金の１億２，０００万でございますが、

説明では、２５年度に充当できなかった部分を

基金として積み立てなさいという指導で、今回、

積み立てるということですが、最初から予算化

してなかったということなんだと思うので、今

回、年度中にこのいわれる４項目について、予

算化が何でできなかったのかについて、わかっ

ていれば御説明を願いたいと思います。 

　次に、２８ページの工事請負費のところで御

説明をいただきましたが、この水路の延長につ

いて、延長するところの脇線の工事を行うとい

うお話でしたが、水路については、どれくらい

の工事を予定しているのかについて、御説明を

願いたいと思います。 

　次に、２９ページのデジタル化についてです

が、長短あるということで、御説明を願いまし

たが、デジタル化によって、テレビの受信でも

そうですが、受信エリアが狭くなるということ

があるんじゃないかというふうに思いますが、

受信施設を今以上に設置していかないと、今ま

でのエリアが保てないんじゃないかというふう

に思いますが、この工事については、どのよう

に計画をされているのか。 

　また、この２億９，８００万余りの予算の中

で、受信施設についても、設置が可能なのかど

うかについて、御説明を願いたいと思います。 

○議長（今城誠司君）　総務課長。 

○総務課長（山下哲郎君）　総務課長、寺田議

員の再質疑にお答えいたします。 

　各課から要望が出ておったり、査定の中で一

旦カットしたものなんかにつきましても、充て

れるものは全て充てて、前倒しで予算をつけて

おります。ただし、まだ各課で調整ができてな

いもの、あるいは今後、需要が見込まれる事業、

そういったものについては、間もなく新年度予

算の査定に入るわけですけれども、その中で、

各課のヒアリングから、重要度、優先度をつけ

ながら充てていくということになると思います。 

　以上です。 

○議長（今城誠司君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（岩本克記君）　都市建設課長、

寺田議員の再質疑にお答えいたします。 

　説明は詳しくいただいたけれども、水路の延

長は幾らかという御質問でございますが、水路

の延長は３５０メートルです。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　土木課長。 

○土木課長（岡崎匡介君）　土木課長、寺田議

員の再質疑にお答えいたします。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算（第５号）、ページ２９ページの第

９款消防費、第１項消防費、１目常備消防費、

１９節負担金補助及び交付金についてでござい

ます。 

　デジタル化に伴って、短所の一つとして、カ

バーエリアが狭くなるという、一つの欠点がご

ざいます。 

　このために、今回の事業におきましては、中

継局を設置することで、それを補おうとしてお

りまして、中継局は全部で３カ所予定しており

ます。 

　一つは貝ケ森、もう一つは弘見からちょっと

向こうへ行った鉾土というところがございます

が、鉾土のほうに大洞山という山があって、そ

ちらのほうに１局、それから安満地局といいま
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して、ちょうど大堂のお猿公園の近くのところ

の山にございます安満地というところに中継局、

計３局と、それと実際に被災も想定した形で、

運動公園のほうに本局というふうな形で、その

４局でカバーエリアを広げようということで、

考えております。 

　以上でございます。 

○議長（今城誠司君）　１１番寺田公一君。 

○１１番（寺田公一君）　丁寧な説明、ありが

とうございました。 

　これで、私の質疑を終わります。ありがとう

ございます。 

○議長（今城誠司君）　以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　ただいま議題となっております「議案第１号

から議案第２１号まで」の２１議案は、お手元

に配付してあります議案付託表のとおり、それ

ぞれの所管の委員会に付託いたします。 

　お諮りいたします。 

　議案等審査のため、１２月１２日及び１２月

１３日並びに１２月１６日から１２月１８日ま

で休会いたしたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　御異議なしと認めます。 

　よって、１２月１２日及び１２月１３日並び

に１２月１６日から１２月１８日まで、休会す

ることに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　１２月１２日から１２月１８日までの７日間

は休会し、１２月１９日午前１０時より再開い

たします。 

　本日はこれにて散会いたします。 

午前１０時４４分　散会 
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年第４回定例会　 
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いて 
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平成２５年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算に

ついて 
平成２５年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 
平成２５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 
平成２５年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 
平成２５年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て 
平成２５年度宿毛市水道事業会計補正予算について
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常任委員会 

（　６件）

議案第１１号 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第１６号

宿毛市地域の元気づくり基金条例の制定について 
消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について 
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例について 
宿毛市税条例の一部を改正する条例について 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
宿毛市立坂本図書館条例の一部を改正する条例について

 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（　５件）

議案第１７号 

 

議案第１８号 

議案第１９号 

議案第２０号 

議案第２１号

宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について
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平成２５年 

第４回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１７日（平成２５年１２月１９日　木曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第２１号まで 

　　　　　　（委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　陳情第２０号 

　　　第３　委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第２１号まで 

　　　日程第２　陳情第２０号 

　　　日程第３　委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　髙　倉　真　弓　君　　　　　２番　山　上　庄　一　君 

　　　３番　山　戸　　　寛　君　　　　　４番　今　城　誠　司　君 

　　　５番　岡　﨑　利　久　君　　　　　６番　野々下　昌　文　君 

　　　７番　松　浦　英　夫　君　　　　　８番　浅　木　　　敏　君 

　　　９番　中　平　富　宏　君　　　　１０番　浦　尻　和　伸　君 

　　１１番　寺　田　公　一　君　　　　１２番　宮　本　有　二　君 

　　１３番　濵　田　陸　紀　君　　　　１４番　西　郷　典　生　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　次長兼調査係長　　松　本　政　代　君 

　　　議 事 係 長　　柏　木　景　太　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　沖　本　年　男　君 
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　　　企 画 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　総 務 課 長　　山　下　哲　郎　君 

　　　危機管理課長　　楠　目　健　一　君 

　　　市 民 課 長　　立　田　ゆ　か　君 

　　　税務課長補佐　　田　村　泰　生　君 

　　　保健介護課長　　児　島　厚　臣　君 

　　　環 境 課 長　　佐　藤　恵　介　君 

　　　人権推進課長　　杉　本　裕二郎　君 

　　　産業振興課長　　黒　田　　　厚　君 

　　　商工観光課長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　土 木 課 長　　岡　崎　匡　介　君 

　　　都市建設課長　　岩　本　克　記　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　敏　郎　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　立　田　壽　行　君 

　　　千 寿 園 長　　山　岡　敏　樹　君 

 

 　　　副 市 長 兼 

　　　税務課長事務取扱
安　澤　伸　一　君

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
滝　本　　　節　君

 　　　教 育 委 員 会 

　　　委 員 長
増　田　全　英　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
沢　田　清　隆　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

桑　原　　　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
金　増　信　幸　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君

 　　　選挙管理委員 

　　　会 事 務 局 長
嵐　　　　　健　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（今城誠司君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長より報告いたします。 

　地方自治法第１８０条第２項の規定による市

長の専決処分事項の報告につきましては、お手

元に配付しているとおりであります。 

　日程第１「議案第１号から議案第２１号ま

で」の２１議案を一括議題といたします。 

　これより「議案第１号から議案第２１号ま

で」の２１議案について、委員長の報告を求め

ます。 

　予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（浅木　敏君）　皆さん、

おはようございます。予算決算常任委員長。 

　本委員会に付託された「議案第１号から議案

第１０号まで」の１０議案について、審査の概

要と結果を御報告いたします。 

　議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分けて、１

２月１２日と１２月１３日の２日間にわたり、

審議を行いました。 

　その後、１２月１７日に意見調整のための全

体委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果

の報告と質疑を経て、意見調整を行った結果、

本委員会に付託された議案１０件につきまして

は、原案を適当と認め、可決すべきものと決し

ました。 

　以下、分科会における主な審査概要について、

御報告いたします。 

　まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算、第２款総務費、第１項総務管理費、

７目企画広報費、１２節役務費、通信運搬費１

０万円についてであります。 

　委員からは、実証実験を行っているデマンド

乗合タクシーの予約用に携帯電話を用意すると

いうことだが、どのように利用するのかとの質

問に、執行部からは、市内のタクシー業者に委

託しており、３業者で１カ月ごとに交代する形

になっている。 

　予約先が月によって変わると、電話番号も変

わることになり、利用者の混乱を招くことにな

るため、予約受付の電話番号を固定するための

携帯電話であり、使用料を含む維持費を市が負

担するものであるとの回答がありました。 

　また、委員からの実証実験で、どのくらい利

用があるのかとの質問に、執行部からは、１０

月の途中から１１月の終わりまでで２件である。

利用者が少ないということで、ＰＲのため、西

地区の総会へ説明に行く予定である。 

　また、舟ノ川、石原地区では、１枚５００円

のタクシーチケットを６２６枚配布し、２９０

枚の利用があった。４６％の利用率である。タ

クシーチケットのよいところは、行き先は関係

なく使用できるため、デマンド乗合タクシーに

比べて、利用率が高いのではないかと思うとの

説明がありました。 

　委員からは、実証実験は二つの地域で、違う

形で行っているが、結果によっては、一元化さ

れるのかとの質問があり、執行部からは、利用

しやすく、利用頻度の高い方法で、よりよいも

のになるよう、検証していくとの回答がありま

した。 

　次に、第２款総務費、第１項総務管理費、２

目人事管理費、７節賃金、臨時雇賃金２１４万

８，０００円についてであります。 

　委員からは、職員数と臨時職員数はどのくら

いかとの質問があり、執行部からは、職員数は

３１３名、臨時職員数は１２月１日時点で、千

寿園も含めて７８名であるとの回答がありまし

た。 
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　委員からは、臨時職員の比率が非常に高くな

っている。職員適正数よりも６０名程度少なく

なっているが、時間外がふえてきているのでは

ないかとの質問に、機構改革前は、建設課は休

日に休めず、体調に影響が出るのではないかと

思われるような時間外もあったが、現在は、増

員の配置をしたこともあり、少なくなっている、

との回答がありました。 

　また、委員からは、土日のイベント参加の時

間外は、本来の仕事に影響するのではないか。

雇用面でいうなら、職を探している人もいるの

だから、外注すべきではないのか。見直しの検

討をするべきであるとの指摘があり、執行部か

らは、宿毛市では小規模のイベント参加も多く、

他市と比較しても大変多いが、人事的には観光

課や生涯学習課などの土日のイベント事業の多

い課の職員は、固定的にならないように配慮は

しているとの回答がありました。 

　続いて、第９款消防費、第１項消防費、１目

常備消防費、１９節負担金補助及び交付金、幡

多西部消防組合分担金、消防救急デジタル無線

整備、２億９，８６８万９，０００円について

であります。 

　委員からは、このデジタル整備事業は、限ら

れた業者にしか整備できない内容なのかとの質

問があり、執行部からは、他の工事と比較する

と、限られた業者になると思われる。しかし、

随意契約ではなく、入札はできるとの回答があ

りました。 

　また、委員からは、街区は防災行政無線が聞

こえないが、調査はしているかとの質問があり、

執行部からは、防災行政無線は点検している。

街区は、以前から建物等の影響もあり、聞こえ

にくいところがあったが、今のアナログの現状

で対策をとるには、余計な費用がかかる。法的

には、期限が定められていないので、消防無線

のように、早急にデジタル化しなければならな

いということはないが、近い将来、デジタル化

に移行する際に対応する。 

　緊急時については、エリアメールを使って、

携帯、スマートフォンに必ず発信できるような

体制にする予定であるとの回答がありました。 

　次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

　議案第１号別冊、平成２５年度宿毛市一般会

計補正予算、第４款衛生費、第３項清掃費、１

目塵芥処理費、１１節需用費、ごみカレンダー

印刷費４０万円についてであります。 

　本案は、平成２６年４月より、祝祭日のごみ

収集が始まるのに伴い、従来の分別方法や、収

集日を掲載したポスターの裏側に、年間収集ス

ケジュールを掲載したカレンダーを印刷し、全

戸配布するものであります。 

　委員からは、多くの家庭では、ポスターを壁

に張って使用している。裏側にカレンダーを印

刷してしまうと、使い勝手が悪いのではないか

との意見や、従来のポスターは、既に配布して

いるのだから、カレンダーだけを作成して配布

すればよいのではないかとの意見がありました。 

　これに対して、執行部からは、従来のポスタ

ーは内容が古く、修正が必要な部分もある。ま

た、普通ごみの収集日と、資源ごみの回収日が

重なることで、収集効率が非常に悪い地域もあ

り、収集日自体の見直しも考えている。 

　カレンダーと一体型のポスターを配布するこ

とで、周知を徹底し、混乱を防ぎたいとの回答

がありました。 

　委員からは、いずれにしろ、裏側にカレンダ

ーを印刷したのでは不便なので、使いやすい方

法を検討してもらいたいとの指摘がありました。 

　続いて、第５款労働費、第１項労働諸費、１

目労働諸費、１３節委託料、緊急雇用創出臨時

特例基金事業委託料、起業支援型であります。 

　浜田海産支援分、１１４万２，０００円につ
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いて報告します。 

　本案は、浜田海産がこれまで流通に乗らず、

廃棄されたり、または低価格で取引されていた

未利用魚を活用し、ペットフードや水族館の餌

料等に加工する事業に対する補助でありますが、

委員からは、一業者を支援して終わりではなく、

この先、新たな分野に参入してもらおうという

業者も支援していく必要がある。その方向性は

あるのかとの質問がありました。 

　これに対し、執行部からは、現在のところは

ないが、今回の新規事業を通じて、販路が拡大

されていくかどうかを見守りたいとの回答があ

りました。 

　さらに、委員からは、未利用魚は非常に安い

値段で取引されているが、一業者が参入するだ

けでは、それほど値段が上がるとは思わない。

底上げをしていくためにも、他の業者が積極的

に参入できる方法を考えるべきであるとの指摘

がありました。 

　執行部からは、事業が成功すれば、ビジネス

モデルとなるので、利活用の方法を考えていき

たいとの回答がありました。 

　以上で、本委員会に付託されました１０議案

について、審査結果の報告を終わります。 

○議長（今城誠司君）　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（野々下昌文君）　総務

文教常任委員長。委員会の審査の結果を報告い

たします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第１

１号から議案第１６号の６議案であります。 

　議案第１１号は、宿毛地域の元気づくり基金

条例についてであります。 

　本案は、国から交付される地域の元気臨時交

付金の対象となる事業の円滑な実施に資するた

め、本条例により、基金を設置しようとするも

のです。 

　議案第１２号は、消費税率及び地方消費税率

の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてであります。 

　本案は、来年４月１日より、消費税率が８％

に変更されることに伴い、宿毛市沖の島開発総

合センター等の使用料など、消費税改定に伴い、

改正の必要な２５条例について、必要な改正を

行おうとするものです。 

　議案第１３号は、公益法人等への職員の派遣

等に関する条例の一部を改正する条例でありま

す。 

　本案は、宿毛市清掃公社が公益財団法人へ移

行したことに伴い、本条例の一部を改正しよう

とするものです。 

　議案第１４号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてであります。 

　本条例は、地方税法施行令の一部を改正する

政令の公布等により、個人住民税の年金特別徴

収制度の見直しや、金融商品間の損益通算範囲

の拡充等により、金融所得課税の一本化がなさ

れたこと等に伴い、本条例の一部を改正しよう

とするものです。 

　議案第１５号は、宿毛市国民健康保険条例の

一部を改正する条例についてであります。 

　本条例は、議案第１４号と同じく、地方税法

施行令の一部を改正する政令の公布等により、

本条例の一部を改正しようとするものです。 

　議案第１６号は、宿毛市立坂本図書館条例の

一部を改正する条例についてであります。 

　本条例は、図書館法の改正に伴い、本条例の

一部を改正しようとするものです。 

　以上、６議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

いずれも全会一致で原案を適当と認め、可決す

べきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託された６議案に対する

報告を終わります。 

○議長（今城誠司君）　産業厚生常任委員長。 



－ 102 －

○産業厚生常任委員長（浦尻和伸君）　産業厚

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました、議案５件につい

ての審査結果を御報告いたします。 

　議案第１７号は、宿毛市水道事業給水条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例につ

いてであります。 

　本案は、平成２５年第３回定例会において、

水道料金を平成２６年４月１日より料金改定す

る議決をいたしましたが、新料金の適用時期に

ついての経過措置は、消費税率の改定が予想さ

れるために、施行日前から継続して水道を供給

している場合における、平成２６年４月１日か

ら４月３０日までの間に確定する料金について

の取り決めが明記されていませんでしたので、

この場合については、従来のとおりとする旨の

附則を追加しようとするものでございます。 

　議案第１８号から議案第２１号は、市道路線

の認定についてであります。 

　本案は、宿毛市小深浦の朝日ヶ丘団地線、宿

毛市山北の太郎駄馬線、大城山線、大榎線の合

計４路線を新たに市道として認定することにつ

いて、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

　以上、５議案につきましては、担当課から詳

しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

原案を適当であると認め、全会一致をもって可

決すべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました議案につい

ての報告を終わります。 

○議長（今城誠司君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第１号から議案第１１号まで

及び議案第１３号から議案第２１号まで」の２

０議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第１号から議案第１１号まで

及び議案第１３号から議案第２１号まで」の２

０議案を一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（今城誠司君）　全員起立であります。 

　よって「議案第１号から議案第１１号まで及

び議案第１３号から議案第２１号まで」の２０

議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより、「議案第１２号」について、討論

に入ります。 

　討論の通告がありますので、発言を許します。 

　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　８番議員の浅木です。

ただいまから、議案第１２号「消費税率及び地

方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について」の討論を行います。 

　先ほど、この議案を審査した総務文教委員長

から、原案可決との報告がありましたので、私

はこの委員長報告に反対する立場から討論をい

たします。 

　この議案は、政府が消費税率及び地方消費税

率の改定を決定したことに伴い、本市の関係条

例の整備に関する条例を制定しようとするもの

であります。 

　私は、この条例制定議案に対して、次の点か

ら反対します。 
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　まず、第１点は、政府が来年の４月から消費

税を８％に引き上げを決定したこと自体が、全

く道理のない大きな間違いであることを指摘い

たします。 

　皆さん御承知のように、今、日本経済は不況

のどん底にあり、一部の富裕層を除いて、国民

生活は青息吐息であります。この不況の原因は、

国民の購買意欲が低下し、消費が低迷している

からであります。 

　１９９７年以降、国民の所得は減り続き、労

働者の平均年収は７０万円も減少しています。

加えて、年金は、この１０月から３年かけて２．

５％も引き下げられるとともに、アベノミクス

により、物価は２％も引き上げられます。 

　こうした状況の中で、消費税の３％増税は、

国民生活をさらに窮乏化させ、景気は一段と冷

え込むことは、火を見るより明らかであります。 

　このため、政府は経済対策に５兆円もつぎ込

むことを表明しました。 

　これまでの実績からして、経済対策はゼネコ

ン型で大企業の儲けのために使われる可能性が

大であります。５兆円は、消費税率の２％に当

たり、消費税は社会保障に使うという、政府の

言い分が偽りであることも明らかになりました。 

　また、２０１２年から徴収している復興特別

税にしても、個人向けの復興特別所得税は２５

年間も続けるのに、企業向けの復興特別法人税

は、来年３月末で廃止すると表明するなど、大

企業は優遇し、国民を泣かせる政策を進めよう

としています。 

　税金制度は、負担能力に応じた負担とするこ

とが、本来の姿であり、その中心は、個人所得

や企業収益に対する累進課税を強化すべきであ

ります。 

　ところが、日本政府は、１９７４年には、最

高税率７５％であった累進課税を、消費税を導

入した１９８９年には５０％に、消費税を５％

に増税した１９９７年ごろには、３７％にまで

引き下げてしまいました。 

　現在は、若干、引き上げをしましたが、それ

でも以前と比べて、高所得者は大幅に減税され

たものであります。高所得者や、２６０兆円も

の内部留保を持つ大企業には減税を続け、低所

得者ほど高負担となる消費税をさらに引き上げ

ることは、国政の大きな誤りであり、消費税増

税は直ちに中止すべきであると思います。 

　次に、この議案では、宿毛市が所有する各種

施設の使用料や利用料、また料金等を消費税増

税に合わせて引き上げようとするものでありま

す。 

　ここで私が指摘するのは、この議案は、政府

の消費税増税に便乗した値上げ内容になってい

るということであります。 

　その第１点目として、この議案では、消費税

対象外の住民票等の証明書を除くほとんどの使

用料や、利用料が値上げの対象となっています。 

　水道料金等の企業会計分については、消費税

を国税庁へ納入する必要がありますが、その他

の使用料や利用料は、納税の必要がないのに、

消費税分を市民から徴収しているということで

あります。 

　スポーツ施設の使用料など、民間と競合をす

るものについては、イコールフッティングの考

えに立ち、消費税率の改定は必要であろうかと

思われますが、この場合でも、内税にすれば料

金を引き上げなくても処理できます。 

　さらに、この条例案では、引き上げ消費税の

３％を超えた値上げが随所に見られます。 

　例えば、学校体育館の使用料は、６．７％な

いし１０％、総合運動公園の体育館使用料の一

部については、５０％もの値上げとなっていま

す。もし３％以上の値上げが必要であれば、消

費税増税とは別に、使用料改定議案を、議案と

して提出すべきであります。 
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　もう１点は、この条例案では、これまで内税

であったものまで外税に変えているが、これは

今後の消費税増税時に、容易に改定するための

ものとも推測できます。 

　このように、この議案は便乗値上げとみられ

る内容があることとあわせ、値上げにより、市

民負担が増加することになるため、私は、この

議案に反対するものであります。 

　議員の皆さんの御賛同を求め、討論を終わり

ます。 

○議長（今城誠司君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第１２号」を採決いたしま

す。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（今城誠司君）　起立多数であります。 

　よって「議案第１２号」は、原案のとおり可

決されました。 

　日程第２「陳情第２０号」を議題といたしま

す。 

　これより「陳情第２０号」について、委員長

の報告を求めます。 

　産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（浦尻和伸君）　産業厚

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました「陳情２０号」の

審査結果を御報告いたします。 

　本陳情は、………………………………………

…………………………………………より提出さ

れたものであり、内容といたしましては、国が

２０１５年４月から施行を目指している子ど

も・子育て支援新制度については、保育関係者

や多くの自治体からも、不安の声が上がってい

る。 

　新制度の導入については、関係者との十分な

議論と、不安や疑問を払しょくした上での周知

徹底が必要であり、性急な実施を避け、全ての

子供に平等な保育を保障する観点から、保育士

定数や、安全基準の緩和をせず、公的責任のあ

り方、認定の仕組み、子供の保育時間などにつ

いても、格差を生じさせないこと。 

　自治体の保育実施責任は、現行どおりである

ことを確認し、保育所の基準や運営費等につい

ては、新制度においても、後退させないこと。

市町村のニーズに基づき、十分な財源を確保す

ること。待機児童対策を先送りせず、市町村が

計画的に保育所整備を進められるよう、国有地

の活用や、財政措置の拡充などの対策を行うこ

と。保育料引き下げなど、保護者負担の軽減、

職員処遇の改善のための仕組みの導入などを求

める意見書の提出を、宿毛市議会に要請してき

たものであります。 

　審査の過程で、委員からは、平成２５年３月

議会においても、同様の陳情が提出され、制度

が明確になっていない段階での判断は、時期尚

早との理由で不採択になった。現在も、状況は

変わっておらず、議論が進んでいるとも思えな

い。現時点では、不採択にすべきという意見が

ある一方、国は、新制度施行の準備を進め、市

町村にも、準備を求めている。この段階で、子

供や保護者にとって、有益な制度になるよう求

めることは、不都合ではないとの意見がありま

した。 

　以上のように、慎重に審査をしてまいりまし

たが、現時点でも、判断を下せる状況でないと

の意見が多く、採決の結果、賛成少数で不採択

と決しました。 
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　以上、本委員会に付託されました陳情１件に

ついての報告を終わります。 

○議長（今城誠司君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより、陳情第２０号について、討論に入

ります。 

　討論の通告がありますので、発言を許します。 

　８番浅木　敏君。 

○８番（浅木　敏君）　８番議員の浅木でござ

います。ただいまから、陳情第２０号について、

討論を行います。 

　先ほど、この陳情を審査した産業厚生常任委

員長から、不採択にしたとの報告がありました

ので、私はこの委員長報告に反対する立場から

討論をいたします。 

　この陳情は、……………………………………

……………………が、子ども・子育て支援制度

を全ての幼い子供の育ちを支える制度とするた

めの意見書提出を、宿毛市議会に要請してきた

ものであります。 

　内容は、昨年８月の子ども・子育て完全三法

の成立を受け、政府は２０１５年４月から、こ

の子ども・子育て支援制度の施行を目指し、今、

この支援制度についての議論が進められていま

す。 

　この中では、保育の基準等について、現行水

準の切り下げにつながるような提案もされてい

るが、まだ全体像は明らかにされていません。 

　こうした中で、政府は制度の実施主体である

市町村に対して、施行準備を進めるよう求めて

いるため、地方自治体からも困惑の声が上がっ

ています。 

　こうしたことから、国に対し、子供の権利を

最優先に、国と地方自治体の責任のもとに、保

育制度の拡充を図るための６項目の要望を求め

る内容の意見書提出を要請してきたものであり

ます。 

　先ほど、産業厚生常任委員長の報告の中に、

この意見書提出は、時期尚早だというふうな内

容で不採択にしたという発言があったかと思わ

れますので、私は今、この地方の声を、この新

制度に反映するチャンスだと考えますので、若

干、説明いたします。 

　この新制度づくりについては、内閣府のもと

に、子ども・子育て支援会議と、それに附属す

る規準検討部会を４月に設置し、既に、それぞ

れ数回の会議を開いています。 

　新制度では、各自治体における子ども・子育

て支援施策を実施していく上で、地方版子ど

も・子育て会議の設置を、都道府県、市町村の

努力義務としており、既に３５％の自治体で設

置済みとなっています。 

　また、７月２６日の第５回子ども・子育て会

議では、新制度に基づき、自治体での具体化を

図る基本的な考え方を定めた基本指針が了承さ

れ、政府による自治体への説明会の開催など、

具体化が進み出しており、制度の骨子が高まり

つつあります。 

　制度が確定してしまってからでは遅いので、

これから育ちゆく子供たちが安心できる保育制

度を求め、健やかな保育を受けられるように、

今こそ地方からの意見を反映するときであるこ

とを、声を大にして皆さんに訴えます。 

　さて、この子ども・子育て新システムの重要

な問題点については、３月議会の討論で指摘し

たとおりでありますが、制度の検討が続く中で

も、重要な問題点が明らかになりつつあります。 

　私が指摘した児童福祉法２４条の市町村の保



－ 106 －

育実施義務を定めた文言は残りましたが、この

２項に、市町村が直接、責任を負わない多様な

保育事業がつけ加えられたため、自治体の保育

実施義務が空洞化される方向も狭まっています。 

　また、私が指摘したように、直接契約、直接

補助へ移行することに伴い、保育時間の認定制

度の新設によるパートタイム就業者の保育時間

のカット問題、株式会社による保育所経営の場

合、補助金の流れや、徴収した保育料の使途制

限も大きく緩和されようとしています。 

　また、定員が６ないし１０人の小規模保育事

業のＢ型では、マンションの１室や空き店舗で

もよしとされるなど、保育所も施設基準が大き

く切り下げられようとしています。 

　さらに、このＢ型の保育事業では、保育士資

格者が２分の１以上おればよい。あとは無資格

者でもよいとされるなど、子供の安全や命が脅

かされる心配があります。 

　まだまだ、問題は多々ありますが、基本は、

いかにして公的財源を入れずに、保育事業を進

めるか。財界の強い求めに応じて、株式会社等

の参入をしやすくするのかに主眼が置かれてい

ると思われます。 

　こうした危機感から、子供の権利と安全を大

切にする保育行政の継続を願う皆さんの声が、

このたびの陳情であります。 

　この１項から６項までの要望は、皆さんから

見ても、どれ一つ不都合はないと思われます。

これから育ちいく子供たちの健やかな成長を願

い、採択への御賛同を呼びかけ、討論を終わり

ます。 

○議長（今城誠司君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第２０号」を採決いたしま

す。 

　本件については、「審査報告書」のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（今城誠司君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　日程第３、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

　お諮りいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（今城誠司君）　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　以上で、今期定例会の日程は全て議了いたし

ました。 

　閉会に当たり、市長から挨拶がありますので、

発言を許します。 

　市長。 

○市長（沖本年男君）　閉会に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

　去る１２月３日に開会しました今期定例会は、

本日までの１７日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日、熱心に御審議をいただき、提案

申し上げました２１議案につきまして、それぞ

れ原案のとおり御決定をいただきまして、まこ

とにありがとうございます。 

　今議会はもとよりでございますが、この１年

間、一般質問や委員会審議等を通じましてお寄
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せいただきました数々の貴重な御意見や御提言

につきましては、今後、さらに検討をいたしな

がら、これからの市政の執行に反映させてまい

りたいと考えております。 

　ことしも残りわずかとなりましたが、議員の

皆様におかれましては、どうか健康に御留意さ

れまして、すばらしい新春を迎えられますよう

御祈念を申し上げまして、閉会の御挨拶といた

します。 

　ありがとうございました。 

○議長（今城誠司君）　以上で、市長の挨拶は

終わりました。 

　これにて、平成２５年第４回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１０時４３分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　今　城　誠　司 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　岡　﨑　利　久 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　宮　本　有　二 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　濵　田　陸　紀 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１７日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算常任委員長　浅　木　　　敏 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第　１号 平成２５年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適　当

 
議案第　２号

平成２５年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について
原案可決 適　当

 
議案第　３号

平成２５年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予

算について
原案可決 適　当

 
議案第　４号

平成２５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第　５号

平成２５年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について
原案可決 適　当

 
議案第　６号

平成２５年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算

について
原案可決 適　当

 
議案第　７号

平成２５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第　８号

平成２５年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について
原案可決 適　当

 
議案第　９号

平成２５年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予

算について
原案可決 適　当

 
議案第１０号 平成２５年度宿毛市水道事業会計補正予算について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１２日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　野々下　昌　文　 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１１号 宿毛市地域の元気づくり基金条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第１２号

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について
原案可決 適　当

 
議案第１３号

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第１４号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第１５号

宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第１６号

宿毛市立坂本図書館条例の一部を改正する条例につ

いて
原案可決 適　当



－ 111 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１３日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１７号

宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第１８号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第１９号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第２０号 市道路線の認定について 原案可決 適　当



－ 112 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１３日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 

第２０号
子ども・子育て支援新制度をすべての幼い子どもの育

ちを支える制度とするための意見書提出について
不 採 択 不 適 当



－ 113 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１２日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　野々下　昌　文　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　　（６）　地域防災計画について 

　　　　　　（７）　教育問題について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 



－ 114 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１３日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（６）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（７）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（８）　介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 

 



－ 115 －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月１７日　 

　宿毛市議会議長　今　城　誠　司　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　寺　田　公　一　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 

 

 



付 － 1

一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年第４回定例会　　　 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　１番 

　髙倉真弓君

１　イベントの総括について（市長） 

（１）ねんりんピックについて 

（２）産業祭について 

 

２　道の駅について（市長）

 

２
　７番 

　松浦英夫君

１　スポーツ振興について（市長、教育長） 

（１）花へんろマラソンについて 

（２）宿毛市総合運動公園の施設整備について 

（３）宿毛市スポーツ振興計画について 

（４）スポーツ推進課の設置について 

 

２　沖の島地区のし尿処理対策について（市長） 

 

３　防災対策について（市長） 

（１）離島の防災対策について 

（２）防災協定について

 

３
６番 

野々下昌文君

１　南海トラフ巨大地震対策について（市長） 

（１）津波浸水地域に対する今後の取り組みについて 

（２）保育園の高台移転計画について 

（３）地盤の沈降地域の把握と安全対策について 

 

２　異常気象に対する本市の防災対策について（市長） 

（１）緊急時の避難勧告、災害メールの情報伝達のあり方につ

いて 

（２）ハザードマップ、避難の態勢などの住民への周知徹底の

あり方について 

（３）高齢者、要援護者の現場での対応について 

（４）住民の防災教育、防災意識の高揚について 

 

３　スポーツコミッションの立ち上げについて（市長）



付 － 2

 

４
　５番 

　岡﨑利久君

１　ファシリティ・マネジメントについて（市長） 

（１）公共施設の現状について 

（２）公共施設の経過年数について 

（３）公共施設の維持管理費用について 

（４）公共施設のデータの収集と管理について 

（５）ファシリティ・マネジメントの導入について 

 

２　宿毛市津波避難計画について（市長） 

（１）住宅耐震、家具の転倒防止について 

　　ア　住宅耐震診断事業と家具転倒防止事業の実施状況につい

て 

　　イ　住民に対する周知方法について 

　　ウ　今後の事業継続予定について 

（２）一時避難場所について 

　　ア　現在の整備状況について 

　　イ　整備完了の時期について 

　　ウ　避難場所の周知について 

（３）啓発と訓練について 

　　ア　避難所運営訓練（ＨＵＧ）の導入及び地域と連携した防

災訓練の実施について

 

５
　８番 

　浅木　敏君

１　地震と津波の対策について（市長） 

 

２　住宅リフォーム助成制度について（市長） 

 

３　学校再編と宿毛小学校の建築について（市長、教育長） 

 

４　全国学力テストについて（教育長）

 

６
１３番 

　濵田陸紀君

１　宿毛小学校改築関係予算の減額を受けた今後の対応につい

て（市長、教育委員長、教育長） 

 

２　防災対策について（市長） 

（１）高齢者、障害者などに対する福祉避難所の設置について 

（２）災害時に備えての小型船免許取得に対する支援について



付 － 3

 

７
１１番 

　寺田公一君

１　市長の政治姿勢について（２年間を振り返って）（市長） 

（１）小中学校の耐震改修について 

　　ア　宿毛小学校の耐震改修と非構造部材の改修計画について 

　　イ　市内小中学校の耐震化の現状について 

　　ウ　松田川小学校への対応について 

　　エ　耐震改修後の学校整備の方向性について 

（２）花へんろマラソンのその後について 

　　ア　マラソン中止以降、これまでの協議内容と経過について 

　　イ　競技内容と運営方法について 

（３）産業祭の総括について 

　　ア　Ｂ級グルメの評価について 

　　イ　地域産業の出展店舗への評価について 

（４）バイオマス発電事業について 

　　ア　現在の状況について 

 

２　教育行政について（市長、教育長） 

（１）生涯学習への取り組みについて 

　　ア　宿毛市展への出品数の推移について 

　　イ　公民館事業の現状について（主催事業・自主サークルの

数） 

　　ウ　「あすなろから檜へ」の意味と決定への経緯について 

（２）小中学校再編計画の現在の状況と今後のスケジュールにつ

いて 

（３）校区への考え方とクラブ活動について



付 － 4

平成２５年第４回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案（平成２５年第３回定例会提出分） 

 

 

 
議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　２号

平成２４年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定

について
１２月　３日 認　　定

 
第　３号

平成２４年度宿毛市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第　４号

平成２４年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳

入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第　５号

平成２４年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳

出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第　６号

平成２４年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計歳入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第　７号

平成２４年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第　８号

平成２４年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第　９号

平成２４年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計

歳入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第１０号

平成２４年度幡多西部介護認定審査会特別会計

歳入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第１１号

平成２４年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第１２号

平成２４年度宿毛市土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第１３号

平成２４年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について
１２月　３日 認　　定

 
第１４号

平成２４年度宿毛市水道事業会計決算認定につ

いて
１２月　３日 認　　定



付 － 5

　　　議　　案（平成２５年第４回定例会提出分） 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 平成２５年度宿毛市一般会計補正予算について １２月１９日 原案可決

 
第　２号

平成２５年度宿毛市国民健康保険事業特別会計

補正予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　３号

平成２５年度宿毛市へき地診療事業特別会計補

正予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　４号

平成２５年度宿毛市定期船事業特別会計補正予

算について
１２月１９日 原案可決

 
第　５号

平成２５年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計補正予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　６号

平成２５年度宿毛市学校給食事業特別会計補正

予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　７号

平成２５年度宿毛市下水道事業特別会計補正予

算について
１２月１９日 原案可決

 
第　８号

平成２５年度宿毛市介護保険事業特別会計補正

予算について
１２月１９日 原案可決

 
第　９号

平成２５年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補

正予算について
１２月１９日 原案可決

 
第１０号

平成２５年度宿毛市水道事業会計補正予算につ

いて
１２月１９日 原案可決

 
第１１号

宿毛市地域の元気づくり基金条例の制定につい

て
１２月１９日 原案可決

 
第１２号

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について
１２月１９日 原案可決

 
第１３号

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一

部を改正する条例について
１２月１９日 原案可決

 
第１４号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について １２月１９日 原案可決

 
第１５号

宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について
１２月１９日 原案可決

 
第１６号

宿毛市立坂本図書館条例の一部を改正する条例

について
１２月１９日 原案可決

 
第１７号

宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について
１２月１９日 原案可決

 
第１８号 市道路線の認定について １２月１９日 原案可決



付 － 6

 

 
第１９号 市道路線の認定について １２月１９日 原案可決

 
第２０号 市道路線の認定について １２月１９日 原案可決

 
第２１号 市道路線の認定について １２月１９日 原案可決



付 － 7

　　　陳　　情 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 

第２０号

子ども・子育て支援新制度をすべての幼い子ども

の育ちを支える制度とするための意見書提出につ

いて

１２月１９日 不 採 択


